
《ID102500A 申請 公共施設マネジメント課，教育総務課 地方自治法第 238 条の 4 第 7 項》 

 

申請に対する処分 ／ 審査基準・標準処理期間  個票（紀の川市） 

 

＜個票情報＞  

所 管 部 署 公共施設マネジメント課，教育総務課 

適用日（掲載日） 平成 30 年 4月 1日 

＜処分の概要＞ 

許認可等の名称 行政財産の使用許可 

処  分  権  者 市長。ただし、教育財産については教育長。 

根 拠 規 定 地方自治法第 238 条の 4第 7項 

＜審査基準／標準処理期間＞ 

基 準 規 定 地方自治法第 238 条、第 238 条の 4第 7項 

審  査  基  準 

■設定  □未設定 

（行政財産の管理及び処分） 

第 238 条の４ 行政財産は、次項から第４項までに定めるものを除くほか、これ

を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又

はこれに私権を設定することができない。 

２ 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度におい

て、貸し付け、又は私権を設定することができる。 

(１) 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定め

る堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である土

地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有

し、又は所有しようとする場合（当該普通地方公共団体と１棟の建物を区分

して所有する場合を除く。）において、その者（当該行政財産を管理する普通

地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認め

る者に限る。）に当該土地を貸し付けるとき。 

(２) 普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政

財産である土地の上に１棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地

を貸し付ける場合 

(３) 普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通

地方公共団体以外の者と１棟の建物を区分して所有するためその者（当該建

物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の

適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。）に当該土地を貸し

付ける場合 

(４) 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地

（以下この号において「庁舎等」という。）についてその床面積又は敷地に余

裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外

の者（当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法に

よる管理を行う上で適当と認める者に限る。）に当該余裕がある部分を貸し付



けるとき（前３号に掲げる場合に該当する場合を除く。）。 

(５) 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経

営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その

者のために当該土地に地上権を設定するとき。 

(６) 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使

用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者の

ために当該土地に地役権を設定するとき。 

３ 前項第２号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受け

た者が当該土地の上に所有する１棟の建物の一部（以下この項及び次項におい

て「特定施設」という。）を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡しようとする

ときは、当該特定施設を譲り受けようとする者（当該行政財産を管理する普通

地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める

者に限る。）に当該土地を貸し付けることができる。 

４ 前項の規定は、同項（この項において準用する場合を含む。）の規定により行

政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合

について準用する。 

５ 前３項の場合においては、次条第４項及び第５項の規定を準用する。 

６ 第１項の規定に違反する行為は、これを無効とする。 

７ 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可する

ことができる。 

８ 前項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家法

（平成３年法律第 90 号）の規定は、これを適用しない。 

９ 第７項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは

公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為がある

と認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すこ

とができる。 

【基準】 

上記の条文による。 

 

参 考 資 料  

標準処理期間 

■設定  □未設定 

おおむね１４日 

備          考  

 設    定    日 平成 31 年 3月 31 日 
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《ID282100A申請国保年金課国民健康保険法施行規則第27条の14の2第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 国保年金課

適用日（掲載日） I令和3 年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 限度額適用の認定

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 国民健康保険法施行規則第27条の14の2第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定
国民健康保険法施行令第29条の 4第1 項第1 号・第2号
国民健康保険法施行規則第27条の14の2第1 項

■設定 □未設定

（令第29条の4第1項第1号又は第2号の市町村又は組合の認定）
第27条の14の2 市町村又は組合は、被保険者が令第29条の3第1項各号又は

第3項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、 当該被保険者の属する
世帯の批帯主が保険料を滞納していることを確認した場合（第5条の8第1項
の規定により世帯主が届書を提出し、 当該世帯主が滞納している保険料につき
令第1条に定める特別の事情があると認められる場合又は市町村若しくは組合
が適当と認める場合を除く。） を除き、 有効期限を定めて、 令第 29条の4第1
項第1号又は第2号の規定による認定（以下この条において「認定」という。）
を行わなければならない。

2 市町村又は組合は、 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は糾合員
であって、 次の各号に掲げる区分に応じて、 当該各号に定める様式による限度
額適用認定証（以下この条において「限度額適用認定証」という。）の交付を受

審 査 基 準 けようとするものから申請書の提出があったときは、 限度額適用認定証を、 当
該世帯主又は組合員に交付しなければならない。 ただし、 当該被保険者が減額
認定証の交付を受けており、 市町村又は組合が当該減額認定証に限度額道用認
定証を兼ねる旨を明記した場合は、 この限りでない。
(1) 市町村 様式第1号の8による限度額適用認定証
(2) 組合 様式第1号の8の2による限度額適用認定証

3 認定を受けた被保険者の属する世帯の枇帯主又は組合員が前項の規定により
限度額適用認定証の交付を受けた場合であって、 認定を受けた被保険者が次の
各号のいずれかに該当するに至ったときは、 世帯主又は組合員は、 遅滞なく、
限度額適用認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなけれ
ばならない。
(1) 令第29条の4第1項第1号イに掲げる者が令第29条の3第1項第1号

に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第29条の4第1項第1号口に掲げ
る者が令第29条の3第1項第2号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令



第 29 条の4第 1 項第 1 号ハに掲げる者が令第 29 条の3第 1 項第3号に掲げ
る場合に該当しなくなったとき、令第 29 条の4第 1 項第 1 号二に掲げる者が
令第 29 条の3第 1 項第4号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは
令第 29 条の4第 1 項第 1 号ホに掲げる者が令第 29 条の3第 1 項第 5 号に掲
げる場合に該当しなくなったとき又は令第 29 条の4第 1 項第 2号イに掲げ
る者が令第 29 条の3第3項第 1 号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令
第 29 条の4第 1 項第2号口に掲げる者が令第 29 条の3第3項第2号に掲げ
る場合に該当しなくなったとき、令第 29 条の4第 1 項第2号ハに掲げる者が
令第 29 条の3第3項第3号に掲げる場合に該当しなくなったとき、 令第 29

条の4第 1 項第2号二に掲げる者が令第 29 条の3第3項第4号に掲げる場
合に該当しなくなったとき若しくは令第 29 条の4第 1 項第2号ホに掲げる
者が令第 29 条の3第3項第 5 号に掲げる場合に該当しなくなったとき。

(2) 限度額適用認定証の有効期限に至ったとき。
4 市町村又は組合は、 第2項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場

合であって、 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が、 当該
認定後に保険料を滞納した場合においては、第 5 条の 8 第 1 項（第 20 条におい
て準用する場合を含む。）の規定による届出により当該保険料の滞納につき令第
1 条に定める特別の事情があると認められる場合又は当該市町村又は組合が適

当と認める場合を除き、 当該世帯主に対し限度額適用認定証の返還を求める こ
とができる。 この場合における特別の事情に関する届出に係る届書については、
第 5 条の 8 第3項の規定を準用する。

5 第 7 条の2 （第3項ただし書を除く。）及び第 26 条の3第 5 項から第 8 項ま
での規定は、 限度額適用認定証について準用する。

6 認定を受けた被保険者は、 保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について
療養を受けようとするときは、 それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護
事業者において、 認定を受けている ことの確認を受けなければならない。 この
場合において、 当該認定を受けた者が、第 24 条の4に規定する方法により被保
険者である ことの確認を受け、 当該療養を受けようとするとき（当該保険医療
機関等又は指定訪間看護事業者において、 認定を受けている ことの電子的確認
を受ける ことができる場合を除く。）は、 被保険者証又は処方せんに添えて、 限
度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなけれ
ばならない。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね30日

備 考

設 定 日 令和4 年3 月31日



《1D282200A申請国保年金課国民健康保険法施行規則第27条の14の5》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 国保年金課

適用日（掲載日） I令和 6年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 限度額適用・標準負担額減額の認定

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 国民健康保険法施行規則第27条の14の5

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定
国民健康保険法施行令第29条の 4第1 項第3 号ホ・ヘ•第 4号ホ・ヘ•第5号ロ
国民健康保険法施行規則第27条の14の5

■設定 □未設定
（令第29条の4第1項第3号ホ若しくはへ、第4号ホ若しくはへ又は第5号口の

市町村又は組合の認定）
第27条の14の5 市町村又は組合は、被保険者が令第29条の3第4項第5号若

しくは第6号、 第5項第5号若しくは第6号又は第6項第2号に掲げる場合の
いずれかに該当している場合には、 令第29条の4第1項第3号ホ若しくはへ、
第4号ホ若しくはへ又は第5号口の規定による認定（以下 この条において「認
定」という。） を行わなければならない。

2 市町村又は組合は、 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員
であって、 次の各号に掲げる区分に応じて、 当該各号に定める様式による限度
額適用・標準負担額減額認定証（以下「限度額適用・減額認定証」という。）の
交付を受けようとするものから申請書の提出があったときは、 限度額適用・減
額認定証を、 当該世帯主又は組合員に有効期限を定めて交付しなければならな

審 査 基 準 し‘゜

(1) 市町村 様式第1号の9による限度額滴用・標準負担額減額認定証
(2) 組合 様式第1号の9の2による限度額適用・標準負担額減額認定証

3 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は糾合員が前項の規定により
限度額適用・減額認定証の交付を受けた場合であって、 認定を受けた被保険者
が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、 世帯主又は組合員は、 遅滞
なく、 限度額適用・減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に
返還しなければならない。
(1) 令第29条の4第1項第3号ホに掲げる者が令第29条の3第4項第5号

に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第 29 条の4第1項第3号
ヘに掲げる者が令第 29 条の3第4項第6号に掲げる場合に該当しなくなっ
たとき、 令第29条の4第1項第4号ホに掲げる者が令第29条の3第5項第
5号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第 29 条の4第1項第
4号へに掲げる者が令第 29 条の3第5項第6号に掲げる場合に該当しなく



参 考 資 料

標 準 処 理期間

備 考

なったとき又は令第29条の4第1項第5号口に掲げる者が令第29条の3第
6項第2号に掲げる場合に該当しなくなったとき。

(2) 限度額適用・減額認定証の有効期限に至った場合であって、 当該市町村
又は組合から限度額適用・減額認定証の返還の求めがあったとき。

4 第7条の2（第3項ただし書を除く。）及び第 26 条の3第5項から第8項ま
での規定は、 限度額適用・減額認定証について準用する。

5 認定を受けた被保険者は、 保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について
療養を受けようとするときは、 それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪間看護
事業者において、 認定を受けている ことの確認を受けなければならない。 この
場合において、 当該認定を受けた者が、 第 24 条の5（第1項第3号を除く。）
に規定する方法により被保険者である ことの確認を受け、 当該療養を受けよう
とするとき（当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、 認定を受
けている ことの電子的確認を受ける ことができる場合を除く。）は、 被保険者証
又は処方せんに添えて、 限度額適用・減額認定証を当該保険医療機関等又は指
定訪問看護事業者に提出しなければならない。

6 第26 条の5（第26 条の7第2項において準用する場合を含む。） の規定は、
認定を受けている ことの確認を受ける ことなく減額しない額の食事療養標準負
担額又は生活療養標準負担額を支払った場合における被保険者に対する入院時
食事療養費、入院時生活療養費又は保険外併用療養費の支給について準用する。
この場合において、 第26 条の5の見出し中「食事療養標準負担額」とあるのは
「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、 同条第1項中「減額しな
い額の食事療養標準負担額」とあるのは 「減額しない額の食事療養標準負担額
又は生活療養標準負担額」と、 「を入院時食事療養費」とあるのは 「又は当該生
活療養について支払つた生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額が
あったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当す
る額を、 それぞれ入院時食事療養費若しくは保険外併用療養費又は入院時生活
療養費若しくは保険外併用療養費」と、同条第2項中 「食事療養を」とあるのは

「食事療養又は生活療養を」と、 「食事療養標準負担額Jとあるのは 「食事療養
標準負担額又は生活療養について支払った生活療養標準負担額」と、 同条第3
項中 「食事療養標準負担額」とあるのは 「食事療養標準負担額又は生活療養標
準負担額」と読み替えるものとする。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

■設定 □未設定

おおむね30日

設 定 日 I 令和 7 年 3 月 31 日



《1D285500A申請国保年金課国民健康保険法施行規則第7条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 国保年金課

適用日（掲載日） I令和4年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 被保険者証の再交付

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 国民健康保険法施行規則第 7条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 国民健康保険法施行規則第 7条第1 項•第2項•第 4項•第5項

■設定 □未設定

（被保険者証の再交付及び返還）
第7条 世帯主は、 その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、 汚し、

又は失ったときは、 直ちに、 第1号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯
主が住所を有する市町村に提出し、 第2号に掲げる書類（当該申請書に被保険
者の個人番号を記載しない場合に限る。）を提示して、 その再交付を申請しなけ
ればならない。
(1) 次に掲げる事項

イ 被保険者の氏名及び生年月日
ロ 被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号
ハ 再交付申請の理由

(2) 世帯主の氏名及び生年月日 又は住所（以下 この条において「個人識別事
項」という。） が記載された書類であって、 次のいずれかに該当するもの

審 査 基 準 イ 個人番号カ ー ド（行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律 第2条第7項に規定する個人番号カ ー ドをいう。 以下
同じ。）又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律 施行規則（平成26年内閣府・総務省令第3号）第1条第1号に
掲げる書類

ロ イに掲げるもののほか、 官公署から発行され、 又は発給された書類その
他 これに類する書類であって、 写真の表示その他の当該書類に施された措
置によって、 当該世帯主が当該書類に記載された個人識別事項により識別
される特定の個人と同一の者である ことを確認する ことができるものとし
て当該世帯主が住所を有する市町村が滴当と認めるもの

ハ イ及び口に掲げるもののほか、 介護保険の被保険者証、 児童扶養手当証
書若しくは特別児童扶養手当証書又は官公署から発行され、 若しくは発給
された書類その他これに類する書類であって当該世帯主が住所を有する市
町村が適当と認めるもののうち2以上の書類



2 被保険者証を破り、 又は汚した場合の前項の申請には、 同項の申請書に、 そ
の被保険者証を添えなければならない。

3 世帯主は、 被保険者証の再交付を受けた後、 失った被保険者証を発見したと
きは、 直ちに、 発見した被保険者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還
しなければならない。

4 世帯主以外の者が憔帯主を代理して第1項の申請をする場合には、 同項第1
号に掲げる事項を記載した申請書を当該批帯主が住所を有する市町村に提出
し、 当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であって、 当該世帯
主以外の者に係る同項第2号イからハま でのいずれかに該当するもの（当該申
請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。）を提示して、 その再交付
を申請しなければならない。 この場合において、 当該世帯主以外の者は、 当該
申請書に、 当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であって、 当
該個人識別事項により識別される特定の個人が世帯主の依頼により又は法令の
規定により世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとし
て次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。
(1) 世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人である場合に

は、 戸籍謄本その他その資格を証明する書類
(2) 世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人以外の者である

場合には、 委任状
(3) 前2号に掲げる書類を添えることが困難である場合には、 官公署から世

帯主に対し1に限り発行され、 又は発給された書類その他の世帯主の代理人
として再交付の申請をすることを証明するものとして当該世帯主が住所を有
する市町村が適当と認める書類

5 前項後段の規定にかかわらず、 市町村は、 同項各号に掲げる書類により証明
すべき事実を公簿等によって確認することができるとき又は同項の世帯主以外
の者が当該世帯主と同一の世帯に属する者であるときは、 当該書類を省略させ
ることができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね3日

備 考

設 定 日 令和 5 年 3 月 31 日



《ID285600A申請国保年金課国民健康保険法施行規則第7条の3》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 国保年金課

適用日（掲載日） I平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 被保険者資格証明書の再交付

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 国民健康保険法施行規則第 7条の3

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 国民健康保険法施行規則第 7条の3

■設定 □未設定

（準用規定）
第7条の3 第7条及び第7条の2の規定（第7条の2第3項ただし書を除く。）

は、 被保険者資格証明書について準用する。

審 査 基 準

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね3日

備 考

設 定 日 平成31年3 月31日



《ID285700A申請国保年金課国民健康保険法施行規則第7条の4第4項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 国保年金課

適用日（掲載日） I令和4年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 高齢受給者証の再交付

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 国民健康保険法施行規則第 7条の 4第 4項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 国民健康保険法施行規則第 7条の 4第 4項•第5項•第 6 項

■設定 □未設定

（高齢受給者証の交付等）
第7条の4 市町村は、法第 42条第1項第3号又は第4号の規定の適用を受ける

被保険者の属する世帯の世帯主（当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に
限る。）に対し、 当該被保険者に係る様式第1号の2の2による被保険者証を交
付した場合を除き、 様式第1号の4又は様式第1号の5による一部負担金の割
合を記載した証（以下「商齢受給者証」という。）を、 有効期限を定めて交付し
なければならない。

2 前項の被保険者が、 次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、 当該被
保険者の属する世帯の世帯主は、 遅滞なく、 商齢受給者証を当該世帯主が住所
を有する市町村に返還しなければならない。
(1) 高齢受給者証に記載された一部負担金の割合が変更されたとき。
(2) 当該市町村から法第9条第3項又は第4項の規定による被保険者証の返

審 査 基 準 還の求めがあったとき。
3 第7条の2（第3項ただし書を除く。）の規定は、 高齢受給者証の検認及び更

新について準用する。
4 世帯主は、 その世帯に属する被保険者に係る高齢受給者証を破り、 汚し、 又

は失ったときは、 直ちに次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所
を有する市町村に提出し、 第7条第1項第2号に掲げる書類（当該申請書に被
保険者の個人番号を記載しない場合に限る。）を提示して、 その再交付を申請し
なければならない。
(1) 被保険者の氏名及び生年月日
(2) 被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号
(3) 再交付申請の理由

5 高齢受給者証を破り、 汚した場合の前項の申請には、 同項の申請書に、 その
高齢受給者証を添えなければならない。

6 第7条第4項及び第5項の規定は、高齢受給者証の再交付について準用する。



7 世帯主は、 高齢受給者証の再交付を受けた後、 失った高齢受給者証を発見し
たときは、 直ちに、 発見した高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村
に返還しなければならない。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね3日

備 考

設 定 日 令和5年3 月31 13 



《1D285800A申請国保年金課国民健康保険法施行規則第24条の3》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 国保年金課

適用日（掲載日） I令和4年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 保険基準収入額の適用

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 国民健康保険法施行規則第24条の3

＜審査基準／標準処理期間＞
国民健康保険法第 42条第1 項第 4号

基 準 規 定 国民健康保険法施行令第27条の2第2項、 第27条の2第3 項第1 号•第2号
国民健康保険法施行規則第24条の2、 第24条の3
■設定 □未設定

（令第27条の2第3項第1号又は第2号の規定の適用の申請）
第24条の3 令第27条の2第3項第1号又は第2号の規定の適用を受けようと

する被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、 次に掲げる事項を記載した
申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならな
い。 ただし、 当該市町村又は組合において、 当該被保険者が同項第1号又は第
2号の規定の適用を受ける ことの確認を行う ことができるときは、 この限りで
なし‘。

審 査 基 準 (1) 世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名、 生年月日
及び個人番号

(2) 令第 27 条の2第3項第1号又は第2号に規定する者について前条の規
定により算定した収入の額

(3) 被保険者記号・番号
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね30日



備 考

設 定 日 令和 5 年 3 月 31 日



《1D285900A申請国保年金課国民健康保険法施行規則第26条の3第2項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 国保年金課

適用日（掲載日） I令和3 年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 国民健康保険法施行規則第26 条の3 第2項

＜審査基準／標準処理期間＞
国民健康保険法施行規則第26 条の2、 第26 条の 3 第1 項•第2項•第 4項、 第

基 準 規 定 26 条の 6 の3
国民健康保険法第52条第2項、 第52条の2第2項
■設定 □未設定

（食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定）
第26 条の3 市町村又は組合は、 被保険者が、 令第29条の3第1項第5号イ及

び口の区分に従い、 それぞれ同号イ及び口に定める者（第3項第1号において
「食事療養減額認定枇帯員」という。）の全てについて前条の規定により読み替

えて適用する健康保険法施行規則第58 条第1号に定める者であるときは、有効
期限を定めて、 健康保険法（大正11年法律 第 70 号）第 85条第2項に規定する
厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険
法施行規則第58 条第1号の規定による市町村又は組合の認定（第27条の14の
2及び第27条の14の5に規定する認定を除く。 以下この条及び次条において

「認定」という。） を行わなければならない。
2 市町村又は組合は、 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は糾合員

審 査 基 準 であって、 次の各号に掲げる区分に応じて、 当該各号に定める様式による食事
療養標準負担額減額認定証（以下「食事療養減額認定証」 という。）の交付を受
けようとするものから申請壽の提出があったときは、 食事療養減額認定証を当
該世帯主又は組合員に交付しなければならない。
(1) 市町村 様式第1号の6による食事療養標準負担額減額認定証
(2) 組合 様式第1号の6の2による食事療養標準負担額減額認定証

3 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は糾合員が前項の規定により
食事療養減額認定証の交付を受けた場合であって、 認定を受けた被保険者が次
の各号のいずれかに該当するに至ったときは、 当該被保険者の属する世帯の世
帯主又は組合員は、 遅滞なく、 食事療養減額認定証を当該世帯主が住所を有す
る市町村又は組合に返還しなければならない。
(1) 食事療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用

する健康保険法施行規則第58 条第1号に定める者でなくなったとき。
(2) 食事療養減額認定証の有効期限に至ったとき。



4 第7条の2（第3項ただし書を除く。 ）の規定は、 食事療養減額認定証の検認
及び更新について準用する。

5 世帯主又は組合員は、 食事療養減額認定証を破り、 汚し、 又は失ったときは、
直ちに申請害を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、 その再
交付を申請しなければならない。

6 食事療養減額認定証を破り、 汚した場合の前項の申請には、 同項の申請書に、
その食事療養減額認定証を添えなければならない。

7 世帯主又は組合員は、 食事療養減額認定証の再交付を受けた後、 失った食事
療養減額認定証を発見したときは、 直ちに、 発見した食事療養減額認定証を当
該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

8 認定を受けた被保険者に係る第15条第1項（第20 条において準用する場合
を含む。 ）に規定する届書（第2条、 第3条、 第5条、 第5条の2、 第5条の4、
第5条の8、第5条の9及び第9条から第10 条の3ま での届書を除く。 ）には、
当該届出に係る被保険者証に加えて、 当該被保険者に係る食事療養減額認定証
を添えなければならない。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね 30日

備 考

設 定 日 令和4年3 月31日



《1D286000A申請国保年金課国民健康保険法施行規則第26条の3第5項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 国保年金課

適用日（掲載日） I平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 食事療養減額認定証の再交付

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 国民健康保険法施行規則第26 条の3 第5項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 国民健康保険法施行規則第26 条の3 第5項•第 6 項

■設定 □未設定

（食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定）
第26 条の3 市町村又は組合は、 被保険者が、 令第29条の3第1項第5号イ及

び口の区分に従い、 それぞれ同号イ及び口に定める者（第3項第1号において
「食事療養減額認定世帯員」という。）の全てについて前条の規定により読み替

えて適用する健康保険法施行規則第58 条第1号に定める者であるときは、有効
期限を定めて、 健康保険法（大正11年法律 第 70 号）第 85条第2項に規定する
厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて滴用する健康保険
法施行規則第58 条第1号の規定による市町村又は組合の認定（第27条の14の
2及び第27条の14の5に規定する認定を除く。 以下この条及び次条において

「認定」という。） を行わなければならない。
2 市町村又は組合は、 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員

であって、 次の各号に掲げる区分に応じて、 当該各号に定める様式による食事
審 査 基 準 療養標準負担額減額認定証（以下「食事療養減額認定証」という。）の交付を受

けようとするものから申請書の提出があったときは、 食事療養減額認定証を当
該世帯主又は組合員に交付しなければならない。
(1) 市町村 様式第1号の6による食事療養標準負担額減額認定証
(2) 組合 様式第1号の6の2による食事療養標準負担額減額認定証

3 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により
食事療養減額認定証の交付を受けた場合であって、 認定を受けた被保険者が次
の各号のいずれかに該当するに至ったときは、 当該被保険者の属する世帯の世
帯主又は組合員は、 遅滞なく、 食事療養減額認定証を当該世帯主が住所を有す
る市町村又は組合に返還しなければならない。
(1) 食事療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて滴用

する健康保険法施行規則第58 条第1号に定める者でなくなったとき。
(2) 食事療養減額認定証の有効期限に至ったとき。

4 第7条の2（第3項ただし書を除く。）の規定は、 食事療養減額認定証の検認



及び更新について準用する。
5 世帯主又は組合員は、 食事療養減額認定証を破り、 汚し、 又は失ったときは、

直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、 その再
交付を申請しなければならない。

6 食事療養減額認定証を破り、 汚した場合の前項の申請には、 同項の申請書に、
その食事療養減額認定証を添えなければならない。

7 世帯主又は組合員は、 食事療養減額認定証の再交付を受けた後、 失った食事
療養減額認定証を発見したときは、 直ちに、 発見した食事療養減額認定証を当
該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

8 認定を受けた被保険者に係る第15条第1項（第20 条において準用する場合
を含む。）に規定する届書（第 2 条、 第3条、 第 5 条、 第 5 条の 2 、 第 5 条の 4 、
第 5 条の 8 、 第 5 条の 9 及び第 9 条から第10 条の3までの届書を除く。）には、
当該届出に係る被保険者証に加えて、 当該被保険者に係る食事療養減額認定証
を添えなければならない。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □末設定
標 準 処 理期間

おおむね3日

備 考

設 定 日 平成31年3 月31日



《ID286100A申請国保年金課国民健康保険法施行規則第26条の5第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 国保年金課

適用日（掲載日） I令和3 年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 食事療養標準負担額減額に関する特例

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 国民健康保険法施行規則第26 条の5第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 国民健康保険法施行規則第26 条の5、 第27条の14の5第 6 項

■設定 □未設定

（食事療養標準負担額の減額に関する特例）
第26 条の5 市町村又は組合は、 被保険者が、 保険医療機関において、 前条の認

定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担
額を支払った場合において、 当該確認を受けなかったことがやむを得ないもの
と市町村又は組合が認めるときは、 当該食事療養について支払った食事療養標
準負担額から食事療養標準負担額の減額があったならば支払うべき食事療養標
準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費として支給することが
できる。

2 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、 前項の規定による給付を受け
ようとするときは、 次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有
する市町村又は組合に提出しなければならない。
( 1 )  食事療養を受けた被保険者の氏名、 生年月日 及び個人番号

審 査 基 準 (2) 食事療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地
(3) 食事療養について支払った食事療養標準負担額
( 4 )  食事療養を受けた被保険者の入院期間
(5) 前条の認定を受けていることの確認を受けなかった理由
(6) 被保険者記号・番号

3 前項の申請書には同項第3号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減
額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。 ただし、 市町
村は、 当該事実を公簿等によって確認することができるときは、 当該書類を省
略させることができる。

【基準】
上記の条文による。



参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね 9 0 日

備 考

設 定 日 令和4 年 3 月 31 日



《1D286200A申請国保年金課国民健康保険法施行規則第26条の6の4第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 国保年金課

適用日（掲載日） I令和3 年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 国民健康保険法施行規則第26 条の 6 の 4第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
国民健康保険法施行規則第26 条の 6 の3、 第26 条の 6 の 4第1 項
国民健康保険法第52条の2第2項

基 準 規 定 国民健康保険法施行令第29条の3 第1 項第5号
健康保険法第 85条の2第2項
健康保険法施行規則第 62条の3 第1 号
■設定 □未設定

（生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定等）
第26 条の6の4 市町村又は組合は、 被保険者が、 令第29条の3第1項第5号

イ及び口の区分に従い、 それぞれ同号イ及び口に定める者（第3項第1号にお
いて「生活療養減額認定世帯員」という。）の全てについて前条の規定により読
み替えて適用する健康保険法施行規則第 62 条の3第1号に定める者であると
きは、 有効期限を定めて、 健康保険法第 85条の2第2項に規定する厚生労働省
令で定める者として前条の規定により読み替えて遮用する健康保険法施行規則
第 62条の3第1号の規定による市町村又は組合の認定（第27条の14の2及び
第27条の14の5に規定する認定を除く。 以下この条において「認定」という。）
を行わなければならない。

審 査 基 準 2 市町村又は組合は、 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員
であって、 次の各号に掲げる区分に応じて、 当該各号に定める様式による生活
療養標準負担額減額認定証（以下「生活療養減額認定証」という。）の交付を受
けようとするものから申請書の提出があったときは、 生活療養減額認定証を当
該世帯主又は組合員に交付しなければならない。 ただし、 当該被保険者が食事
療養減額認定証の交付を受けており、 市町村又は組合が当該食事療養減額認定
証に生活療養減額認定証を兼ねる旨を明記した場合は、 この限りではない。
(1) 市町村 様式第1号の6の3による生活療養標準負担額減額認定証
(2) 組合 様式第1号の6の4による生活療養標準負担額減額認定証

3 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により
生活療養減額認定証の交付を受けた場合であって、 認定を受けた被保険者が次
の各号のいずれかに該当するに至ったときは、 世帯主又は組合員は、 遅滞なく、
生活療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなけ



ればならない。
(1) 生活療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて滴用

する健康保険法施行規則第 62 条の3第1号に定める者でなくなったとき。
(2) 生活療養減額認定証の有効期限に至ったとき。

4 第 7 条の2 （第3項ただし書を除く。 ）及び第 26 条の3第 5 項から第 8 項ま
での規定は、 生活療養減額認定証について準用する。

5 認定を受けた被保険者は、法第 52 条の2第1項に規定する入院時生活療養費
に係る療養又は法第 53 条第1項に規定する保険外併用療養費に係る療養（生活
療養に限る。 ）を受けようとするときは、 保険医療機関において、 認定を受けて
いる ことの確認を受けなければならない。 この場合において、 当該認定を受け
た者が、 第 24 条の4に規定する方法により被保険者である ことの確認を受け、
当該療養を受けようとするとき（当該保険医療機関において、 認定を受けてい
る ことの電子的確認を受ける ことができる場合を除く。 ）は、 被保険者証に添え
て、 生活療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。

6 第 26 条の 5 の規定は、 保険医療機関において、 前項の認定を受けている こと
の確認を受ける ことなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払った場合に
おける被保険者に対する入院時生活療養費の支給について準用する。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね 30 日

備 考

設 定 日 令和 4 年 3 月 31 日



《1D286300A申請国保年金課国民健康保険法施行規則第26条の6の4第4項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 国保年金課

適用日（掲載日） I平成 30 年 4 月 1 日

く処分の概要＞

許認可等の名称 生活療養減額認定証の再交付（第 26 条の 3 第 5 項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 国民健康保険法施行規則第 26 条の 6 の 4 第 4 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 国民健康保険法施行規則第 26 条の3 第5項•第 6 項、 第 26 条の 6 の 4第 4項

■設定 □未設定

（生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定等）
第 26 条の 6 の4 市町村又は組合は、 被保険者が、 令第 29 条の3第 1 項第5号

イ及び口の区分に従い、 それぞれ同号イ及び口に定める者（第3項第 1 号にお
いて「生活療養減額認定世帯員」という。）の全てについて前条の規定により読
み替えて適用する健康保険法施行規則第 62 条の3第 1 号に定める者であると
きは、 有効期限を定めて、 健康保険法第 85条の2第2項に規定する厚生労働省
令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則
第 62 条の3第 1 号の規定による市町村又は組合の認定（第 27 条の14の2及び
第 27 条の14の5に規定する認定を除く。 以下この条において「認定」という。）
を行わなければならない。

2 市町村又は組合は、 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員
であって、 次の各号に掲げる区分に応じて、 当該各号に定める様式による生活

審 査 基 準 療養標準負担額減額認定証（以下「生活療養減額認定証」という。）の交付を受
けようとするものから申請書の提出があったときは、 生活療養減額認定証を当
該世帯主又は組合員に交付しなければならない。 ただし、 当該被保険者が食事
療養減額認定証の交付を受けており、 市町村又は組合が当該食事療養減額認定
証に生活療養減額認定証を兼ねる旨を明記した場合は、 この限りではない。
( 1 )  市町村 様式第 1 号の 6 の3による生活療養標準負担額減額認定証
(2) 組合 様式第 1 号の 6 の4による生活療養標準負担額減額認定証

3 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により
生活療養減額認定証の交付を受けた場合であって、 認定を受けた被保険者が次
の各号のいずれかに該当するに至ったときは、 世帯主又は組合員は、 遅滞なく、
生活療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなけ
ればならない。
( 1 )  生活療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用

する健康保険法施行規則第 62 条の3第 1 号に定める者でなくなったとき。



(2) 生活療養減額認定証の有効期限に至ったとき。
4 第 7 条の2 （第3項ただし書を除く。）及び第 26 条の3第 5 項から第 8 項ま

での規定は、 生活療養減額認定証について準用する。
5 認定を受けた被保険者は、法第 52 条の2第1項に規定する入院時生活療養費

に係る療養又は法第 53 条第1項に規定する保険外併用療養費に係る療養（生活
療養に限る。）を受けようとするときは、 保険医療機関において、 認定を受けて
いる ことの確認を受けなければならない。 この場合において、 当該認定を受け
た者が、 第 24 条の4に規定する方法により被保険者である ことの確認を受け、
当該療養を受けようとするとき（当該保険医療機関において、 認定を受けてい
る ことの電子的確認を受ける ことができる場合を除く。）は、 被保険者証に添え
て、 生活療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。

6 第 26 条の 5 の規定は、 保険医療機関において、 前項の認定を受けている こと
の確認を受ける ことなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払った場合に
おける被保険者に対する入院時生活療養費の支給について準用する。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □末設定
標 準 処 理期間

おおむね3日

備 考

設 定 日 平成 31 年 3 月 31 日



《1D286400A申請国保年金課国民健康保険法施行規則第26条の6の4第6項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 国保年金課

適用日（掲載日） I令和3 年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 生活療養標準負担額減額に関する特例（第 26 条の 5 第 1 項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 国民健康保険法施行規則第 26 条の 6 の 4 第 6 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 国民健康保険法施行規則第 26 条の 5 第1 項、 第 26 条の 6 の 4第 6 項

■設定 □未設定

（生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定等）
第 26 条の 6 の4 市町村又は組合は、 被保険者が、 令第 29 条の3第1項第 5 号

イ及び口の区分に従い、 それぞれ同号イ及び口に定める者（第3項第1号にお
いて「生活療養減額認定世帯員」という。）の全てについて前条の規定により読
み替えて適用する健康保険法施行規則第 62 条の 3第1号に定める者であると
きは、 有効期限を定めて、 健康保険法第 85 条の2第2項に規定する厚生労働省
令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則
第 62 条の3第1号の規定による市町村又は組合の認定（第 27 条の14の2及び
第 27 条の14の 5 に規定する認定を除く。 以下この条において「認定」という。）
を行わなければならない。

2 市町村又は組合は、 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員
であって、 次の各号に掲げる区分に応じて、 当該各号に定める様式による生活

審 査 基 準 療養標準負担額減額認定証（以下「生活療養減額認定証」という。）の交付を受
けようとするものから申請書の提出があったときは、 生活療養減額認定証を当
該世帯主又は組合員に交付しなければならない。 ただし、 当該被保険者が食事
療養減額認定証の交付を受けており、 市町村又は組合が当該食事療養減額認定
証に生活療養減額認定証を兼ねる旨を明記した場合は、 この限りではない。
(1) 市町村 様式第1号の 6 の 3による生活療養標準負担額減額認定証
(2) 組合 様式第1号の 6 の4による生活療養標準負担額減額認定証

3 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により
生活療養減額認定証の交付を受けた場合であって、 認定を受けた被保険者が次
の各号のいずれかに該当するに至ったときは、 世帯主又は組合員は、 遅滞なく、
生活療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなけ
ればならない。
(1) 生活療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用

する健康保険法施行規則第 62 条の3第1号に定める者でなくなったとき。



(2) 生活療養減額認定証の有効期限に至ったとき。
4 第 7 条の2 （第3項ただし書を除く。）及び第 26 条の3第 5 項から第 8 項ま

での規定は、 生活療養減額認定証について準用する。
5 認定を受けた被保険者は、法第 52 条の2第1項に規定する入院時生活療養費

に係る療養又は法第 53 条第1項に規定する保険外併用療養費に係る療養（生活
療養に限る。）を受けようとするときは、 保険医療機関において、 認定を受けて
いる ことの確認を受けなければならない。 この場合において、 当該認定を受け
た者が、 第 24 条の4に規定する方法により被保険者である ことの確認を受け、
当該療養を受けようとするとき（当該保険医療機関において、 認定を受けてい
る ことの電子的確認を受ける ことができる場合を除く。）は、 被保険者証に添え
て、 生活療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。

6 第 26 条の 5 の規定は、 保険医療機関において、 前項の認定を受けている こと
の確認を受ける ことなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払った場合に
おける被保険者に対する入院時生活療養費の支給について準用する。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □末設定
標 準 処 理期間

おおむね90日

備 考

設 定 日 令和4 年 3 月 31 日



《1D286500A申請国保年金課国民健康保険法施行規則第27条の13第8項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 国保年金課

適用日（掲載日） I平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 特定疾病受療証の再交付

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 国民健康保険法施行規則第27条の13 第 8 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 国民健康保険法施行規則第27条の13 第 8 項•第 9項

■設定 □未設定

（特定疾病に係る市町村又は組合の認定）
第27条の13 令第29条の2第8項の規定による市町村又は組合の認定（以下こ

の条において「認定」とい う 。）を受けよ う とする被保険者の属する世帯の世帯
主又は組合員は、 次に掲げる事項を記載した特定疾病認定申請書を当該世帯主
が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
(1) 認定を受けよ う とする被保険者の氏名、 生年月日 及び個人番号
(2) 認定を受けよ う とする被保険者のかかつている令第 29 条の2第8項に

規定する疾病の名称
(3) 被保険者記号・番号

2 前項の申請書には、 同項第2号に掲げる疾病にかかつていることに関する医
師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつていることを証する書類を添
付しなければならない。

審 査 基 準 3 70 歳に達する日 の属する月以前に受ける療養に係る令第 29条の2第8項に
規定する犀生労働大臣の定める疾病（健康保険法施行令第 42条第9項第2号に
規定する厚生労働大 臣が定める疾病を除く。） に係る高額療養費が、 令第 29条
の3第9項第2号の規定によらないものであるときは、 第1項の申請書にはそ
の事実を証する書類を添付しなければならない。 ただし、 市町村又は組合は、
当該事実を公簿等又はその写しによって確認することができるときは、 当該書
類を省略させることができる。

4 第1項の申請に基づき、 認定を行ったときは、 市町村又は組合は、 次の各号
に掲げる区分に応じて、 当該各号に定める様式による特定疾病療養受療証（以
下この条において「特定疾病受療証」とい う 。）を、 認定を受けた被保険者の属
する世帯の世帯主又は組合員に健康保険法施行令第 41 条第9項に規定する厚
生労働大臣の定める疾病 ごとに交付しなければならない。 ただし、 70 歳に達す
る日 の属する月以前に受ける療養に係る令第 29 条の2第8項に規定する厚生
労働大 臣の定める疾病（健康保険法施行令第 42条第9項第2号に規定する厚生



労働大 臣が定める疾病を除く。 ）に係る特定疾病受療証については有効期限を定
めて交付しなければならない。
(1) 市町村 様式第1号の7による特定疾病療養受療証
(2) 組合 様式第1号の7の2による特定疾病療養受療証

5 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第29条の2第8項に規定す
る療養を受けようとするときは、 それぞれ当該保険医療機関等において、 認定
を受けている ことの確認を受けなければならない。 この場合において、 当該認
定を受けた者が、第24条の4に規定する方法により被保険者である ことの確認
を受け、 当該療養を受けようとするときは、 被保険者証又は処方せんに添えて、
特定疾病受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。

6 認定を受けた被保険者が、 次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、
世帯主又は組合員は、 遅滞なく、 特定疾病受療証を当該世帯主が住所を有する
市町村又は組合に返還しなければならない。
(1) 特定疾病受療証に記載された高額療養費算定基準額が変更されたとき。
(2) 特定疾病受療証の有効期限に至ったとき。

7 第7条の2の規定（第3項ただし書を除く。 ）は、 特定疾病受療証の検認及び
更新について準用する。

8 世帯主又は組合員は、特定疾病受療証を破り、 汚し、又は失ったときは、 直ち
に申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、 その再交付
を申請しなければならない。

， 特定疾病受療証を破り、 汚した場合の前項の申請には、 同項の申請書に、 そ
の特定疾病受療証を添えなければならない。

10 世帯主又は組合員は、 特定疾病受療証の再交付を受けた後、 失った特定疾病
受療証を発見したときは、 直ちに、 発見した特定疾病受療証を当該世帯主が住
所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

11 認定を受けた被保険者に係る第15条第1項（第20 条において準用する場合
を含む。 ）に規定する届書（第2条、 第3条、 第5条、 第5条の2、 第5条の4、
第5条の8、第5条の9及び第9条から第10 条の3までの届書を除く。 ）には、
当該届出に係る被保険者証に加えて、 当該被保険者に係る特定疾病受療証を添
えなければならない。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね3日

備 考

設 定 日 平成31年3 月31日



《1D286590A申請国保年金課国民健康保険法施行規則第27条の14の2第2項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 国保年金課

適用日（掲載日） I令和3 年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 限度額適用認定証の交付

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 国民健康保険法施行規則第27条の14の2第2項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 国民健康保険法施行規則第27条の14の2第2項

■設定 □未設定

（令第29条の4第1項第1号又は第2号の市町村又は組合の認定）
第27条の14の2 市町村又は組合は、被保険者が令第29条の3第1項各号又は

第3項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、 当該被保険者の属する
世帯の世帯主が保険料を滞納していることを確認した場合（第5条の8第1項
の規定により世帯主が届督を提出し、 当該世帯主が滞納している保険料につき
令第1条に定める特別の事情があると認められる場合又は市町村若しくは組合
が適当と認める場合を除く。） を除き、 有効期限を定めて、 令第 29条の4第1
項第1号又は第2号の規定による認定（以下この条において「認定」という。）
を行わなければならない。

2 市町村又は組合は、 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は糾合員
であって、 次の各号に掲げる区分に応じて、 当該各号に定める様式による限度
額適用認定証（以下この条において「限度額適用認定証」という。）の交付を受

審 査 基 準 けようとするものから申請書の提出があったときは、 限度額適用認定証を、 当
該世帯主又は糾合員に交付しなければならない。 ただし、 当該被保険者が減額
認定証の交付を受けており、 市町村又は組合が当該減額認定証に限度額適用認
定証を兼ねる旨を明記した場合は、 この限りでない。
(1) 市町村 様式第1号の8による限度額適用認定証
(2) 組合 様式第1号の8の2による限度額適用認定証

3 認定を受けた被保険者の属する世帯の枇帯主又は組合員が前項の規定により
限度額適用認定証の交付を受けた場合であって、 認定を受けた被保険者が次の
各号のいずれかに該当するに至ったときは、 世帯主又は組合員は、 遅滞なく、
限度額適用認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなけれ
ばならない。
(1) 令第29条の4第1項第1号イに掲げる者が令第29条の3第1項第1号

に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第29条の4第1項第1号口に掲げ
る者が令第29条の3第1項第2号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令



第29条の 4 第1項第1号ハに掲げる者が令第29条の3第1項第3号に掲げ
る場合に該当しなくなったとき、令第29条の 4 第1項第1号二に掲げる者が
令第 29 条の3第1項第 4 号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは
令第29条の 4 第1項第1号ホに掲げる者が令第29条の3第1項第5号に掲
げる場合に該当しなくなったとき又は令第 29 条の 4 第1項第2号イに掲げ
る者が令第29条の3第3項第1号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令
第29条の 4 第1項第2号口に掲げる者が令第29条の3第3項第2号に掲げ
る場合に該当しなくなったとき、令第29条の 4 第1項第2号ハに掲げる者が
令第 29 条の3第3項第3号に掲げる場合に該当しなくなったとき、 令第 29
条の 4 第1項第2号二に掲げる者が令第 2 9 条の3第3項第 4 号に掲げる場
合に該当しなくなったとき若しくは令第 29 条の 4 第1項第2号ホに掲げる
者が令第29条の3第3項第5号に掲げる場合に該当しなくなったとき。

(2) 限度額適用認定証の有効期限に至ったとき。
4 市町村又は組合は、 第2項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場

合であって、 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が、 当該
認定後に保険料を滞納した場合においては、 第5条の8第1項（第20 条におい
て準用する場合を含む。）の規定による届出により当該保険料の滞納につき令第
1条に定める特別の事情があると認められる場合又は当該市町村又は組合が適
当と認める場合を除き、 当該世帯主に対し限度額適用認定証の返還を求める こ
とができる。 この場合における特別の事情に関する届出に係る届書については、
第5条の8第3項の規定を準用する。

5 第7条の2（第3項ただし書を除く。）及び第 26 条の3第5項から第8項ま
での規定は、 限度額適用認定証について準用する。

6 認定を受けた被保険者は、 保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について
療養を受けようとするときは、 それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護
事業者において、 認定を受けている ことの確認を受けなければならない。 この
場合において、 当該認定を受けた者が、 第24条の 4 に規定する方法により被保
険者である ことの確認を受け、 当該療養を受けようとするとき（当該保険医療
機関等又は指定訪問寿護事業者において、 認定を受けている ことの電子的確認
を受ける ことができる場合を除く。）は、 被保険者証又は処方せんに添えて、 限
度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪間看護事業者に提出しなけれ
ばならない。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

3 日

備 考

設 定 日 令和4年3 月31日



《ID286600A申請国保年金課国民健康保険法施行規則第27条の14の2第5項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 国保年金課

適用日（掲載日） I令和3 年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 限度額適用認定証の再交付（第26 条の3 第5項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 国民健康保険法施行規則第27条の14の2第5項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 国民健康保険法施行規則第26 条の3 第5項•第 6 項

■設定 □未設定

（令第29条の4第1項第1号又は第2号の市町村又は組合の認定）
第27条の14の2 市町村又は組合は、被保険者が令第29条の3第1項各号又は

第3項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、 当該被保険者の属する
世帯の批帯主が保険料を滞納していることを確認した場合（第5条の8第1項
の規定により世帯主が届書を提出し、 当該世帯主が滞納している保険料につき
令第1条に定める特別の事情があると認められる場合又は市町村若しくは組合
が適当と認める場合を除く。） を除き、 有効期限を定めて、 令第 29条の4第1
項第1号又は第2号の規定による認定（以下この条において「認定」という。）
を行わなければならない。

2 市町村又は組合は、 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は糾合員
であって、 次の各号に掲げる区分に応じて、 当該各号に定める様式による限度
額適用認定証（以下この条において「限度額適用認定証」という。）の交付を受

審 査 基 準 けようとするものから申請書の提出があったときは、 限度額適用認定証を、 当
該世帯主又は組合員に交付しなければならない。 ただし、 当該被保険者が減額
認定証の交付を受けており、 市町村又は組合が当該減額認定証に限度額道用認
定証を兼ねる旨を明記した場合は、 この限りでない。
(1) 市町村 様式第1号の8による限度額適用認定証
(2) 組合 様式第1号の8の2による限度額適用認定証

3 認定を受けた被保険者の属する世帯の枇帯主又は組合員が前項の規定により
限度額適用認定証の交付を受けた場合であって、 認定を受けた被保険者が次の
各号のいずれかに該当するに至ったときは、 世帯主又は組合員は、 遅滞なく、
限度額適用認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなけれ
ばならない。
(1) 令第29条の4第1項第1号イに掲げる者が令第29条の3第1項第1号

に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第29条の4第1項第1号口に掲げ
る者が令第29条の3第1項第2号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令



第 29 条の4第 1 項第 1 号ハに掲げる者が令第 29 条の3第 1 項第3号に掲げ
る場合に該当しなくなったとき、令第 29 条の4第 1 項第 1 号二に掲げる者が
令第 29 条の3第 1 項第4号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは
令第 29 条の4第 1 項第 1 号ホに掲げる者が令第 29 条の3第 1 項第 5 号に掲
げる場合に該当しなくなったとき又は令第 29 条の4第 1 項第 2号イに掲げ
る者が令第 29 条の3第3項第 1 号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令
第 29 条の4第 1 項第2号口に掲げる者が令第 29 条の3第3項第2号に掲げ
る場合に該当しなくなったとき、令第 29 条の4第 1 項第2号ハに掲げる者が
令第 29 条の3第3項第3号に掲げる場合に該当しなくなったとき、 令第 29

条の4第 1 項第2号二に掲げる者が令第 29 条の3第3項第4号に掲げる場
合に該当しなくなったとき若しくは令第 29 条の4第 1 項第2号ホに掲げる
者が令第 29 条の3第3項第 5 号に掲げる場合に該当しなくなったとき。

(2) 限度額適用認定証の有効期限に至ったとき。
4 市町村又は組合は、 第2項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場

合であって、 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が、 当該
認定後に保険料を滞納した場合においては、第 5 条の 8 第 1 項（第 20 条におい
て準用する場合を含む。）の規定による届出により当該保険料の滞納につき令第
1 条に定める特別の事情があると認められる場合又は当該市町村又は組合が適

当と認める場合を除き、 当該世帯主に対し限度額適用認定証の返還を求める こ
とができる。 この場合における特別の事情に関する届出に係る届書については、
第 5 条の 8 第3項の規定を準用する。

5 第 7 条の2 （第3項ただし書を除く。）及び第 26 条の3第 5 項から第 8 項ま
での規定は、 限度額適用認定証について準用する。

6 認定を受けた被保険者は、 保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について
療養を受けようとするときは、 それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護
事業者において、 認定を受けている ことの確認を受けなければならない。 この
場合において、 当該認定を受けた者が、第 24 条の4に規定する方法により被保
険者である ことの確認を受け、 当該療養を受けようとするとき（当該保険医療
機関等又は指定訪間看護事業者において、 認定を受けている ことの電子的確認
を受ける ことができる場合を除く。）は、 被保険者証又は処方せんに添えて、 限
度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなけれ
ばならない。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね3日

備 考

設 定 日 令和4 年3 月31日



《ID286650A申請国保年金課国民健康保険法施行規則第27条の14の4第4項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 国保年金課

適用日（掲載日） I平成31年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称
限度額適用認定証の再交付（国民健康保険法施行令第29条の 4第1 項第3 号ハ若
しくは二又は第 4号ハ若しくは二の規定による認定）（第26 条の3 第5項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 国民健康保険法施行規則第27条の14の 4第 4項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 国民健康保険法施行規則第26 条の3 第5項

■設定 □未設定

（令第 29 条の4第1項第3号ハ若しくは二又は第4号ハ若しくは二の市町村
又は組合の認定）

第27条の14の4 市町村又は組合は、被保険者が令第29条の3第4項第3号若
しくは第4号又は第5項第3号若しくは第4号に掲げる場合のいずれかに該当
するときは、 有効期限を定めて、 令第29条の4第1項第3号ハ若しくは二又は
第4号ハ若しくは二の規定による認定（以下 この条において「認定」 という。）
を行わなければならない。

2 市町村又は組合は、 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員
であって、 次の各号に掲げる区分に応じて、 当該各号に定める様式による限度
額適用認定証（以下 この条において「限度額滴用認定証」という。）の交付を受
けようとするものから申請書の提出があったときは、 限度額適用認定証を、 当
該世帯主又は組合員に交付しなければならない。

審 査 基 準 (1) 市町村 様式第1号の8の3による限度額適用認定証
(2) 組合 様式第1号の8の4による限度額適用認定証

3 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は糾合員が前項の規定により
限度額適用認定証の交付を受けた場合であって、 認定を受けた被保険者が次の
各号のいずれかに該当するに至ったときは、 世帯主又は組合員は、 遅滞なく、
限度額適用認定証を当該憔帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなけれ
ばならない。
(1) 令第29条の4第1項第3号ハに掲げる者が令第29条の3第4項第3号

に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第 29 条の4第1項第3号
ニに掲げる者が令第 29 条の3第4項第4号に掲げる場合に該当しなくなっ
たとき又は令第29条の4第1項第4号ハに掲げる者が令第29条の3第5項
第3号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第 29 条の4第1項
第4号二に掲げる者が令第 29 条の3第5項第4号に掲げる場合に該当しな
くなったとき。



(2) 限度額適用認定証の有効期限に至ったとき。
4 第7条の2（第3項ただし書を除く。）及び第 26 条の3第5項から第8項ま

での規定は、 限度額適用認定証について準用する。
5 認定を受けた被保険者は、 保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について

療養を受けようとするときは、 それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護
事業者において、 認定を受けていることの確認を受けなければならない。 この
場合において、 当該認定を受けた者が、第24条の4に規定する方法により被保
険者であることの確認を受け、 当該療養を受けようとするとき（当該保険医療
機関等又は指定訪間看護事業者において、 認定を受けていることの電子的確認
を受けることができる場合を除く。）は、 被保険者証又は処方せんに添えて、 限
度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなけれ
ばならない。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね 3 日

備 考

設 定 日 令和2年 3 月 31 日



《ID286700A申請国保年金課国民健康保険法施行規則第27条の14の5第4項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 国保年金課

適用日（掲載日） I平成31年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付（第26 条の3 第5項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 国民健康保険法施行規則第27条の14の5第 4項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 国民健康保険法施行規則第27条の14の5第 4項

■設定 □未設定

（令第29条の4第1項第3号ホ若しくはへ、第4号ホ若しくはへ又は第5号ロ
の市町村又は組合の認定）

第27条の14の5 市町村又は組合は、被保険者が令第29条の3第4項第5号若
しくは第6号、 第5項第5号若しくは第6号又は第6項第2号に掲げる場合の
いずれかに該当している場合には、 令第29条の4第1項第3号ホ若しくはへ、
第4号ホ若しくはへ又は第5号口の規定による認定（以下 この条において「認
定」という。） を行わなければならない。

2 市町村又は組合は、 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員
であって、 次の各号に掲げる区分に応じて、 当該各号に定める様式による限度
額適用・標準負担額減額認定証（以下「限度額滴用・減額認定証」という。）の
交付を受けようとするものから申請書の提出があったときは、 限度額適用・減
額認定証を、 当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。

審 査 基 準 (1) 市町村 様式第1号の9による限度額適用・標準負担額減額認定証
(2) 組合 様式第1号の9の2による限度額適用・標準負担額減額認定証

3 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は糾合員が前項の規定により
限度額適用・減額認定証の交付を受けた場合であって、 認定を受けた被保険者
が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、 世帯主又は組合員は、 遅滞
なく、 限度額適用・減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に
返還しなければならない。
(1) 令第29条の4第1項第3号ホに掲げる者が令第29条の3第4項第5号

に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第 29 条の4第1項第3号
ヘに掲げる者が令第 29 条の3第4項第6号に掲げる場合に該当しなくなっ
たとき、 令第29条の4第1項第4号ホに掲げる者が令第29条の3第5項第
5号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第 29 条の4第1項第
4号へに掲げる者が令第 29 条の3第5項第6号に掲げる場合に該当しなく
なったとき又は令第29条の4第1項第5号口に掲げる者が令第29条の3第



参 考 資 料

標 準 処 理期間

備 考

6項第2号に掲げる場合に該当しなくなったとき。
(2) 限度額遮用・減額認定証の有効期限に至ったとき。

4 第 7 条の2 （第3項ただし書を除く。）及び第 26 条の3第 5 項から第 8 項ま
での規定は、 限度額適用・減額認定証について準用する。

5 認定を受けた被保険者は、 保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について
療養を受けようとするときは、 それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪間看護
事業者において、 認定を受けている ことの確認を受けなければならない。 この
場合において、 当該認定を受けた者が、第24条の 4 に規定する方法により被保
険者である ことの確認を受け、 当該療養を受けようとするとき（当該保険医療
機関等又は指定訪間看護事業者において、 認定を受けている ことの電子的確認
を受ける ことができる場合を除く。）は、 被保険者証又は処方せんに添えて、 限
度額適用・減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪間看護事業者に提出し
なければならない。

6 第 26 条の5（第 26 条の7第2項において準用する場合を含む。） の規定は、
認定を受けている ことの確認を受ける ことなく減額しない額の食事療養標準負
担額又は生活療養標準負担額を支払った場合における被保険者に対する入院時
食事療養費、入院時生活療養費又は保険外併用療養費の支給について準用する。
この場合において、 第 26 条の 5 の見出し中 「食事療養標準負担額」とあるのは

「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」 と、 同条第1項中 「減額しな
い額の食事療養標準負担額」とあるのは 「減額しない額の食事療養標準負担額
又は生活療養標準負担額」と、 「を入院時食事療養費」とあるのは 「又は当該生
活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額が
あったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当す
る額を、 それぞれ入院時食事療養贄若しくは保険外併用療養費又は入院時生活
療養費若しくは保険外併用療養費」と、 同条第2項中 「食事療養を」とあるの
は 「食事療養又は生活療養を」と、 「食事療養標準負担額」とあるのは 「食事療
養標準負担額又は生活療養について支払った生活療養標準負担額」と、 同条第
3項中 「食事療養標準負担額」とあるのは 「食事療養標準負担額又は生活療養
標準負担額」と読み替えるものとする。

【基準】
上記の条文による。

■設定 □未設定

おおむね3日

設 定 日 I 令和 2 年 3 月 31 日



《1D286800A申請国保年金課国民健康保険法施行規則第27条の14の5第6項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 国保年金課

適用日（掲載日） I令和3 年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称
入院時食事•生活療養費の支給（限度額適用・標準負担額減額に関する特例、 第
26 条の5第1 項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 国民健康保険法施行規則第27条の14の5第 6 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 国民健康保険法施行規則第27条の14の5第 6 項

■設定 □未設定

（令第29条の4第1項第3号ホ若しくはへ、第4号ホ若しくはへ又は第5号ロ
の市町村又は組合の認定）

第27条の14の5 市町村又は組合は、被保険者が令第29条の3第4項第5号若
しくは第6号、 第5項第5号若しくは第6号又は第6項第2号に掲げる場合の
いずれかに該当している場合には、 令第29条の4第1項第3号ホ若しくはへ、
第4号ホ若しくはへ又は第5号口の規定による認定（以下 この条において「認
定」という。） を行わなければならない。

2 市町村又は組合は、 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員
であって、 次の各号に掲げる区分に応じて、 当該各号に定める様式による限度
額適用・標準負担額減額認定証（以下「限度額滴用・減額認定証」という。）の
交付を受けようとするものから申請書の提出があったときは、 限度額適用・減
額認定証を、 当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。

審 査 基 準 (1) 市町村 様式第1号の9による限度額適用・標準負担額減額認定証
(2) 組合 様式第1号の9の2による限度額適用・標準負担額減額認定証

3 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は糾合員が前項の規定により
限度額適用・減額認定証の交付を受けた場合であって、 認定を受けた被保険者
が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、 世帯主又は組合員は、 遅滞
なく、 限度額適用・減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に
返還しなければならない。
(1) 令第29条の4第1項第3号ホに掲げる者が令第29条の3第4項第5号

に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第 29 条の4第1項第3号
ヘに掲げる者が令第 29 条の3第4項第6号に掲げる場合に該当しなくなっ
たとき、 令第29条の4第1項第4号ホに掲げる者が令第29条の3第5項第
5号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第 29 条の4第1項第
4号へに掲げる者が令第 29 条の3第5項第6号に掲げる場合に該当しなく
なったとき又は令第29条の4第1項第5号口に掲げる者が令第29条の3第



参 考 資 料

標 準 処 理期間

備 考

6項第2号に掲げる場合に該当しなくなったとき。
(2) 限度額遮用・減額認定証の有効期限に至ったとき。

4 第 7 条の2 （第3項ただし書を除く。）及び第 26 条の3第 5 項から第 8 項ま
での規定は、 限度額適用・減額認定証について準用する。

5 認定を受けた被保険者は、 保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について
療養を受けようとするときは、 それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪間看護
事業者において、 認定を受けている ことの確認を受けなければならない。 この
場合において、 当該認定を受けた者が、第24条の 4 に規定する方法により被保
険者である ことの確認を受け、 当該療養を受けようとするとき（当該保険医療
機関等又は指定訪間看護事業者において、 認定を受けている ことの電子的確認
を受ける ことができる場合を除く。）は、 被保険者証又は処方せんに添えて、 限
度額適用・減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪間看護事業者に提出し
なければならない。

6 第 26 条の5（第 26 条の7第2項において準用する場合を含む。） の規定は、
認定を受けている ことの確認を受ける ことなく減額しない額の食事療養標準負
担額又は生活療養標準負担額を支払った場合における被保険者に対する入院時
食事療養費、入院時生活療養費又は保険外併用療養費の支給について準用する。
この場合において、 第 26 条の 5 の見出し中 「食事療養標準負担額」とあるのは

「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」 と、 同条第1項中 「減額しな
い額の食事療養標準負担額」とあるのは 「減額しない額の食事療養標準負担額
又は生活療養標準負担額」と、 「を入院時食事療養費」とあるのは 「又は当該生
活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額が
あったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当す
る額を、 それぞれ入院時食事療養贄若しくは保険外併用療養費又は入院時生活
療養費若しくは保険外併用療養費」と、 同条第2項中 「食事療養を」とあるの
は 「食事療養又は生活療養を」と、 「食事療養標準負担額」とあるのは 「食事療
養標準負担額又は生活療養について支払った生活療養標準負担額」と、 同条第
3項中 「食事療養標準負担額」とあるのは 「食事療養標準負担額又は生活療養
標準負担額」と読み替えるものとする。

【基準】
上記の条文による。

■設定 □未設定

おおむね 9 0 日

設 定 日 I 令和4 年 3 月 31 日



《1D286890A申請国保年金課国民健康保険法施行規則第28条第2項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 国保年金課

適用日（掲載日） I令和3 年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 特別療養証明書の交付

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 国民健康保険法施行規則第28 条第2項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 国民健康保険法施行規則第28 条第2項

■設定 □未設定

（特別療養給付の申請）
第28 条 法第55条第1項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付、 入院

時食事療養費の支給、 入院時生活療養費の支給、 保険外併用療養費の支給、 訪
間看護療養費の支給、 特別療養費の支給又は移送費の支給を受けようとする者
は、資格喪失後10日 以内に、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を、
その者の属する世帯の世帯主が住所を有する市町村又は組合 に提出しなければ
ならない。
(1) 療養の給付、 入院時食事療養費に係る療養、 入院時生活療養に係る療養、

保険外併用療養費に係る療養、 訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養
費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サ ー ビス費に係る指定居
宅サ ー ビス（同法第 41 条第1項に規定する指定居宅サ ー ビス をいう。 以下同
じ。 ）（療養 に相当するものに限る。 以下同じ。 ）、 特例居宅介護サ ー ビス費に

審 査 基 準 係る居宅サ ー ビス （同法第8条第1項に規定する居宅サ ー ビス をいう。 以下
同じ。 ）若しくはこれに相当するサ ー ビス（これらのサ ー ビス のうち療養 に相
当するものに限る。 以下同じ。 ）、 地域密着型介護サ ー ビス費に係る指定地域
密箸型サ ー ビス（同法第 42条の2第1項に規定する指定地域密着型サ ー ビス
をいう。 以下同じ。 ）（療養 に相当するもの に限る。 以下同じ。 ）、特例地域密着
型介護サ ー ビス費に係る地域密着型サ ー ビス（同法第8条第14項に規定する
地域密着型サ ー ビス をいう。 以下同じ。 ）若しくはこれに相当するサ ー ビス（こ
れらのサ ー ビス のうち療養に相当するもの に限る。 以下同じ。 ）、 施設介護サ
ー ビス費に係る指定施設サー ビス等（同法第 48 条第1項に規定する指定施設
サ ー ビス等をいう。 以下同じ。 ）（療養に相当するものに限る。 以下同じ。 ）、特
例施設介護サ ー ビス費に係る施設サ ー ビス（同法第8条第26 項に規定する施
設サ ー ビス をいう。 以下同じ。 ）（療養に相当するものに限る。 以下同じ。 ）、 介
護予防サ ー ビス費に係る指定介護予防サ ー ビス（同法第53 条第1項に規定す
る指定介護予防サ ー ビス をいう。 以下同じ。 ）（療養 に相当するものに限る。



以下同じ。）若しくは特例介護予防サ ー ビス 費に係る介護予防サ ー ビス（同法
第8条の2第1項に規定する介護予防サ ー ビス をいう。 以下同じ。）若しくは
これに相当するサ ー ビ ス （ これらのサ ー ビス のうち療養に相当するものに限
る。 以下同じ。）を受けていた者の氏名、 住所、 生年月日 及び個人番号並 びに
当該被保険者であった者が退職被保険者等であった場合にあってはその旨

(2) 傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、 入院時食事療養費
に係る療養、 入院時生活療養に係る療養、 保険外併用療養費に係る療養、 訪
間寿護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規
定による居宅介護サ ー ビス費に係る指定居宅サ ー ビス、 特例居宅介護サ ー ビ
ス 費に係る居宅サ ー ビス 若しくは これに相当するサ ー ビス、 地域密着型介護
サ ー ビス 費に係る指定地域密着型サ ー ビス、 特例地域密着型介護サ ー ビ ス 費
に係る地域密着型サ ー ビス 若しくは これに相当するサ ー ビス、 施設介護サ ー

ビス 費に係る指定施設サ ー ビ ス 等、 特例施設介護サ ー ビス 費に係る施設サ ー

ビス、 介護予防サ ー ビス 費に係る指定介護予防サ ー ビス 若しくは特例介護予
防サ ー ビス 費に係る介護予防サ ー ビス 若しくは これに相当するサ ー ビ ス を受
け始めた年月日

(3) 資格を喪失した際療養の給付、 入院時食事療養費に係る療養、 入院時生
活療養費に係る療養、 保険外併用療養費に係る療養、 訪問看護療養費に係る
療養若しくは特別療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪
問看護ス テ ー シ ョ ン又は介護保険法の規定による居宅介護サ ー ビス 費に係る
指定居宅サ ー ビ ス 、 特例居宅介護サ ー ビス 費に係る居宅サ ー ビ ス 若しくは こ
れに相当するサ ー ビス、 地域密着型介護サ ー ビス 費に係る指定地域密着型サ
ー ビス、 特例地域密着型介護サ ー ビス 費に係る地域密着型サ ー ビス 若しくは
これに相当するサ ー ビス、 施設介護サ ー ビス 贄に係る指定施設サ ー ビ ス 等、
特例施設介護サ ー ビス 費に係る施設サ ー ビス、 介護予防サ ー ビス 費に係る指
定介護予防サ ー ビス 若しくは特例介護予防サ ー ビス 費に係る介護予防サ ー ビ
ス 若しくはこれに相当するサ ー ビス を受けていた同法第 41 条第1項に規定
する指定居宅サ ー ビス 事業者の当該指定に係る居宅サ ー ビス 事業を行う事業
所、 同法第 42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サ ー ビス（以下 この号
において「基準該当居宅サー ビス 」という。）を行う事業所、 指定居宅サ ー ビ
ス及び基準該当居宅サ ー ビス 以外の居宅サ ー ビス 若しくは これに相当するサ
ー ビス を行う事業所、同法第 42条の2第1項に規定する指定地域密着型サ ー

ビス 事業者の当該指定に係る地域密着型サ ー ビス 事業を行う事業所、 指定地
域密着型サ ー ビ ス 以外の地域密着型サ ー ビス 若しくは これに相当するサ ー ビ
ス を行う事業所、 同法第8条第25項に規定する介護保険施設、 同法第53 条
第1項に規定する指定介護予防サ ー ビス 事業者の当該指定に係る介護予防サ
ー ビス 事業を行う事業所、同法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護
予防サ ー ビス （以下 この号において「基準該当介護予防サ ー ビス 」という。）
を行う事業所若しくは指定介護予防サ ー ビス及び某準該当介護予防サ ー ビス
以外の介護予防サ ー ビス 若しくは これに相当するサ ー ビス を行う事業所の名
称及び所在地

(4) 現に療養の給付、 入院時食事療養費に係る療養、 入院時生活療養費に係
る療養、 保険外併用療養費に係る療養、 訪間看護療養貨に係る療養若しくは
特別療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪間看護ス テ ー シ ョ
ンの名称及び所在地

(5) 被保険者記号 · 番号
2 前項の規定による申請書が提出されたときは、 市町村又は組合は、 次の各号

に掲げる区分に応じて、 当該各号に定める様式による特別療養証明書（以下こ
の条において「特別療養証明書」という。）を、 遅滞なく、 前項の者の属する世
帯の世帯主又は組合員に交付しなければならない。 ただし、 前項の者が被保険



者の資格を喪失した際その世帯主又は組合員が前項の者に係る被保険者資格証
明書の交付を受けていた場合は、 この限りでない。
(1) 市町村 様式第2による特別療養証明書
(2) 組合 様式第2の2による特別療養証明書

3 第1項の者（前項ただし書の規定により特別療養証明書が世帯主又は組合員
に交付されていない第1項の者を除く。）は、 自 己の選定する保険医療機関等又
は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。

4 被保険者の資格喪失後療養の給付、 入院時食事療養費の支給、 入院時生活療
養費の支給、 保険外併用療養費の支給、 訪開看護療養費の支給、 特別療養費の
支給又は移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったとき
は、 その者の属する世帯の憔帯主又は組合員は、 遅滞なく、 特別療養証明書を
当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

5 被保険者の資格喪失後療養の給付、 入院時食事療養費の支給、 入院時生活療
養費の支給、 保険外併用療養費の支給、 訪開看護療養費の支給、 特別療養費の
支給又は移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、 その
者の属する世帯の世帯主又は組合員は、 その旨、 変更の年月日 及び個人番号を
記載した届書に特別療養証明書を添えて、 5日 以内に、 当該世帯主が住所を有
する市町村又は組合に提出しなければならない。 ただし、 世帯主又は組合員が
第2項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合には、
特別療養証明書を添える ことを要しない。

6 世帯主又は組合員は、特別療養証明書を破り、 汚し、又は失ったときは、 直ち
に申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、 その再交付
を申請しなければならない。

7 特別療養証明書を破り、 汚した場合の前項の申請には、 同項の申請書に、 そ
の特別療養証明書を添えなければならない。

8 世帯主又は組合員は、 特別療養証明書の再交付を受けた後、 失った特別療養
証明書を発見したときは、 直ちに、 発見した特別療養証明書を当該世帯主が住
所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

， 世帯主又は組合員は、 第2項ただし督の規定により特別療養証明書の交付を
受けていない場合において、 令第1条の2（令第25条の2において準用する場
合を含む。）に定める特別の事情があるときは、 直ちに、 次に掲げる事項を記載
した届書を、 当該世帯主が住所を有する市町村又は糾合に提出しなければなら
なV ヽ。
(1) 世帯主又は組合員の氏名、 住所及び個人番号
(2) 保険料を納付する ことができない理由

10 第5条の8第3項の規定は前項の届出に準用する。
11 市町村又は組合は、 第9項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する

世帯主又は組合員から届書の提出を受けたときは、 速やかに、 様式第2による
特別療養証明書を当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

標 準 処 理期間 ■設定 □未設定



7日

備 考

設 定 日 令和4年3 月31 日



《1D286900A申請国保年金課国民健康保険法施行規則第28条第6項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 国保年金課

適用日（掲載日） I平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 特別療養証明書の再交付

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 国民健康保険法施行規則第28 条第 6 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 国民健康保険法施行規則第28 条第 6 項•第 7項

■設定 □未設定

（特別療養給付の申請）
第28 条 法第55条第1項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付、 入院

時食事療養費の支給、 入院時生活療養費の支給、 保険外併用療養費の支給、 訪
間看護療養費の支給、 特別療養費の支給又は移送費の支給を受けようとする者
は、 資格喪失後 10 日 以内に、 次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書
を、 その者の属する世帯の世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなけ
ればならない。
(1) 療養の給付、 入院時食事療養費に係る療養、 入院時生活療養に係る療養、

保険外併用療養費に係る療養、 訪開看護療養費に係る療養若しくは特別療養
費 に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サ ー ビス費に係る指定居
宅サ ー ビス（同法第 41 条第1項に規定する指定居宅サ ー ビス をいう。 以下同
じ。）（療養 に相当するものに限る。 以下同じ。）、 特例居宅介護サ ー ビス費に

審 査 基 準 係る居宅サ ー ビス （同法第8条第1項に規定する居宅サ ー ビス をいう。 以下
同じ。）若しくはこれに相当するサ ー ビス（これらのサ ー ビス のうち療養 に相
当するものに限る。 以下同じ。）、 地域密着型介護サ ー ビス費に係る指定地域
密管型サ ー ビス（同法第 42条の2第1項に規定する指定地域密着型サ ー ビス
をいう。 以下同じ。）（療養に相当するもの に限る。 以下同じ。）、 特例地域密
着型介護サ ー ビス費に係る地域密着型サ ー ビス（同法第8条第14項に規定す
る地域密着型サ ー ビス をいう。 以下同じ。）若しくはこれに相当するサ ー ビス
（これらのサ ー ビス のうち療養 に相当するものに限る。 以下同じ。）、 施設介
護サ ー ビス費に係る指定施設サ ー ビス等（同法第 48 条第1項に規定する指定
施設サ ー ビス等をいう。以下同じ。）（療養に相当するものに限る。以下同じ。）、
特例施設介護サ ー ビス費に係る施設サ ー ビス（同法第8条第26 項に規定する
施設サ ー ビス をいう。 以下同じ。）（療養に相当するものに限る。 以下同じ。）、
介護予防サ ー ビス費に係る指定介護予防サ ー ビス（同法第53 条第1項に規定
する指定介護予防サ ー ビス をいう。 以下同じ。）（療養に相当するものに限る。



以下同じ。）若しくは特例介護予防サ ー ビス 費に係る介護予防サ ー ビス（同法
第8条の2第1項に規定する介護予防サ ー ビス をいう。 以下同じ。）若しくは
これに相当するサ ー ビ ス （ これらのサ ー ビス のうち療養に相当するものに限
る。 以下同じ。）を受けていた者の氏名、 住所、 生年月日 及び個人番号並 びに
当該被保険者であった者が退職被保険者等であった場合にあってはその旨

(2) 傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、 入院時食事療養費
に係る療養、 入院時生活療養に係る療養、 保険外併用療養費に係る療養、 訪
間看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規
定による居宅介護サ ー ビス 費に係る指定居宅サ ー ビス、 特例居宅介護サ ー ビ
ス 費に係る居宅サ ー ビス 若しくは これに相当するサ ー ビス、 地域密着型介護
サ ー ビス 費に係る指定地域密着型サ ー ビス、 特例地域密着型介護サ ー ビス費
に係る地域密着型サ ー ビス 若しくは これに相当するサ ー ビス、 施設介護サ ー

ビス 費に係る指定施設サ ー ビス等、 特例施設介護サ ー ビス 費に係る施設サ ー

ビス、 介護予防サ ー ビス 費に係る指定介護予防サ ー ビス 若しくは特例介護予
防サ ー ビス 費に係る介護予防サ ー ビス 若しくは これに相当するサ ー ビ ス を受
け始めた年月日

(3) 資格を喪失した際療養の給付、 入院時食事療養費に係る療養、 入院時生
活療養貨に係る療養、 保険外併用療養費に係る療養、 訪問看護療養贄に係る
療養若しくは特別療養貨に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪
間看護ス テ ー シ ョ ン又は介護保険法の規定による居宅介護サ ー ビス 費に係る
指定居宅サ ー ビス、 特例居宅介護サ ー ビス 費に係る居宅サ ー ビ ス 若しくは こ
れに相当するサ ー ビス、 地域密着型介護サ ー ビス費に係る指定地域密着型サ
ー ビス、 特例地域密着型介護サ ー ビス 費に係る地域密着型サ ー ビス 若しくは
これに相当するサ ー ビス、 施設介護サ ー ビス 費に係る指定施設サ ー ビス等、
特例施設介護サ ー ビス 費に係る施設サ ー ビス、 介護予防サ ー ビス 費に係る指
定介護予防サ ー ビス 若しくは特例介護予防サ ー ビス 費に係る介護予防サ ー ビ
ス 若しくはこれに相当するサ ー ビス を受けていた同法第 41 条第1項に規定
する指定居宅サ ー ビス 事業者の当該指定に係る居宅サ ー ビス 事業を行う事業
所、同法第 42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サ ー ビス（以下 この号
において「基準該当居宅サ ー ビス 」という。）を行う事業所、 指定居宅サ ー ビ
ス及び基準該当居宅サ ー ビス 以外の居宅サ ー ビス 若しくは これに相当するサ
ー ビス を行う事業所、同法第 42条の2第1項に規定する指定地域密着型サ ー

ビス 事業者の当該指定に係る地域密着型サ ー ビス 事業を行う事業所、 指定地
域密着型サ ー ビス 以外の地域密培型サ ー ビス 若しくは これに相当するサ ー ビ
ス を行う事業所、 同法第8条第25項に規定する介護保険施設、 同法第53 条
第1項に規定する指定介護予防サ ー ビス 事業者の当該指定に係る介護予防サ
ー ビス 事業を行う事業所、同法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護
予防サ ー ビス （以下 この号において「基準該当介護予防サ ー ビス」 という。）
を行う事業所若しくは指定介護予防サ ー ビス及び某準該当介護予防サ ー ビス
以外の介護予防サ ー ビス 若しくは これに相当するサ ー ビス を行う事業所の名
称及び所在地

(4) 現に療養の給付、 入院時食事療養費に係る療養、 入院時生活療養費に係
る療養、 保険外併用療養費に係る療養、 訪間看護療養費に係る療養若しくは
特別療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪間看護ス テ ー シ ョ
ンの名称及び所在地

(5) 被保険者記号・番号
2 前項の規定による申請書が提出されたときは、 市町村又は組合は、 次の各号

に掲げる区分に応じて、 当該各号に定める様式による特別療養証明書（以下こ
の条において「特別療養証明書」という。）を、 遅滞なく、 前項の者の属する世
帯の世帯主又は組合員に交付しなければならない。 ただし、 前項の者が被保険



者の資格を喪失した際その世帯主又は糾合員が前項の者に係る被保険者資格証
明書の交付を受けていた場合は、 この限りでない。
(1) 市町村 様式第2による特別療養証明書
(2) 組合 様式第2の2による特別療養証明書

3 第1項の者（前項ただし書の規定により特別療養証明書が世帯主又は組合員
に交付されていない第1項の者を除く。）は、 自 己の選定する保険医療機関等又
は指定訪間看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。

4 被保険者の資格喪失後療養の給付、 入院時食事療養費の支給、 入院時生活療
養費の支給、 保険外併用療養費の支給、 訪間看護療養費の支給、 特別療養費の
支給又は移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったとき
は、 その者の属する世帯の世帯主又は組合員は、 遅滞なく、 特別療養証明書を
当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

5 被保険者の資格喪失後療養の給付、 入院時食事療養費の支給、 入院時生活療
養費の支給、 保険外併用療養費の支給、 訪間看護療養費の支給、 特別療養費の
支給又は移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、 その
者の属する世帯の世帯主又は組合員は、 その旨、 変更の年月日 及び個人番号を
記載した届書に特別療養証明書を添えて、 5日 以内に、 当該世帯主が住所を有
する市町村又は組合に提出しなければならない。 ただし、 世帯主又は組合員が
第2項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合には、
特別療養証明書を添える ことを要しない。

6 世帯主又は組合員は、特別療養証明書を破り、 汚し、又は失ったときは、 直ち
に申請害を当該批帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、 その再交付
を申請しなければならない。

7 特別療養証明書を破り、 汚した場合の前項の申請には、 同項の申請書に、 そ
の特別療養証明書を添えなければならない。

8 世帯主又は組合員は、 特別療養証明書の再交付を受けた後、 失った特別療養
証明書を発見したときは、 直ちに、 発見した特別療養証明書を当該世帯主が住
所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

， 世帯主又は組合員は、 第2項ただし督の規定により特別療養証明書の交付を
受けていない場合において、 令第1条の2（令第25条の2において準用する場
合を含む。）に定める特別の事情があるときは、 直ちに、 次に掲げる事項を記載
した届書を、 当該世帯主が住所を有する市町村又は糾合に提出しなければなら
なV ヽ。
(1) 世帯主又は組合員の氏名、 住所及び個人番号
(2) 保険料を納付する ことができない理由

10 第5条の8第3項の規定は前項の届出に準用する。
11 市町村又は組合は、 第9項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する

世帯主又は組合員から届書の提出を受けたときは、 速やかに、 様式第2による
特別療養証明書を当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

標 準 処 理期間 ■設定 □未設定



おおむね3日

備 考

設 定 日 平成31 年3 月31 日
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《ID145700A申請 社会福祉課 社会福祉法第32条 》

申請に対する処分／審査基準 · 標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 社会福祉課

適用日（掲載日） 1 平成30年4月1 13 

く処分の概要＞

許認可等の名称 社会福祉法人の定款の認可

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 社会福祉法第32条

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定
社会福祉法第25条、 第31条第1 項、 第32条
社会福祉法施行規則第2条

■設定 □未設定

（認可）
第32条 所轄庁は、 前条第1項の規定による認可の申請があったときは、 当該申

請に係る社会福祉法人の資産が第25条の要件に該当しているか どうか、その定
款の内容及び設立の手続が、 法令の規定に違反していないか どうか等を審査し

審 査 基 準
た上で、 当該定款の認可を決定しなければならない。

【韮準】
上記の条文による。

参 考 資 料

口設定 ■未設定
標 準 処理期間

事例なし

備 考

設 疋'」―’

日 平成31年3 月31日



《ID145770A申請 社会福祉課 社会福祉法第45条の9第5項》

申請に対する処分／審査基準 · 標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 社会福祉課

適用日（掲載日） I 令和 3年 4 月 1 日

く処分の概要＞

許認可等の名称 評議員会の招集の許可

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 社会福祉法第 45 条の 9 第 5 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 社会幅祉法第 45 条の 9 第 5 項

■設定 □未設定

（評議員会の運営）
第 45 条の 9 定時評議員会は、毎会計年度の終了後一定の時期に招集しなければ

ならない。
2 評議員会は、 必要がある場合には、 いつでも、 招集する ことができる。
3 評議員会は、 第 5 項の規定により招集する場合を除き、 理事が招集する。
4 評議員は、 理事に対し、 評諧員会の 目 的である事項及び招集の理由 を示して、

評議員会の招集を請求することができる。
5 次に掲げる場合には、 前項の規定による請求をした評議員は、 所轄庁の許可

を得て、 評議員会を招集する ことができる。
( 1 )  前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
(2) 前項の規定による請求があった日 から 6 週間（ これを下回る期間を定款

で定めた場合にあっては、 その期間） 以内の日 を評議員会の日 とする評議員
審 査 基 準 会の招集の通知が発せられない場合

6 評議員会の決議は、 議決に加わる ことができる評議員の過半数（ これを上回
る割合を定款で定めた場合にあっては、 その割合以上） が出席し、 その過半数
（ これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、 その割合以上） をもつて
行う。

7 前項の規定にかかわらず、 次に掲げる評議員会の決議は、 議決に加わる こと
ができる評議員の3 分の2（ これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、
その割合） 以上に当たる多数をもつて行わなければならない。
( 1 )  第 45 条の4第 1 項の評議員会（監事を解任する場合に限る。）
(2) 第 45 条の 22 の2において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関

する法律 第 113 条第 1 項の評議員会
(3) 第 45 条の 36 第 1 項の評議員会
(4) 第 46 条第 1 項第 1 号の評議員会
( 5 )  第 52 条、 第 54 条の2第 1 項及び第 54 条の 8 の評議員会



8 前2項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、 議決に加わる こと
ができない。

， 評議員会は、 次項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律 第181 条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、 決議をする こ
とができない。 ただし、 第 45条の1 9第6項において準用する同法第10 9条第
2項の会計監査人の出席を求める ことについては、 この限りでない。

10 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第181 条から第183 条ま で及び
第1 92条の規定は評議員会の招集について、 同法第1 94条の規定は評議員会の
決議について、 同法第1 95条の規定は評議員会への報告について、 それぞれ準
用する。 この場合において、 同法第181 条第1項第3号及び第1 94条第3項第
2号中 「法務省令」とあるのは、 「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、 政令で定める。

【某準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処理期間

おおむね14日

備 考

設 疋’→—, 
日 令和4年3 月31日



《ID145800A申請 社会福祉課 社会福祉法第45条の36第1項 •第2項》

申請に対する処分／審査基準 · 標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 社会福祉課

適用日（掲載日） 1 平成30年4月1 13 

く処分の概要＞

許認可等の名称 社会福祉法人の定款変更の認可

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 社会福祉法第 45条の36 第1 項•第2項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定
社会福祉法第25条、 第32条、 第 45条の36
社会福祉法施行規則第3 条

■設定 □未設定
第 45条の36 定款の変更は、 評議員会の決議によらなければならない。
2 定款の変更（厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。）は、 所轄庁の認

可を受けなければ、 その効力を生じない。
第32条の規定は、 前項の認可について準用する。

審 査 基 準
4 社会福祉法人は、 第2項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をし

たときは、 遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。

【韮準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処理期間

おおむね14日

備 考

設 疋'」―’ 日 平成31年3 月31日



《ID145900A申請 社会福祉課 社会福祉法第46条第2項》

申請に対する処分／審査基準 · 標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 社会福祉課

適用日（掲載日） 1 平成30年4月1 13 

く処分の概要＞

許認可等の名称 社会福祉法人の解散の認可又は認定

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 社会福祉法第 46 条第2項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定
社会福祉法第 46 条第1 項第1号・第3 号・第2項
社会福祉法施行規則第5条

■設定 □未設定

（解散事由 ）
第 46 条 社会福祉法人は、 次の事 由によって解散する。

(1) 評議員会の決議
(2) 定款に定めた解散事由の発生
(3) 目 的たる事業の成功の不能
( 4 )  合併（合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。）
(5) 破産手続開始の決定

審 査 基 準 (6) 所轄庁の解散命令
2 前項第1号又は第3号に掲げる事 由による解散は、 所轄庁の認可又は認定が

なければ、 その効力を生じない。
3 清算人は、第1項第2号又は第5号に掲げる事 山によって解散した場合には、

遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

口設定 ■未設定
標 準 処理期間

事例なし



備 考

設 定 日 平成 31 年 3 月 31 日



《 ID 1 460 1 5A 申請社会福祉課 社会福祉法第54条の6》

申請に対する処分／審査基準 · 標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 社会福祉課

適用日（掲載日） 1 平成30年4月1 13 

く処分の概要＞

許認可等の名称 社会福祉法人の新設合併の認可

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 社会福祉法第54条の 6

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 社会幅祉法第54条の 6

■設定 □未設定

（新設合併の効力の発生等）
第54条の6 新設合併設立社会福祉法人は、 その成立の日 に、 新設合併消滅社会

福祉法人の一切の権利義務（当該新設合併消滅社会福祉法人がその行う事業に
関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。） を承継す
る。

審 査 基 準
2 新設合併は、 所轄庁の認可を受けなければ、 その効力を生じない。

第32条の規定は、 前項の認可について準用する。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

口設定 ■未設定
標 準 処理期間

備 考

設 疋’→—, 日 平成31年3 月31日



《ID146050A申請 社会福祉課 社会福祉法第55条の2第1項》

申請に対する処分／審査基準 · 標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 社会福祉課

適用日（掲載日） I 令和3 年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 社会福祉充実計両の承認

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 社会福祉法第55条の2第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 社会幅祉法第55条の2

■設定 □未設定

（社会福祉充実計画の承認）
第55条の2 社会福祉法人は、 毎会計年度において、 第1号に掲げる額が第2号

に掲げる額を超えるときは、 厚生労働省令で定めるとこ ろにより、 当該会計年
度の前会計年度の末日 （同号において「基準日 」という。）において現に行って
いる社会福祉事業若しくは公益事業（以下この項及び第3項第1号において「既
存事業」という。）の充実又は既存事業以外の社会福祉事業若しくは公益事業（同
項第1号において「新規事業」という。）の実施に関する計画（以下「社会福祉
充実計画」という。）を作成し、 これを所轄庁に提出して、 その承認を受けなけ
ればならない。 ただし、 当該会計年度前の会計年度において作成した第 l1 項に
規定する承認社会福祉充実計両の実施期間中は、 この限りでない。
(1) 当該会計年度の前会計年度に係る貸借対照表の資産の部に計上した額か

ら負債の部に計上した額を控除して得た額
審 査 基 準 (2) 基準日 において現に行っている事業を継続するために必要な財産の額と

して厚生労働省令で定めるとこ ろにより算定した額
2 前項の承認の申請は、第59条の規定による届出と同時に行わなければならな

1,, ヽ゜
3 社会福祉充実計画には、 次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 既存事業（充実する部分に限る。）又は新規事業（以下この条において「社
会幅祉充実事業」という。） の規模及び内容

(2) 社会福祉充実事業を行う区域（以下この条において「事業区域」という。）
(3) 社会福祉充実事業の実施に要する費用の額（第5項において「事業費」

としヽう。）
(4) 第1項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を控除して得た額

（第5項及び第9項第1号において「社会福祉充実残額」という。）
(5) 社会福祉充実計画の実施期間
(6) その他厚生労働省令で定める事項



4 社会福祉法人は、 前項第1号に掲げる事項の記載に当たっては、 厚生労働省
令で定めると ころにより、 次に掲げる事業の順にその実施について検討し、 行
う事業を記載しなければならない。
(1) 社会福祉事業又は公益事業（第2条第4項第4号に掲げる事業に限る。）
(2) 公益事業（第2条第4項第4号に掲げる事業を除き、 日 常生活又は社会

生活上の支援を必要とする事業区域の住民に対し、 無料又は低額な料金で、
その需要に応じた福祉サ ー ビス を提供するものに限る。 第6項及 び第9項第
3号において「地域公益事業」という。）

(3) 公益事業（前2号に掲げる事業を除く。）
5 社会福祉法人は、 社会福祉充実計画の作成に当たっては、 事業費及 び社会福

祉充実残額について、 公認会計士、 税理士その他財務に関する専門的な知識経
験を有する者として厚生労働省令で定める者の意見を聴かなければならない。

6 社会福祉法人は、地域公益事業を行う社会福祉充実計画の作成に当たっては、
当該地域公益事業の内容及 び事業区域における需要について、 当該事業区域の
住民その他の関係者の意見を聴かなければならない。

7 社会福祉充実計画は、 評議員会の承認を受けなければならない。
8 所轄庁は、 社会福祉法人に対し、 社会福祉充実計両の作成及 び円 滑かつ確実

な実施に関し必要な助言その他の支援を行うものとする。
， 所轄庁は、 第1項の承認の申請があった場合において、 当該申請に係る社会

福祉充実計画が、 次の各号に掲げる要件のいずれにも適合するものであると認
めるときは、 その承認をするものとする。
(1) 社会幅祉充実事業として記載されている社会福祉事業又は公益事業の規

模及 び内容が、 社会福祉充実残額に照らして適切なものである こと。
(2) 社会幅祉充実事業として社会幅祉事業が記載されている場合にあって

は、 その規模及 び内容が、 当該社会福祉事業に係る事業区域における需要及
び供給の見通しに照らして適切なものである こと。

(3) 社会福祉充実事業として地域公益事業が記載されている場合にあって
は、 その規模及 び内容が、 当該地域公益事業に係る事業区域における需要に
照らして適切なものである こと。

(4) その他厚生労働省令で定める要件に適合するものである こと。
10 所轄庁は、 社会福祉充実計両が前項第2号及 び第3号に適合しているか どう

かを調査するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対して、
資料の提供その他必要な協力を求める ことができる。

11 第1項の承認を受けた社会福祉法人は、 同項の承認があった社会福祉充実計
画（次条第1項の変更の承認があったときは、 その変更後のもの。 同項及 び第

55条の4において「承認社会幅祉充実計両」という。）に従って事業を行わなけ
ればならない。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □末設定
標 準 処理期間

おおむね14日



備 考

設 定 日 令和4年3 月31日



《ID146060A申請 社会福祉課 社会福祉法第55条の3第1項》

申請に対する処分／審査基準 · 標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 社会福祉課

適用日（掲載日） I 令和 3年 4 月 1 日

く処分の概要＞

許認可等の名称 社会福祉充実計両の変更の承認

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 社会福祉法第 55 条の 3 第 1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 社会幅祉法第 55 条の 3

■設定 □未設定

（社会福祉充実計画の変更）
第 55 条の3 前条第1項の承認を受けた社会福祉法人は、承認社会福祉充実計両

の変更をしようとするときは、 厚生労働省令で定めるところにより、 あらかじ
め、 所轄庁の承認を受けなければならない。 ただし、 厚生労働省令で定める軽
微な変更については、 この限りでない。

2 前条第1項の承認を受けた社会福祉法人は、 前項ただし書の厚生労働省令で
審 査 基 準 定める軽微な変更をしたときは、 厚生労働省令で定めるところにより、 遅滞な

く、 その旨を所轄庁に届け出なければならない。
3 前条第3項から第 10 項ま での規定は、 第1項の変更の申請について準用す

る。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処理期間

おおむね14日

備 考



設 定 日 ！ 令和4年3 月31日



《ID146070A申請社会福祉課 社会福祉法第55条の4》

申請に対する処分／審査基準 · 標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 社会福祉課

適用日（掲載日） I 令和 3年 4 月 1 日

く処分の概要＞

許認可等の名称 社会福祉充実計両の終了の承認

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 社会福祉法第 55 条の 4

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 社会幅祉法第 55 条の 4

■設定 □未設定

（社会福祉充実計画の終了）
第 55 条の4 第 55 条の2第1項の承認を受けた社会福祉法人は、 やむを得ない

事由 により承認社会福祉充実計画に従って事業を行うことが困難であるとき
は、 厚生労働省令で定めるところにより、 あらかじめ、 所轄庁の承認を受けて、

審 査 基 準
当該承認社会福祉充実計画を終了することができる。

【韮準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処理期間

おおむね 14 日

備 考

設 疋'」―’

日 令和4 年 3 月 31 日



《ID147200A申請 社会福祉課 社会福祉法第114条 》

申請に対する処分／審査基準 · 標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 社会福祉課

適用日（掲載日） 1 平成30年4月1 13 

く処分の概要＞

許認可等の名称 共同募金会の認可

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 社会福祉法第114条

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 社会幅祉法第25条、 第32条、 第114条

■設定 □未設定

（共同募金会の認可）
第114条 第30 条第1項の所轄庁は、 共同募金会の設立の認可に当たっては、 第

32条に規定する事項のほか、 次に掲げる事項をも審査しなければならない。
(1) 当該共同募金の区域内に都道府県社会福祉協議会が存する こと。
(2) 特定人の意思によって事業の経営が左右されるおそれがないものである

こと。
審 査 基 準 (3) 当該共同募金の配分を受ける者が役員、 評議員又は配分委員会の委員に

含ま れない こと。
(4) 役員、 評議員又は配分委員会の委員が、 当該共同募金の区域内における

民意を公正に代表するものである こと。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

口設定 ■未設定
標 準 処理期間

備 考



設 定 日 ］ 平成 31 年 3 月 31 日



《 I D 14731 0A 申請社会福祉課 社会福祉法第1 25条 》

申請に対する処分／審査基準 · 標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 社会福祉課

適用日（掲載日） I 令和5年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 社会福祉連携推進法人の認定

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 社会福祉法第125条

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定
社会福祉法第125条、 第126 条、 第127条、 第128 条
社会福祉法施行規則第 40 条

■設定 □未設定

（社会福祉連携推進法人の認定）
第 125条 次に掲げる業務（以下 この章において「社会福祉連携推進業務」とい

う。）を行おうとする一般社団法人は、 第127条各号に掲げる基準に適合する一

般社団法人である ことについての所轄庁の認定を受ける ことができる。
(1) 地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための支援
(2) 災害が発生した場合における社員（社会福祉事業を経営する者に限る。

次号、 第5号及び第6号において同じ。）が提供する福祉サ ー ビス の利用者の
安全を社員が共同して確保 するための支援

(3) 社員が経営する社会福祉事業の経営方法に関する知識の共有を図るため
審 査 基 準 の支援

( 4 )  資金の貸付けその他の社員（社会福祉法人に限る。）が社会福祉事業に係
る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援として厚生労働省令で定
めるもの

(5) 社員が経営する社会幅祉事業の従事者の確保 のための支援及びその資質
の向上を図るための研修

(6) 社員が経営する社会福祉事業に必要な設備又は物資の供給
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

標 準 処理期間 口設定 ■未設定



備 考

設 定 日 令和 6 年 3 月 3 1 日



《 ID 1 47320A 申請社会福祉課 社会福祉法第1 39条第 1 項》

申請に対する処分／審査基準 · 標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 社会福祉課

適用日（掲載日） I 令和4年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 定款の変更の認可

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 社会福祉法第13 9条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 社会幅祉法第13 9条

■設定 □未設定

（定款の変更等）
第13 9条 定款の変更（厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。）は、 社会

福祉連携推進認定をした所轄庁（以下この章において 「認定所轄庁」という。）
の認可を受けなければ、 その効力を生じない。

2 認定所轄庁は、 前項の規定による認可の申請があったときは、 その定款の内
容が法令の規定に違反していないか どうか等を審査した上で、 当該定款の認可
を決定しなければならない。

審 査 基 準 3 社会福祉連携推進法人は、 第1項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の
変更をしたときは、 遅滞なくその旨を認定所轄庁に届け出なければならない。

4 第34条の2第3項の規定は、社会幅祉連携推進法人の定款の閲 覧について準
用する。 この場合において、 同項中 「評議員」とあるのは、 「社員」と読み替え
るものとする。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

口設定 ■未設定
標 準 処理期間



備 考

設 定 日 令和5年3 月31日



《 ID 1 47330A 申請社会福祉課 社会福祉法第1 40条 》

申請に対する処分／審査基準 · 標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 社会福祉課

適用日（掲載日） I 令和4年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 社会福祉連携推進方針の変更の認定

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 社会福祉法第140 条

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 社会幅祉法第140 条

■設定 □未設定

（社会福祉連携推進方針の変更）
第 140 条 社会福祉連携推進法人は、 社会福祉連携推進方針を変更しようとする

ときは、 認定所轄庁の認定を受けなければならない。

審 査 基 準

【韮準】
上記の条文及び某準規定による。

参 考 資 料

口設定 ■未設定
標 準 処理期間

備 考

設 疋'」―’ 日 令和5年3 月31日



《 ID 1 47340A 申請社会福祉課 社会福祉法第1 42条 》

申請に対する処分／審査基準 · 標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 社会福祉課

適用日（掲載日） I 令和4年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 代表理事の選定及び解職の認可

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 社会福祉法第142条

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 社会幅祉法第142条

■設定 □未設定

（代表理事の選定及び解職）
第 142 条 代表理事の選定及び解職は、 認定所轄庁の認可を受けなければ、 その

効力を生じない。

審 査 基 準

【韮準】
上記の条文及び某準規定による。

参 考 資 料

口設定 ■未設定
標 準 処理期間

備 考

設 疋'」―’ 日 令和5年3 月31日



《ID146000A申請 社会福祉課 社会福祉法第50条第3項》

申請に対する処分／審査基準 · 標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 社会福祉課

適用日（掲載日） 1 平成 30 年 4 月 1 13 

く処分の概要＞

許認可等の名称 社会福祉法人の吸収合併の認可

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 社会福祉法第 50 条第 3 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定
社会福祉法第 25 条、 第 32 条、 第 50 条
社会福祉法施行規則第 6 条

■設定 □未設定

（吸収合併の効力の発生等）
第 50 条 社会福祉法人の吸収合併は、吸収合併存続社会福祉法人の主たる事務所

の所在地において合併の登記をすることによって、 その効力を生ずる。
2 吸収合併存続社会福祉法人は、 吸収合併の登記の日 に、 吸収合併消滅社会福

祉法人の一切の権利義務（当該吸収合併消滅社会幅祉法人がその行う事業に関
審 査 基 準 し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。） を承継する。

3 吸収合併は、 所轄庁の認可を受けなければ、 その効力を生じない。
4 第 32 条の規定は、 前項の認可について準用する。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

口設定 ■末設定
標 準 処理期間

備 考

設 定 日 平成 31 年 3 月 31 日
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《ID242300A申請 高齢介護課 介護保険法第51条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I令和 6年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 高額介護サ ー ビス 費の支給

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第51 条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
介護保険法第51 条

基 準 規 定 介護保険法施行令第 22 条の 2 の 2

介護保険法施行規則第 83 条の 2、 第 83 条の 3、 第 83 条の 4

■設定 □未設定

（高額介護サ ー ビス費の支給）
第51 条 市町村は、 要介護被保険者が受けた居宅サー ビス（ これに相当するサ ー

ビス を含む。）、 地域密着型サ ー ビス（ これに相当するサ ー ビス を含む。）又は施
設サ ー ビスに要した費用の合計額として政令で定めると こ ろにより算定した額
から、 当該費用につき支給された居宅介護サ ー ビス費、 特例居宅介護サ ー ビス
費、 地域密着型介護サ ー ビス費、 特例地域密着型介護サ ー ビス費、 施設介護サ
ー ビス 費及び特例施設介護サ ー ビス 費の合計額を控除して得た額（次条第1項
において「介護サ ー ビス 利用者負担額」という。）が、 著しく高額であるときは、

審 査 基 準 当該要介護被保険者に対し、 商額介護サー ビス 費を支給する。
2 前項に規定するもののほか、 裔額介護サ ー ビス 費の支給要件、 支給額その他

高額介護サ ー ビス 費の支給に関して必要な事項は、 居宅サ ー ビス、 地域密羞型
サ ー ビ ス 又は施設サ ー ビ ス に必要な貨用の負担の家計に与える影響を考慮し
て、 政令で定める。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □ 末設定
標 準 処 理期間

国民健康保険団体連合会から請求のあっ た日 からおおむね30日



備 考

設 定 日 令和 7 年 3 月 31 日



《 I D242400A 申請 高齢介護課 介護保険法第51 条の2第 1 項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I令和5年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 高額医療合算介護サ ー ビス 費の支給

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第51 条の2第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
介護保険法第51 条の 2

基 準 規 定 介護保険法施行令第 22 条の3
介護保険法施行規則第 83 条の 4の 2、 第 83 条の 4の3、 第 83 条の 4の 4
■設定 □未設定

（高額医療合算介護サー ビス 費の支給）
第51 条の 2 市町村は、 要介護被保険者の介護サ ー ビス利用者負担額（前条第1

項の高額介護サ ー ビス 費が支給される場合にあっ ては、 当該支給額に相当する
額を控除して得た額）及び当該要介護被保険者に係る健康保険法第115 条第1
項に規定する一部負担金等の額（同項の高額療養費が支給される場合にあっ て
は、 当該支給額に相当する額を控除して得た額） その他の医療保険各法又は高

審 査 基 準 齢者の医療の確保に関する法律 （昭和57年法律 第 80 号） に規定する これに相
当する額として政令で定める額の合計額が、 著しく高額であるときは、 当該要
介護被保険者に対し、 高額医療合算介護サ ー ビス費を支給する。

2 前条第 2 項の規定は、高額医療合算介護サ ー ビス 費の支給について準用する。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

国民健康保険団体連合会から請求のあっ た日 からおおむね30日

備 考



設 定 日 ！ 令和6 年 3 月 31 日



《ID242500A申請 高齢介護課 介護保険法第51条の3第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I令和4年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 特定入所者介護サ ー ビス 費の支給

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第51 条の3 第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定
介護保険法第51 条の3 第1 項•第2項•第 6 項
介護保険法施行規則第 83 条の5、 第 83 条の 6 第1 項•第2項•第3 項

■設定 □未設定

（特定入所者介護サ ー ビス費の支給）
第51 条の3 市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資産の状況その他の事情

をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、 次に掲げる指定施設サ ー ビス等、
指定地域密着型サ ー ビス 又は指定居宅サ ー ビス （以下この条及び次条第1項に
おいて「特定介護サ ー ビス」という。）を受けたときは、当該要介護被保険者（以
下 この条及び次条第1項において「特定入所者」という。）に対し、 当該特定介
護サ ー ビス を行う介護保険施設、 指定地域密着型サ ー ビス 事業者又は指定居宅
サ ー ビス事業者（以下この条において「特定介護保険施設等」という。）におけ
る食事の提供に要した費用及び居住又は滞在（以下「居住等」という。）に要し
た費用について、 特定人所者介護サ ー ビス 費を支給する。 ただし、 当該特定入
所者が、 第37条第1項の規定による指定を受けている場合において、 当該指定
に係る種類以外の特定介護サ ー ビス を受けたときは、 この限りでない。

審 査 基 準 (1) 指定介護福祉施設サ ー ビス
(2) 介護保 健施設サ ー ビス
(3) 介護医療院サ ー ビス
( 4 )  地域密箸型介護老人福祉施設入所者生活介護
( 5 )  短期入所生活介護
(6) 短期入所療養介護

2 特定入所者介護サ ー ビス 費の額は、 第1号に規定する額及び第2号に規定す
る額の合計額とする。
(1) 特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘

案して厚生労働大 臣が定める費用の額（その額が現に当該食事の提供に要し
た費用の額を超えるときは、 当該現に食事の提供に要した費用の額とする。
以下 この条及び次条第2項において「食費の某準費用額」という。）から、 平
均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事情を
勘案して厚生労働大 臣が定める額（以下 この条及び次条第2項において「食



費の負担限度額」という。） を控除した額
(2) 特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設

の状況その他の事情を勘案して厚生労働大 臣が定める貨用の額（その額が現
に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、 当該現に居住等に要した費
用の額とする。 以下この条及び次条第2項において「居住費の基準費用額」
という。）から、 特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大
臣が定める額（以下この条及び次条第2項において「居住費の負担限度額」
という。） を控除した額

3 厚生労働大 臣は、 食費の基準費用額若しくは食費の負担限度額又は居住費の
基準費用額若しくは居住費の負担限度額を定めた後に、 特定介護保険施設等に
おける食事の提供に要する費用又は居住等に要する費用の状況その他の事情が
著しく変動したときは、 速やかにそれらの額を改定しなければならない。

4 特定入所者が、 特定介護保険施設等から特定介護サ ー ビス を受けたときは、
市町村は、 当該特定入所者が当該特定介護保険施設等に支払うべき食事の提供
に要した費用及び居住等に要した費用について、 特定入所者介護サ ー ビス費と
して当該特定入所者に対し支給すべき額の限度において、 当該特定入所者に代
わり、 当該特定介護保険施設等に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があっ たときは、 特定入所者に対し特定入所者介護サ
ー ビス 費の支給があっ たものとみなす。

6 市町村は、 第1項の規定にかかわらず、 特定入所者が特定介護保険施設等に
対し、 食事の提供に要する費用又は居住等に要する費用として、 食費の基準費
用額又は居住費の基準費用額（前項の規定により特定入所者介護サ ー ビス費の
支給があっ たものとみなされた特定入所者にあっ ては、 食費の負担限度額又は
居住費の負担限度額） を超える金額を支払っ た場合には、 特定入所者介護サ ー

ビス 費を支給しない。
7 市町村は、 特定介護保険施設等から特定入所者介護サ ー ビス費の請求があっ

たときは、 第1項、 第2項及び前項の定めに照らして審査の上、 支払うものと
する。

8 第 41 条第3項、第10 項及び第11 項の規定は特定入所者介護サ ー ビス 費の支
給について、 同条第8項の規定は特定介護保険施設等について準用する。 この
場合において、 これらの規定に関し必要な技術的読替えは、 政令で定める。

， 前各項に規定するもののほか、 特定入所者介護サ ー ビス 費の支給及び特定介
護保険施設等の特定入所者介護サ ー ビス費の請求に関して必要な事項は、 厚生
労働省令で定める。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

国民健康保険団体連合会から請求のあっ た日 からおおむね30日

備 考



設 定 日 ！ 令和5年3 月31日



《ID242700A申請 高齢介護課 介護保険法第53条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 介護予防サ ー ビス 費の支給

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第53 条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定
介護保険法第52条、 第53 条第1 項•第2項
介護保険法施行規則第 62条、 第 83 条の 9、 第 84条、 第 85条

■設定 □未設定

（介護予防サ ー ビス 貨の支給）
第53 条 市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受け

るもの（以下「居宅要支援被保険者」という。）が、 都道府県知事が指定する者
（以下「指定介護予防サ ー ビス 事業者」という。）から当該指定に係る介護予防
サ ー ビス 事業を行う事業所により行われる介護予防サ ー ビス （以下「指定介護
予防サ ー ビス 」 という。） を受けたとき（当該居宅要支援被保険者が、 第58 条
第4項の規定により同条第1項に規定する指定介護予防支援を受けることにつ
きあらかじめ市町村に届け出ている場合であっ て、 当該指定介護予防サ ー ビス
が当該指定介護予防支援の対象となっ ているときその他の厚生労働省令で定め
るときに限る。）は、 当該居宅要支援被保険者に対し、 当該指定介護予防サ ー ビ
ス に要した贄用（特定介護予防福祉用具の購人に要した費用を除き、 介護予防
通所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン、 介護予防短期入所生活介護、 介護予防短期入所療養

審 査 基 準 介護及び介護予防特定施設入居者生活介護に要した費用については、 食事の提
供に要する費用、 滞在に要する費用その他の日 常生活に要する費用として厚生
労働省令で定める費用を除く。 以下この条において同じ。）について、 介護予防
サ ー ビス 贄を支給する。 ただし、 当該居宅要支援被保険者が、 第37条第1項の
規定による指定を受けている場合において、 当該指定に係る種類以外の介護予
防サ ー ビス を受けたときは、 この限りでない。

2 介護予防サ ー ビス 費の額は、 次の各号に掲げる介護予防サ ー ビス の区分に応
じ、 当該各号に定める額とする。
(1) 介護予防訪間入浴介護、 介護予防訪間寿護、 介護予防訪問 リ ハ ビ リ テ ー

シ ョ ン、 介護予防居宅療養管理指導、 介護予防通所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン及び
介護予防福祉用具貸与 これらの介護予防サ ー ビス の種類 ごとに、 当該介護
予防サ ー ビス の種類に係る指定介護予防サ ー ビスの内容、 当該指定介護予防
サ ー ビス の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指
定介護予防サ ー ビスに要する平均的な費用（介護予防通所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ



参 考 資 料

標 準 処 理期間

ンに要する費用については、 食事の提供に要する費用その他の日 常生活に要
する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。）の額を勘案して厚生労働
大 臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定介護予防
サ ー ビスに要した費用の額を超えるときは、 当該現に指定介護予防サ ー ビス
に要した費用の額とする。） の100 分の 90 に相当する額

(2) 介護予防短期入所生活介護、 介護予防短期入所療養介護及び介護予防特
定施設入居者生活介護 これらの介護予防サ ー ビス の種類 ごとに、 要支援状
態区分、 当該介護予防サ ー ビス の種類に係る指定介護予防サ ー ビ ス の事業を
行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防サ ー ビ
ス に要する平均的な費用（食事の提供に要する費用、 滞在に要する費用その
他の日 常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。）の額を
勘案して厚生労働大 臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に
当該指定介護予防サ ー ビスに要した費用の額を超えるときは、 当該現に指定
介護予防サ ー ビスに要した費用の額とする。） の100 分の 90 に相当する額

3 厚生労働大 臣は、 前項各号の基準を定めようとするときは、 あらかじめ社会
保 障審議会の意見を聴かなければならない。

4 居宅要支援被保険者が指定介護予防サ ー ビス 事業者から指定介護予防サ ー ビ
ス を受けたときは、 市町村は、 当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防サ
ー ビス事業者に支払うべき当該指定介護予防サ ー ビスに要した贄用について、
介護予防サ ー ビス 費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度
において、 当該居宅要支援被保険者に代わり、 当該指定介護予防サ ー ビス事業
者に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があっ たときは、 居宅要支援被保険者に対し介護予防
サ ー ビス費の支給があっ たものとみなす。

6 市町村は、 指定介護予防サ ー ビス 事業者から介護予防サ ー ビス 費の請求があ
っ たときは、 第2項各号の厚生労働大 臣が定める基準並 びに第115条の4第2
項に規定する指定介護予防サ ー ビス に係る介護予防のための効果的な支援の方
法に関する基準及び指定介護予防サ ー ビスの事業の設備及び連営に関する基準
（指定介護予防サ ー ビ ス の取扱いに関する部分に限る。） に照らして審査した
上、 支払うものとする。

7 第 41 条第2項、 第3項、 第10 項及び第11 項の規定は、 介護予防サー ビス費
の支給について、 同条第8項の規定は、 指定介護予防サ ー ビス事業者について
準用する。 この場合において、 これらの規定に関し必要な技術的読替えは、 政
令で定める。

8 前各項に規定するもののほか、 介護予防サ ー ビス 費の支給及び指定介護予防
サ ー ビス 事業者の介護予防サ ー ビス 費の請求に関して必要な事項は、 厚生労働
省令で定める。

【基準】
上記の条文による。

■設定 □未設定

国民健康保険団体連合会から請求のあっ た日 からおおむね30日



備 考

設 定 日 平成 31 年 3 月 31 日



《ID242900A申請 高齢介護課 介護保険法第54条の2第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 地域密培型介護予防サー ビス 費の支給

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第54条の2第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定
介護保険法第54条の2第1 項•第2項•第4項
介護保険法施行規則第 85条の2、 第 85条の3

■設定 □未設定

（地域密着型介護予防サ ー ビス 費の支給）
第54条の2 市町村は、 居宅要支援被保険者が、 当該市町村（住所地特例適用被

保険者である居宅要支援被保険者（以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」
という。）に係る特定地域密着型介護予防サ ー ビスにあっ ては、 施設所在市町村
を含む。） の長が指定する者（以下「指定地域密着型介護予防サ ー ビス 事業者」
という。）から当該指定に係る地域密着型介護予防サ ー ビス 事業を行う事業所に
より行われる地域密着型介護予防サ ー ビス （以下「指定地域密着型介護予防サ
ー ビス」という。） を受けたとき（当該居宅要支援被保険者が、 第58 条第4項
の規定により同条第1項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあら
かじめ市町村に届け出ている場合であっ て、 当該指定地域密着型介護予防サ ー

ビス が当該指定介護予防支援の対象となっ ているときその他の厚生労働省令で
定めるときに限る。）は、 当該居宅要支援被保険者に対し、 当該指定地域密着型

審 査 基 準 介護予防サ ー ビスに要した費用（食事の提供に要する費用その他の日 常生活に
要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。 以下この条において同
じ。）について、 地域密着型介護予防サー ビス 費を支給する。 ただし、 当該居宅
要支援被保険者が、 第 37 条第1項の規定による指定を受けている場合におい
て、 当該指定に係る種類以外の地域密着型介護予防サ ー ビス を受けたときは、
この限りでない。

2 地域密着型介護予防サ ー ビス 費の額は、 次の各号に掲げる地域密着型介護予
防サ ー ビス の区分に応じ、 当該各号に定める額とする。
(1) 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護に係る

指定地域密着型介護予防サ ー ビス の内容、 当該指定地域密着型介護予防サ ー

ビス の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地
域密着型介護予防サ ー ビス に要する平均的な費用（食事の提供に要する費用
その他の日 常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。）の
額を勘案して厚生労働大 臣が定める基準により算定した貨用の額（その額が



現に当該指定地域密着型介護予 防サ ー ビ ス に要した費用の額を超えるとき
は、当該現に指定地域密培型介護予防サ ー ビスに要した費用の額とする。）の
100 分の 90 に相当する額

(2) 介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介
護 これらの地域密着型介護予防サ ー ビス の種類 ごとに、 要支援状態区分、
当該地域密着型介護予防サ ー ビス の種類に係る指定地域密着型介護予防サ ー

ビス の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地
域密着型介護予防サ ー ビス に要する平均的な費用（食事の提供に要する費用
その他の日 常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。）の
額を勘案して厚生労働大 臣が定める基準により算定した費用の額（その額が
現に当該指定地域密着型介護予 防サ ー ビ ス に要した贅用の額を超えるとき
は、当該現に指定地域密着型介護予防サ ー ビスに要した費用の額とする。）の
100 分の 90 に相当する額

3 厚生労働大 臣は、 前項各号の基準を定めようとするときは、 あらかじめ社会
保 障審議会の意見を聴かなければならない。

4 市町村は、 第2項各号の規定にかかわらず、 地域密着型介護予防サ ー ビ ス の
種類その他の事情を勘案して厚生労働大 臣が定める基準により算定した額を限
度として、 同項各号に定める地域密箸型介護予防サ ー ビス 貨の額に代えて、 当
該市町村（施設所在市町村の長が第1項本文の指定をした指定地域密着型介護
予防サ ー ビス 事業者から指定地域密着型介護予防サ ー ビス を受けた住所地特例
適用居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サ ー ビス 費（特定地域密着
型介護予防サ ー ビス に係るものに限る。）の額にあっ ては、 施設所在市町村）が
定める額を、 当該市町村における地域密着型介護予防サ ー ビス費の額とするこ
とができる。

5 市町村は、 前項の当該市町村における地域密着型介護予防サ ー ビス 費の額を
定めようとするときは、 あらかじめ、 当該市町村が行う介護保険の被保険者そ
の他の関係者の意見を反映させ、 及び学識経験を有する者の知見の活用を図る
ために必要な措罹を講じなければならない。

6 居宅要支援被保険者が指定地域密着型介護予防サ ー ビス 事業者から指定地域
密着型介護予防サ ー ビス を受けたときは、 市町村は、 当該居宅要支援被保険者
が当該指定地域密着型介護予防サ ー ビス 事業者に支払うべき当該指定地域密着
型介護予防サ ー ビスに要した費用について、 地域密着型介護予防サ ー ビス費と
して当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、 当該居宅要
支援被保険者に代わり、 当該指定地域密培型介護予防サ ー ビス 事業者に支払う
ことができる。

7 前項の規定による支払があっ たときは、 居宅要支援被保険者に対し地域密着
型介護予防サ ー ビス 費の支給があっ たものとみなす。

8 市町村は、 指定地域密着型介護予防サ ー ビス 事業者から地域密着型介護予防
サ ー ビ ス 貨の請求があっ たときは、 第2項各号の厚生労働大 臣が定める某準又
は第4項の規定により市町村（施設所在市町村の長が第1項本文の指定をした
指定地域密着型介護予防サ ー ビス 事業者から指定地域密着型介護予防サ ー ビス
を受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サ ー ビ
ス費（特定地域密着型介護予防サ ー ビスに係るものに限る。）の請求にあっ ては、
施設所在市町村）が定める額並 びに第115条の14第2項又は第5項の規定によ
り市町村（施設所在市町村の長が第1項本文の指定をした指定地域密着型介護
予防サ ー ビス 事業者から指定地域密着型介護予防サ ー ビス を受けた住所地特例
滴用居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サ ー ビス 費（特定地域密着
型介護予防サ ー ビス に係るものに限る。） の請求にあっ ては、 施設所在市町村）
が定める指定地域密培型介護予防サ ー ビス に係る介護予防のための効果的な支
援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サ ー ビス の事業の設備及び



運営に関する基準（指定地域密着型介護予防サ ー ビ ス の取扱いに関する部分に
限る。） に照らして審査した上、 支払うものとする。

， 第 41 条第2項、 第3項、 第10 項及び第11 項の規定は地域密着型介護予防サ
ー ビス 費の支給について、 同条第8項の規定は指定地域密贅型介護予防サ ー ビ
ス 事業者について準用する。 この場合において、 これらの規定に関し必要な技
術的読替えは、 政令で定める。

10 前各項に規定するもののほか、 地域密着型介護予防サ ー ビス費の支給及び指
定地域密着型介護予防サ ー ビス 事業者の地域密着型介護予防サ ー ビス 費の請求
に関して必要な事項は、 厚生労働省令で定める。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

国民健康保険団体連合会から請求のあっ た日 からおおむね30日

備 考

設 定 日 平成31年3 月31日



《ID243100A申請 高齢介護課 介護保険法第56条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I令和4年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 介護予防福祉用具購入費の支給

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第56 条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
介護保険法第 8 条第13 項、 第 8 条の2第11 項、 第56 条
介護保険法施行令第26 条

基 準 規 定
介護保険法施行規則第 8 9条、 第 90 条、 第 91 条、 第 92条、 第 97条第2項
厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種 目 及び厚生労働
大 臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種 目 （平
成11年厚生省告示第 94号）

■設定 □未設定

（介護予防福祉用具購入費の支給）
第56 条 市町村は、 居宅要支援被保険者が、 特定介護予防福祉用具販売に係る指

定介護予防サ ー ビス 事業者から当該指定に係る介護予防サ ー ビス 事業を行う事
業所において販売される特定介護予防福祉用具を購入したときは、 当該居宅要
支援被保険者に対し、 介護予防福祉用具購入費を支給する。

2 介護予防福祉用具購入費は、 厚生労働省令で定めるとこ ろにより、 市町村が
必要と認める場合に限り、 支給するものとする。

3 介護予防福祉用具購入費の額は、 現に当該特定介護予防福祉用具の購入に要
した貨用の額の100 分の 90 に相当する額とする。

4 居宅要支援被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期間において購
審 査 基 準 入した特定介護予防福祉用具につき支給する介護予防福祉用具購入費の額の総

額は、 介護予防福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、 厚生労働省令で
定めるところにより算定した額の 100 分の 90 に相当する額を超えることがで
きない。

5 前項の介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は、 同項に規定する厚生労働
省令で定める期間における特定介護予防福祉用具の購入に通常要する費用を勘
案して厚生労働大 臣が定める額とする。

6 市町村は、 前項の規定にかかわらず、 条例で定めるとこ ろにより、 第4項の
介護予防福祉用具購入費支給限度基準額に代えて、 その額を超える額を、 当該
市町村における介護予防福祉用具購入費支給限度基準額とすることができる。

7 介護予防福祉用具購入費を支給することにより第4項に規定する総額が同項
に規定する 100 分の 90 に相当する額を超える場合における当該介護予防福祉



用具購入費の額は、 第3項の規定にかかわらず、 政令で定めるところにより算
定した額とする。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料 紀の川市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い実施要綱

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね70日

備 考

設 定 日 令和5年3 月31 13 



《ID243200A申請 高齢介護課 介護保険法第57条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I平成 31 年 4 月 1 日

く処分の概要＞

許認可等の名称 介護予防住宅改修費の支給

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第 57 条第 1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
介護保険法第 57 条
介護保険法施行令第 27 条

基 準 規 定 介護保険法施行規則第 93 条、 第 94 条、 第 95 条、 第 97 条第 2 項
厚生労働大 臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類（平成
11 年厚生省告示第 95 号）

■設定 □未設定

（介護予防住宅改修費の支給）
第 57 条 市町村は、 居宅要支援被保険者が、 住宅改修を行っ たときは、 当該居宅

要支援被保険者に対し、 介護予防住宅改修費を支給する。
2 介護予防住宅改修費は、 厚生労働省令で定めると こ ろにより、 市町村が必要

と認める場合に限り、 支給するものとする。
3 介護予防住宅改修費の額は、 現に当該住宅改修に要した費用の額の 100 分の

90 に相当する額とする。
4 居宅要支援被保険者が行っ た一の種類の住宅改修につき支給する介護予防住

宅改修費の額の総額は、 介護予防住宅改修費支給限度基準額を基礎として、 厚
生労働省令で定めると こ ろにより算定した額の 100 分の 90 に相当する額を超

審 査 基 準 える ことができない。
5 前項の介護予防住宅改修費支給限度基準額は、 住宅改修の種類 ごとに、 通常

要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
6 市町村は、 前項の規定にかかわらず、 条例で定めるとこ ろにより、 第4項の

介護予防住宅改修費支給限度基準額に代えて、 その額を超 える額を、 当該市町
村における介護予防住宅改修貨支給限度基準額とする ことができる。

7 介護予防住宅改修費を支給する ことにより第4項に規定する総額が同項に規
定する 100 分の 90 に相当する額を超 える場合における当該介護予防住宅改修
費の額は、 第3項の規定にかかわらず、 政令で定めるとこ ろにより算定した額
とする。

8 市町村長は、介護予防住宅改修費の支給に関して必要があると認めるときは、
当該支給に係る住宅改修を行う者若しくは住宅改修を行っ た者（以下 この項に
おいて「住宅改修を行う者等」という。）に対し、 報告若しくは帳簿書類の提出



若しくは提示を命じ、 若しくは出頭を求め、 又は当該職員に関係者に対して質
開させ、若しくは当該住宅改修を行う者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、
その帳簿書類その他の物件を検査させる ことができる。

， 第 24 条第 3 項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第4項
の規定は前項の規定による権限について準用する。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料 紀の川市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い実施要綱

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね70日

備 考

設 定 日 令和 2 年3 月31 13 



《ID243300A申請 高齢介護課 介護保険法第58条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 介護予防サ ー ビ ス 計画費の支給

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第58 条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 介護保険法第 41 条第2項、 第58 条第1 項•第2項•第 7項

■設定 □未設定

（介護予防サ ー ビ ス 計画費の支給）
第58 条 市町村は、 居宅要支援被保険者が、 当該市町村（住所地特例適用居宅要

支援被保険者に係る介護予防支援にあっ ては、 施設所在市町村） の長が指定す
る者（以下「指定介護予防支援事業者」という。）から当該指定に係る介護予防
支援事業を行う事業所により行われる介護予防支援（以下「指定介護予防支援」
という。）を受けたときは、 当該居宅要支援被保険者に対し、 当該指定介護予防
支援に要した費用について、 介護予防サー ビ ス 計画費を支給する。

2 介護予防サ ー ビス 計両費の額は、 指定介護予防支援の事業を行う事業所の所
在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防支援に要する平均的な費
用の額を勘案して厚生労働大 臣が定める某準により算定した費用の額（その額
が現に当該指定介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、 当該現に指定
介護予防支援に要した費用の額とする。） とする。

審 査 基 準 3 厚生労働大 臣は、 前項の基準を定めようとするときは、 あらかじめ社会保 障
審議会の意見を聴かなければならない。

4 居宅要支援被保険者が指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援を受け
たとき（当該居宅要支援被保険者が、 厚生労働省令で定めると こ ろにより、 当
該指定介護予防支援を受ける ことにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合
に限る。）は、 市町村は、 当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防支援事業
者に支払うべき当該指定介護予防支援に要した費用について、 介護予防サ ー ビ
ス 計画費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、
当該居宅要支援被保険者に代わり、 当該指定介護予防支援事業者に支払う こと
ができる。

5 前項の規定による支払があっ たときは、 居宅要支援被保険者に対し介護予防
サ ー ビ ス 計両費の支給があっ たものとみなす。

6 市町村は、 指定介護予防支援事業者から介護予防サ ー ビ ス 計両費の請求があ
っ たときは、第2項の厚生労働大 臣が定める基準並 びに第115条の24第2項に



規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す
る某準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準（指定介護予防支援の
取扱いに関する部分に限る。） に照らして審査した上、 支払うものとする。

7 第 41 条第2項、 第3項、 第10 項及び第11 項の規定は介護予防サ ー ビ ス 計画
費の支給について、 同条第8項の規定は指定介護予防支援事業者について準用
する。 この場合において、 これらの規定に関し必要な技術的読替えは、 政令で
定める。

8 前各項に規定するもののほか、 介護予防サ ー ビス 計画費の支給及び指定介護
予防支援事業者の介護予防サ ー ビス 計画費の請求に関して必要な事項は、 厚生
労働省令で定める。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

国民健康保険団体連合会から詰求のあっ た日 からおおむね30日

備 考

設 定 日 平成31年3 月31日



《ID243450A申請 高齢介護課 介護保険法第60条 》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I 令和3 年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 介護予防サ ー ビス 費等の額の特例

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第 60 条

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定
介護保険法第 60 条
介護保険法施行規則第 97条

■設定 □未設定

（介護予防サ ー ビス 贄等の額の特例）
第 60 条 市町村が、 災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることに

より、 介護予防サ ー ビス（これに相当するサ ー ビス を含む。 以下この条において
同じ。）、 地域密着型介護予防サ ー ビス（これに相当するサ ー ビス を含む。 以下こ
の条において同じ。） 又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると
認めた居宅要支援被保険者が受ける前条第1項各号に掲げる予 防給付について
当該各号に定める規定を適用する場合（同条の規定により読み特えて適用する場
合を除く。） においては、 これらの規定中 「100 分の 90」とあるのは、 「100 分の
90 を超え100 分の100 以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。

2 市町村が、 災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、

審 査 基 準 介護予防サ ー ビス 、地域密培型介護予防サ ー ビス 又は住宅改修に必要な費用を負
担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける前条第1項各号
に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合（同項の規定に
より読み替えて適用する場合に限る。） においては、 同項の規定により読み替え
て適用するこれらの規定中 「100 分の 80」とあるのは、 「100 分の 80 を超え100
分の100 以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。

3 市町村が、 災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、
介護予防サ ー ビス 、地域密着型介護予防サ ー ビス又は住宅改修に必要な費用を負
担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける前条第1項各号
に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合（同条第2項の
規定により読み替えて適用する場合に限る。） においては、 同条第2項の規定に
より読み稗えて適用するこれらの規定中 「100 分の 70」 とあるのは、 「100 分の
70 を超え100 分の100 以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。



【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね 60 日

備 考

設 定 日 令和 4 年 3 月 31 日



《ID243500A申請 高齢介護課 介護保険法第61条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I令和4年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 高額介護予防サ ー ビス 費の支給

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第 61 条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
介護保険法第 61 条

基 準 規 定 介護保険法施行令第 29 条の 2 の 2

介護保険法施行規則第 97 条の 2

■設定 □未設定

（高額介護予防サ ー ビス 費の支給）
第 61 条 市町村は、 居宅要支援被保険者が受けた介護予防サ ー ビス（ これに相当

するサ ー ビス を含む。）又は地域密着型介護予防サ ー ビス（ これに相当するサ ー

ビ ス を含む。）に要した費用の合計額として政令で定めると こ ろにより算定した
額から、 当該費用につき支給された介護予防サ ー ビス費、 特例介護予防サ ー ビ
ス 費、 地域密着型介護予防サ ー ビ ス 費及び特例地域密着型介護予防サ ー ビ ス 費
の合計額を控除して得た額（次条第1項において「介護予防サ ー ビス 利用者負
担額」という。）が、 著しく商額であるときは、当該居宅要支援被保険者に対し、

審 査 基 準 高額介護予防サ ー ビス費を支給する。
2 前項に規定するもののほか、 裔額介護予防サ ー ビス 費の支給要件、 支給額そ

の他高額介護予防サ ー ビス 費の支給に関して必要な事項は、 介護予防サ ー ビス
又は地域密着型介護予防サ ー ビスに必要な費用の負担の家計に与える影響を考
慮して、 政令で定める。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □ 末設定
標 準 処 理期間

国民健康保険団体連合会から請求のあっ た日 からおおむね30日



備 考

設 定 日 令和 5 年 3 月 31 日



《ID243600A申請 高齢介護課 介護保険法第61条の2第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I令和 5 年 4 月 1 日

く処分の概要＞

許認可等の名称 高額医療合算介護予防サ ー ビス 費の支給

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第 61 条の 2 第 1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
介護保険法第 61 条の 2

基 準 規 定
介護保険法施行令第 22 条の 3、 第 29 条の 3

介護保険法施行規則第 83 条の 4 の 2、 第 83 条の 4 の 3、 第 83 条の 4 の 4、 第 97

条の 2 の 2

■設定 □ 末設定

（高額医療合算介護予防サー ビス 費の支給）
第 61 条の2 市町村は、 居宅要支援被保険者の介護予防サ ー ビ ス 利用者負担額

（前条第 1 項の高額介護予防サ ー ビス 費が支給される場合にあっ ては、 当該支
給額に相当する額を控除して得た額）及び当該居宅要支援被保険者に係る健康
保険法第 115 条第 1 項に規定する一部負担金等の額（同項の高額療養費が支給
される場合にあっ ては、 当該支給額に相当する額を控除して得た額） その他の
医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律 に規定するこれに相当する

審 査 基 準 額として政令で定める額の合計額が、 著しく商額であるときは、 当該居宅要支
援被保険者に対し、 裔額医療合算介護予防サ ー ビス 費を支給する。

2 前条第2項の規定は、 高額医療合算介護予防サ ー ビス 費の支給について準用
する。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

国民健康保険団体連合会から請求のあっ た日 からおおむね30日



備 考

設 定 日 令和6 年 3 月 31 日



《ID243700A申請 高齢介護課 介護保険法第61条の3第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I令和4年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 特定入所者介護予防サー ビス 費の支給

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第 61 条の3 第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
介護保険法第 61 条の 3 第1 項•第 2 項•第 6 項

基 準 規 定 1 介護保険法施行規則第 83 条の 6 第1 項•第2項•第3 項、 第 97条の3、 第 97条

審 査 基 準

の 4

■設定 □未設定

（特定入所者介護予防サ ー ビス 費の支給）
第 61 条の3 市町村は、居宅要支援被保険者のうち所得及び資産の状況その他の

事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、 次に掲げる指定介護予防サ ー

ビス （以下この条及び次条第1項において「特定介護予防サ ー ビス」という。 ）
を受けたときは、 当該居宅要支援被保険者（以下この条及び次条第1項におい
て「特定入所者」という。 ）に対し、 当該特定介護予防サ ー ビス を行う指定介護
予防サ ー ビス 事業者（以下この条において 「特定介護予防サ ー ビス 事業者」と
いう。 ）における食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、 特定
入所者介護予防サ ー ビス 費を支給する。 ただし、 当該特定入所者が、 第 37 条第
1項の規定による指定を受けている場合において、 当該指定に係る種類以外の
特定介護予防サ ー ビス を受けたときは、 この限りでない。
( 1 )  介護予防短期入所生活介護
(2) 介護予防短期入所療養介護

2 特定入所者介護予防サ ー ビス 費の額は、 第1号に規定する額及び第2号に規
定する額の合計額とする。
( 1 )  特定介護予防サ ー ビス 事業者における食事の提供に要する平均的な費用

の額を勘案して厚生労働大 臣が定める費用の額（その額が現に当該食事の提
供に要した費用の額を超えるときは、 当該現に食事の提供に要した費用の額
とする。 以下この条及び次条第2項において「食費の基準費用額」という。 ）
から、 平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他
の事情を勘案して厚生労働大 臣が定める額（以下この条及び次条第2項にお
いて「食費の負担限度額」という。 ） を控除した額

(2) 特定介護予防サ ー ビス 事業者における滞在に要する平均的な費用の額及
び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大 臣が定める費用の額（そ
の額が現に当該滞在に要した費用の額を超えるときは、 当該現に滞在に要し



た費用の額とする。 以下この条及び次条第2項において「滞在費の基準費用
額」という。）から、 特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労
働大 臣が定める額（以下 この条及び次条第2項において「滞在費の負担限度
額」という。） を控除した額

3 厚生労働大 臣は、 食費の基準費用額若しくは食費の負担限度額又は滞在費の
基準費用額若しくは滞在貸の負担限度額を定めた後に、 特定介護予防サ ー ビス
事業者における食事の提供に要する費用又は滞在に要する費用の状況その他の
事情が著しく変動したときは、速やかにそれらの額を改定しなければならない。

4 特定入所者が、 特定介護予防サ ー ビス 事業者から特定介護予防サ ー ビ ス を受
けたときは、 市町村は、 当該特定入所者が当該特定介護予防サ ー ビス 事業者に
支払うべき食事の提供に要した費用及び滞在に要した贅用について、 特定入所
者介護予防サ ー ビス 費として当該特定入所者に対し支給すべき額の限度におい
て、 当該特定入所者に代わり、 当該特定介護予防サ ー ビス 事業者に支払う こと
ができる。

5 前項の規定による支払があっ たときは、 特定入所者に対し特定入所者介護予
防サ ー ビス 費の支給があっ たものとみなす。

6 市町村は、 第1項の規定にかかわらず、 特定入所者が特定介護予防サ ー ビス
事業者に対し、 食事の提供に要する貨用又は滞在に要する貨用として、 食費の
基準費用額又は滞在費の基準費用額（前項の規定により特定入所者介護予防サ
ー ビス 費の支給があっ たものとみなされた特定入所者にあっ ては、 食費の負担
限度額又は滞在費の負担限度額） を超える金額を支払っ た場合には、 特定入所
者介護予防サ ー ビス 費を支給しない。

7 市町村は、 特定介護予防サ ー ビス 事業者から特定入所者介護予防サ ー ビス費
の請求があっ たときは、 第1項、 第2項及び前項の定めに照らして審査の上、
支払うものとする。

8 第 41 条第3項、第10 項及び第11 項の規定は特定入所者介護予防サ ー ビス費
の支給について、 同条第8項の規定は特定介護予防サ ー ビス 事業者について準
用する。 この場合において、 これらの規定に関し必要な技術的読替えは、 政令
で定める。

， 前各項に規定するもののほか、 特定入所者介護予防サ ー ビス費の支給及び特
定介護予防サ ー ビス 事業者の特定入所者介護予防サ ー ビス 費の請求に関して必
要な事項は、 厚生労働省令で定める。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

国民健康保険団体連合会から請求のあっ た日 からおおむね30日

備 考

設 定 日 令和5年3 月31日



《ID245100A申請 高齢介護課 介護保険法第78条の2第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I令和 6年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 指定地域密着型サ ー ビス 事業者の指定

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第 78 条の2第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
介護保険法第 78 条の2第1 項•第 4項•第 6 項
介護保険法施行令第35条の2、 第35条の3、 第35条の 4

基 準 規 定 1 介護保険法施行規則第131 条の2の2～第131 条の 8 の2

審 査 基 準

0紀の川市指定地域密着型サ ー ビス の事業の人員、 設備及び運営に関する基準等
を定める条例第3 条、 第 4条
■設定 □未設定

（指定地域密着型サ ー ビス 事業者の指定）
第 78 条の2 第 42条の2第1項本文の指定は、 厚生労働省令で定めるところに

より、 地域密着型サ ー ビス 事業を行う者（地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護を行う事業にあっ ては、老人福祉法第 20 条の 5 に規定する特別養護老
人ホー ムのうち、その入所定員が 29 人以下であっ て市町村の条例で定める数で
あるものの開設者） の申請により、 地域密着型サ ー ビス の種類及び当該地域密
着型サ ー ビス の種類に係る地域密着型サー ビス 事業を行う事業所（第 78 条の13
第1項及び第 78 条の14第1項を除き、以下この節において「事業所」という。）
ごとに行い、 当該指定をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険の
被保険者（特定地域密箸型サ ー ビス に係る指定にあっ ては、 当該市町村の区域
内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用要介護被
保険者を含む。）に対する地域密着型介護サ ー ビス費及び特例地域密着型介護サ
ー ビス 費の支給について、 その効力を有する。

2 市町村長は、 第 42条の2第1項本文の指定をしようとするときは、 厚生労働
省令で定めるところにより、 あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。

3 都道府県知事は、 地域密贅型特定施設入居者生活介護につき市町村長から前
項の届出があっ た場合において、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域（第
118 条第2項第1号の規定により当該都道府県が定める区域とする。） における
介護専用型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数及び地域密着型特定施設
入居者生活介護の利用定員の総数の合計数が、 同条第1項の規定により当該都
道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護
専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数及び地域密着型特定施設入



居者生活介護の必要利用定員総数の合計数に既に達しているか、 又は当該申請
に係る事業者の指定によっ て これを超える ことになると認めるとき、 その他の
当該都道府県介護保険事業支援計両の達成に支障を生ずるおそれがあると認め
るときは、 当該市町村長に対し、 必要な助言又は勧告をする ことができる。

4 市町村長は、 第1項の申請があっ た場合において、 次の各号（病院又は診療
所により行われる複合型サ ー ビス （厚生労働省令で定めるものに限る。 第6項
において同じ。）に係る指定の申請にあっ ては、 第 6 号の2、 第 6 号の3、 第 10

号及び第 12 号を除く。）のいずれかに該当するときは、 第 42 条の2第 1 項本文
の指定をしてはならない。
(1) 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。
(2) 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並 びに人員が、第 78 条の

4第1項の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める
員数又は同条第5項に規定する指定地域密着型サ ー ビス に従事する従業者に
関する基準を満たしていないとき。

(3) 申請者が、第 78 条の4第2項又は第5項に規定する指定地域密着型サ ー

ビス の事業の設備及び運営に関する基準に従 っ て滴正な地域密着型サ ー ビス
事業の運営をする ことができないと認められるとき。

(4) 当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であっ て、 そ
の所在地の市町村長（以下 この条において 「所在地市町村長」 という。）の同
意を得ていないとき。

(4) の2 申請者が、 禁錮以上の刑に処せられ、 その執行を終わり、 又は執行
を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(5) 申請者が、 この法律 その他国民の保 健医療若しくは福祉に関する法律 で
政令で定めるものの規定により罰 金の刑に処せられ、 その執行を終わり、 又
は執行を受ける ことがなくなるま での者であるとき。

(5) の2 申請者が、 労働に関する法律 の規定であっ て政令で定めるものによ
り罰 金の刑に処せられ、 その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくな
るま での者であるとき。

(5) の3 申請者が、 保険料等について、 当該申請をした 日 の前 H ま でに、 納
付義務を定めた法律 の規定に基づく滞納処分を受け、 かつ、 当該処分を受け
た 日 から正当な理 由 なく3月以上の期間にわたり、 当該処分を受けた日 以降
に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。

(6) 申請者（認知症対応型共同生活介護、 地域密羞型特定施設入居者生活介
護又は地域密箸型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除
く。） が、 第 78 条の 10（第2号から第 5 号ま でを除く。） の規定により指定
（認知症対応型共同生活介護、 地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域
密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。） を取り消され、
その取消しの 日 から起算して5年を経過しない者（当該指定を取り消された
者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第 1 5 条
の規定による通知があ っ た 日 前 60 日 以内に当該法人の役員等であっ た者で
当該取消しの 日 から起算して5年を経過しないものを含み、 当該指定を取り
硝された者が法人でない事業所である場合においては、 当該通知があ っ た 日
前 60 日 以内に当該事業所の管理者であっ た者で当該取消しの 日 から起算し
て5年を経過しないものを含む。）であるとき。 ただし、当該指定の取消しが、
指定地域密着型サ ー ビス 事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処
分の理 由 となっ た事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密
着型サ ー ビス 事業者による業務管理体制の幣備についての取組の状況その他
の当該事実に関して当該指定地域密着型サ ー ビス 事業者が有していた責任の
程度を考慮して、 この号本文に規定する指定の取消しに該当しない こととす
る ことが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該



当する場合を除く。
(6) の2 申請者（認知症対応型共同生活介護、 地域密培型特定施設入居者生

活介護又は地域密箸型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者
に限る。）が、 第 78 条の10（第2号から第5号ま でを除く。）の規定により指
定（認知症対応型共同生活介護、 地域密着型特定施設入居者生活介護又は地
域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定に限る。） を取り消さ
れ、 その取消しの日 から起算して5年を経過しない者（当該指定を取り消さ
れた者が法人である場合においては、 当該取消しの処分に係る行政手続法第
15 条の規定による通知があ っ た日 前 60 日 以内に当該法人の役員等であっ た
者で当該取消しの日 から起算して5年を経過しないものを含み、 当該指定を
取り消された者が法人でない事業所である場合においては、 当該通知があっ
た日 前 60 日 以内に当該事業所の管理者であっ た者で当該取消しの日 から起
算して5年を経過しないものを含む。）であるとき。 ただし、 当該指定の取消
しが、 指定地域密着型サ ー ビス 事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消
しの処分の理由 となっ た事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定
地域密着型サ ー ビス 事業者による業務管理体制の救備についての取組の状況
その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サ ー ビス 事業者が有していた
責任の程度を考慮して、 この号本文に規定する指定の取消しに該当しない こ
ととする ことが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるも
のに該当する場合を除く。

(6) の3 申請者と密接な関係を有する者（地域密着型介護老人福祉施設入所
者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。）が、第 78 条
の10（第2号から第5号までを除く。）の規定により指定を取り消され、 その
取消しの日 から起算して5年を経過していないとき。 ただし、 当該指定の取
消しが、 指定地域密着型サ ー ビス 事業者の指定の取消しのうち当該指定の取
消しの処分の理由 となっ た事実及び当該事実の発生を防止するための当該指
定地域密着型サ ー ビス 事業者による業務管理体制の整備についての取組の状
況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サ ー ビス 事業者が有してい
た責任の程度を考慮して、 この号本文に規定する指定の取消しに該当しない
こととする ことが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定める
ものに該当する場合を除く。

(7) 申請者が、 第 78 条の10（第2号から第5号ま でを除く。） の規定による
指定の取消しの処分に係る行政手続法第 15 条の規定による通知があ っ た日
から当該処分をする日 又は処分をしない ことを決定する日 ま での間に第 78
条の5第2項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止につ
いて相当の理由がある者を除く。） 又は第 78 条の8の規定による指定の辞退
をした者（当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で、 当該届
出又は指定の辞退の日 から起算して5年を経過しないものであるとき。

(7) の2 前号に規定する期間内に第 78 条の5第2項の規定による事業の廃
止の届出又は第 78 条の8の規定による指定の辞退があっ た場合において、申
請者が、 同号の通知の日 前 60日 以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止
について相当の理由がある法人を除く。）の役員等若しくは当該届出に係る法
人でない事業所（当該事業の廃止について相当の理 山 があるものを除く。）の
管理者であっ た者又は当該指定の辞退に係る法人（当該指定の辞退について
相当の理由がある法人を除く。）の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人
でない事業所（当該指定の辞退について相当の理由 があるものを除く。）の管
理者であっ た者で、 当該届出又は指定の辞退の日 から起算して5年を経過し
ないものであるとき。

(8) 申請者が、 指定の申請前5年以内に居宅サ ー ビス 等に関し不正又は著し
く不当な行為をした者であるとき。



(9) 申請者（認知症対応型共同生活介護、 地域密着型特定施設入居者生活介
護又は地域密培型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除
く。）が、 法人で、 その役員等のうちに第4号の2から第6号ま で又は前3号
のいずれかに該当する者のあるものであるとき。

(10) 申請者（認知症対応型共同生活介護、 地域密着型特定施設入居者生活介
護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限
る。）が、 法人で、 その役員等のうちに第4号の2から第5号の3ま で、 第6
号の2又は第7号から第8号ま でのいずれかに該当する者のあるものである
とき。

(11) 申請者（認知症対応型共同生活介護、 地域密着型特定施設入居者生活介
護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除
く。）が、 法人でない事業所で、 その管理者が第4号の2から第6号ま で又は
第7号から第8号ま でのいずれかに該当する者であるとき。

(12) 申請者（認知症対応型共同生活介護、 地域密着型特定施設入居者生活介
護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限
る。）が、法人でない事業所で、その管理者が第4号の2から第5号の3ま で、
第6号の2又は第7号から第8号ま でのいずれかに該当する者であるとき。

5 市町村が前項第1号の条例を定めるに当たっ ては、 厚生労働省令で定める基
準に従い定めるものとする。

6 市町村長は、 第1項の申請があっ た場合において、 次の各号（病院又は診療
所により行われる複合型サ ー ビス に係る指定の申請にあっ ては、 第1号の2、
第1号の3、 第3号の2及び第3号の4から第5号までを除く。）のいずれかに
該当するときは、 第 42条の2第1項本文の指定をしない ことができる。
(1) 申請者（認知症対応型共同生活介護、 地域密培型特定施設入居者生活介

護又は地域密贅型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除
く。）が、 第 78 条の10 第2号から第5号ま での規定により指定（認知症対応
型共同生活介護、 地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老
人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。）を取り消され、 その取消しの
日 から起算して5年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人であ
る場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による
通知があ っ た日 前 60 日 以内に当該法人の役員等であっ た者で当該取消しの
日 から起算して5年を経過しないものを含み、 当該指定を取り消された者が
法人でない事業所である場合においては、当該通知があ っ た日 前 60 日 以内に
当該事業所の管理者であっ た者で当該取消しの日 から起算して5年を経過し
ないものを含む。） であるとき。

(1) の2 申請者（認知症対応型共同生活介護、 地域密着型特定施設入居者生
活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者
に限る。）が、 第 78 条の 10 第2号から第 5 号ま での規定により指定（認知症
対応型共同生活介護、 地域密培型特定施設入居者生活介護又は地域密培型介
護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定に限る。）を取り消され、 その取消
しの日 から起算して5年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人
である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定に
よる通知があ っ た日 前 60 日 以内に当該法人の役員等であっ た者で当該取消
しの日 から起算して5年を経過しないものを含み、 当該指定を取り消された
者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日 前 60 日 以
内に当該事業所の管理者であっ た者で当該取消しの日 から起算して5年を経
過しないものを含む。） であるとき。

(1) の3 申請者と密接な関係を有する者（地域密着型介護老人福祉施設入所
者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。）が、第 78 条
の 10 第2号から第 5 号までの規定により指定を取り消され、その取消しの日



から起算して5年を経過していないとき。
(2) 申請者が、 第 78 条の 10 第2号から第 5 号までの規定による指定の取消

しの処分に係る行政手続法第 1 5 条の規定による通知があ っ た日 から当該処
分をする日 又は処分をしないことを決定する日 ま での間に第 78 条の5第2
項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の
理由 がある者を除く。）又は第 78 条の8の規定による指定の辞退をした者（当
該指定の辞退について相当の理由 がある者を除く。）で、 当該届出又は指定の
辞退の日 から起算して5年を経過しないものであるとき。

(2) の2 申請者が、第 78 条の7第1項の規定による検査が行われた日 から聴
聞決定予定日 （当該検査の結果に某づき第 78 条の 10 の規定による指定の取
消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込ま れる日 として
厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行わ
れた日 から 10 日 以内に特定の日 を通知した場合における当該特定の日 をい
う。） ま での間に第 78 条の5第2項の規定による事業の廃止の届出をした者
（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。） 又は第 78 条の 8 の
規定による指定の辞退をした者（当該指定の辞退について相当の理由 がある
者を除く。）で、 当該届出又は指定の辞退の日 から起算して5年を経過しない
ものであるとき。

(2) の3 第2号に規定する期間内に第 78 条の 5 第2項の規定による事業の
廃止の届出又は第 78 条の 8 の規定による指定の辞退があっ た場合において、
申請者が、 同号の通知の日 前 60 日 以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃
止について相当の理 山 がある法人を除く。）の役員等若しくは当該届出に係る
法人でない事業所（当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。）
の管理者であっ た者又は当該指定の辞退に係る法人（当該指定の辞退につい
て相当の理由がある法人を除く。）の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法
人でない事業所（当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。）の
管理者であっ た者で、 当該届出又は指定の辞退の日 から起算して5年を経過
しないものであるとき。

(3) 申請者（認知症対応型共同生活介護、 地域密着型特定施設入居者生活介
護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除
く。）が、 法人で、 その役員等のうちに第1号又は前3号のいずれかに該当す
る者のあるものであるとき。

(3) の2 申請者（認知症対応型共同生活介護、 地域密培型特定施設入居者生
活介護又は地域密管型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者
に限る。）が、 法人で、 その役員等のうちに第1号の2又は第2号から第2号
の3ま でのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

(3) の3 申請者（認知症対応型共同生活介護、 地域密着型特定施設入居者生
活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者
を除く。）が、 法人でない事業所で、 その管理者が第1号又は第2号から第2
号の3までのいずれかに該当する者であるとき。

(3) の4 申請者（認知症対応型共同生活介護、 地域密着型特定施設入居者生
活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者
に限る。）が、 法人でない事業所で、 その管理者が第 1 号の2又は第2号から
第2号の3ま でのいずれかに該当する者であるとき。

(4) 認知症対応型共同生活介護、 地域密着型特定施設入居者生活介護又は地
域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護につき第 1 項の申請があっ た場合
において、当該市町村又は当該申請に係る事業所の所在地を含む区域（第 11 7

条第2項第 1 号の規定により当該市町村が定める区域とする。 以下この号及
び次号イにおいて「日 常生活圏 域」という。）における当該地域密着型サ ー ビ
ス の利用定員の総数が、 同条第 1 項の規定により当該市町村が定める市町村



介護保険事業計両において定める当該市町村又は当該日 常生活圏 域における
当該地域密着型サ ー ビ ス の必要利用定員総数に既に達しているか、 又は当該
申請に係る事業者の指定によっ て これを超える ことになると認めるとき、 そ
の他の当該市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認
めるとき。

(5) 地域密着型通所介護その他の厚生労働省令で定める地域密着型サ ー ビス
につき第1項の申請があっ た場合において、第 42条の2第1項本文の指定を
受けて定期巡回・随時対応型訪間介護寿護等（認知症対応型共同生活介護、
地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護以外の地域密着型サ ー ビ ス であ っ て、 定期巡回・随時対応型訪閲介
護看護、 小規模多機能型居宅介護その他の厚生 労働省令で定めるものをい
う。）の事業を行う者の当該指定に係る当該事業を行う事業所（イにおいて「定
期巡回・随時対応型訪開介護寿護等事業所」という。）が当該市町村の区域に
ある場合その他の厚生労働省令で定める場合に該当し、 かつ、 当該市町村長
が次のいずれかに該当すると認めるとき。
イ 当該市町村又は当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所の所在

地を含む日 常生活圏 域における地域密着型サ ー ビス （地域密着型通所介護
その他の厚生労働省令で定めるものに限る。 以下 このイにおいて同じ。）の
種類 ごとの量が、 第117条第1項の規定により当該市町村が定める市町村
介護保険事業計画において定める当該市町村又は当該日 常生活関 域におけ
る当該地域密着型サ ー ビス の種類 ごとの見込量に既に達しているか、 又は
当該申請に係る事業者の指定によっ てこれを超えることになるとき。

ロ その他第 117条第1項の規定により当該市町村が定める市町村介護保険
事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあるとき。

7 市町村長は、 第 42条の2第1項本文の指定を行おうとするとき、 又は前項第
4号若しくは第5号の規定により同条第1項本文の指定をしない こととすると
きは、 あらかじめ、 当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意
見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

8 市町村長は、 第 42条の2第1項本文の指定を行うに当たっ て、 当該事業の適
正な運営を確保 するために必要と認める条件を付する ことができる。

9 第1項の申請を受けた市町村長（以下 この条において「被申請市町村長」と
いう。）と所在地市町村長との協議により、 第4項第4号の規定による同意を要
しない ことについて所在地市町村長の同意があるときは、 同号の規定は適用し
なし‘。

10 前項の規定により第4項第4号の規定が適用されない場合であっ て、 第1項
の申請に係る事業所（所在地市町村長の管轄する区域にあるものに限る。）につ
いて、 次の各号に掲げるときは、 それぞれ当該各号に定める時に、 当該申請者
について、被申請市町村長による第 42条の2第1項本文の指定があっ たものと
みなす。
(1) 所在地市町村長が第 42 条の2第1項本文の指定をしたとき 当該指定

がされた時
(2) 所在地市町村長による第 42 条の2第1項本文の指定がされているとき

被申請市町村長が当該事業所に係る地域密着型サ ー ビス 事業を行う者から第
1項の申請を受けた時

11 第 78 条の10の規定による所在地市町村長による第42条の2第1項本文の指
定の取消し若しくは効力の停止又は第 78 条の12において準用する第 70 条の2
第1項若しくは第 78 条の15第1項若しくは第3項（同条第5項において準用
する場合を含む。） の規定による第 42 条の2第1項本文の指定の失効は、 前項
の規定により受けたものとみなされた被申請市町村長による第 42 条の2第1
項本文の指定の効力に影響を及ぼさないものとする。



【基準】
上記の条文及び基準規定による。

• 紀の川市指定地域密着型サ ー ビス の事業の人員、 設備及び運営に関する基準等
を定める条例

参 考 資 料 • 紀の川市指定地域密着型サ ー ビス 事業所及び指定地域密培型介護予防サ ー ビス
事業所の指定等に関する要綱

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね90日

備 考

設 定 日 令和 7年3 月31 日



《ID245400A申請 高齢介護課 介護保険法第78条の12》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I令和 6年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 指定地域密着型サ ー ビス 事業者の指定の更新（第 70 条の2第1 項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第 78 条の12

＜審査基準／標準処理期間＞
介護保険法第 70 条の2、 第 78 条の2第1 項•第 4項•第 6 項

基 準 規 定
介護保険法施行規則第131 条の2の2～第131 条の 8 の2
0紀の川市指定地域密着型サ ー ビス の事業の人員、 設備及び運営に関する基準等
を定める条例第3 条、 第 4条

■設定 □ 末設定

（準用）
第 78 条の12 第 70 条の2、 第 71 条及び第 72条の規定は、 第 42条の2第1項

本文の指定について準用する。 この場合において、第 70 条の2第4項中 「前条」
とあるのは、 「第 78 条の2」と読み替えるものとするほか、 必要な技術的読替

審 査 基 準
えは、 政令で定める。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

• 紀の川市指定地域密着型サ ー ビス の事業の人員、 設備及び運営に関する基準等

参 考 資 料
を定める条例
• 紀の川市指定地域密着型サ ー ビス 事業所及び指定地域密培型介護予防サ ー ビス
事業所の指定等に関する要綱
■設定 □未設定

標 準 処 理期間
おおむね60日

備 考

設 定 日 令和 7年3 月31日



《ID245450A申請 高齢介護課 介護保険法第78条の13第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I 令和3 年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 複合型サ ー ビスに係る指定地域密箸型サ ー ビス 事業者の公募指定

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第 78 条の13 第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 介護保険法第 78 条の13 第1 項

■設定 □未設定

（公募指定）
第 78 条の13 市町村長は、 第117条第1項の規定により当該市町村が定める市町

村介護保険事業計画において定める当該市町村又は同条第2項第1号の規定に
より当該市町村が定める区域における定期巡回・随時対応型訪間介護看護等（認
知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介
護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サ ー ビスであ っ て、 定期巡 回・
随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定め
るものをいう。 以下この項において同じ。） の見込量の確保及び質の向 上のため
に特に必要があると認めるときは、 その定める期間（以下 「市町村長指定期間」
という。）中は、 当該見込量の確保のため公募により第 42条の2第1項本文の指
定を行うことが適当な区域として定める区域（以下「市町村長指定区域」という。）

審 査 基 準 に所在する事業所（定期巡回・随時対応型訪問介護看護等のうち当該市町村長が
定めるもの（以下「市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等」という。）
の事業を行う事業所に限る。 以下「市町村長指定区域・サ ー ビス 事業所」という。）
に係る同項本文の指定を、 公募により行うものとする。

2 市町村長指定期間中における市町村長指定区域・サ ー ビス 事業所に係る第 42
条の2第1項本文の指定については、 第 78 条の2の規定は適用しない。

3 市町村長は、当該市町村長指定期間の開始日 の前日 までにされた市町村長指定
区域・サ ー ビス 事業所に係る第 78 条の2第1項の指定の申請であっ て、 当該市
町村長指定期間の開始の際、指定をするか どうかの処分がなされていないものに
ついては、 前項の規定にかかわらず、 当該申請に対する処分を行うものとする。

4 前項の規定は、市町村長が市町村長指定区域を拡張する場合又は市町村長指定
定期巡回 · 随時対応型訪間介護看護等を追加する場合について準用する。 この場
合において、 必要な技術的読替えは、 政令で定める。



【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね 30 日

備 考

設 定 日 令和 4 年 3 月 31 日



《ID245500A申請 高齢介護課 介護保険法第79条第1項、 第79条の2》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 指定居宅介護支援事業者の指定（更新を含む。）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第 79条第1 項、 第 79条の2

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 介護保険法第 79条第1 項、 第 79条の2

■設定 □未設定

（指定居宅介護支援事業者の指定）
第 79条 第 46 条第1項の指定は、 厚生労働省令で定めるところにより、 居宅介

護支援事業を行う者の申請により、 居宅介護支援事業を行う事業所（以下この
節において単に 「事業所」という。） ごとに行う。

2 市町村長は、 前項の申請があっ た場合において、 次の各号のいずれかに該当
するときは、 第 46 条第1項の指定をしてはならない。
(1) 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。
(2) 当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が、第 81 条第1項の市町

村の条例で定める員数を満たしていないとき。
(3) 申請者が、第 81 条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関

する基準に従 っ て適正な居宅介護支援事業の運営をすることができないと認
められるとき。

審 査 基 準 (3) の2 申請者が、 禁錮以上の刑に処せられ、 その執行を終わり、 又は執行
を受けることがなくなるま での者であるとき。

(4) 申請者が、 この法律 その他国民の保 健医療若しくは福祉に関する法律 で
政令で定めるものの規定により罰 金の刑に処せられ、 その執行を終わり、 又
は執行を受けることがなくなるま での者であるとき。

(4) の2 申請者が、 労働に関する法律 の規定であっ て政令で定めるものによ
り罰 金の刑に処せられ、 その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくな
るま での者であるとき。

(4) の3 申請者が、 保険料等について、 当該申請をした日 の前日 ま でに、 納
付義務を定めた法律 の規定に基づく滞納処分を受け、 かつ、 当該処分を受け
た日 から正当な理由 なく3月以上の期間にわたり、 当該処分を受けた日 以降
に納期限の到来した保険料等の全てを引 き続き滞納している者であるとき。

(5) 申請者が、 第 84条第1項又は第115条の 35第6項の規定により指定を
取り消され、 その取消しの日 から起算して5年を経過しない者（当該指定を



取り消された者が法人である場合においては、 当該取消しの処分に係る行政
手続法第15条の規定による通知があっ た日 前 60 日 以内に当該法人の役員等
であっ た者で当該取消しの日 から起算して5年を経過しないものを含み、 当
該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、 当該通
知があ っ た日 前 60 日 以内に当該事業所の管理者であっ た者で当該取消しの
日 から起算して5年を経過しないものを含む。）であるとき。 ただし、 当該指
定の取消しが、 指定居宅介護支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取
消しの処分の理由 となっ た事実及び当該事実の発生を防止するための当該指
定居宅介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その
他の当該事実に関して当該指定居宅介護支援事業者が有していた責任の程度
を考慮して、 この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととするこ
とが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当す
る場合を除 く 。

(5) の2 申請者と密接な関係を有する者が、 第 84 条第1項又は第 115 条の
35第6項の規定により指定を取り消され、 その取消しの日 から起算して5年
を経過していないとき。 ただし、 当該指定の取消しが、 指定居宅介護支援事
業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となっ た事実及び
当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援事業者による業務管
理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅
介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、 この号本文に規定する
指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものと
して厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除 く 。

(6) 申請者が、 第 84条第1項又は第115条の 35第6項の規定による指定の
取消しの処分に係る行政手続法第 15 条の規定による通知があ っ た日 から当
該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日 ま での間に第 82 条第2
項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の
理由がある者を除 く 。）で、当該届出の日 から起算して5年を経過しないもの
であるとき。

(6) の2 申請者が、第 83 条第1項の規定による検査が行われた日 から聴聞決
定予定日（当該検査の結果に基づき第 84条第1項の規定による指定の取消し
の処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込ま れる日 として厚生
労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた
日 から10 日 以内に特定の日 を通知した場合における当該特定の日 をいう。）
ま での間に第 82条第2項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業
の廃止について相当の理由がある者を除 く 。）で、当該届出の日 から起算して
5年を経過しないものであるとき。

(6) の3 第6号に規定する期間内に第 82 条第2項の規定による事業の廃止
の届出があっ た場合において、申請者が、同号の通知の日 前 60日 以内に当該
届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除 く 。）の
役員等又は当該届出に係る法人でない事業所（当該事業の廃止について相当
の理 山 があるものを除 く 。）の管理者であっ た者で、当該届出の日 から起算し
て5年を経過しないものであるとき。

(7) 申請者が、 指定の申請前5年以内に居宅サ ー ビス 等に関し不正又は著し
く 不当な行為をした者であるとき。

(8) 申請者が、 法人で、 その役員等のうちに第3号の2から第5号ま で又は
第6号から前号ま でのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

(9) 申請者が、 法人でない事業所で、 その管理者が第3号の2から第5号ま
で又は第6号から第7号ま でのいずれかに該当する者であるとき。

3 市町村が前項第1号の条例を定めるに当たっ ては、 厚生労働省令で定める基
準に従い定めるものとする。



（指定の更新）
第 79条の2 第 46 条第1項の指定は、 6年ごとにその更新を受けなければ、 そ

の期間の経過によっ て、 その効力を失う。
2 前項の更新の申請があっ た場合において、 同項の期間（以下この条において

「指定の有効期間」という。）の満了の日 ま でにその申請に対する処分がされな
いときは、 従前の指定は、 指定の有効期間の満了後もその処分がされるま での
間は、 なおその効力を有する。

3 前項の場合において、 指定の更新がされたときは、 その指定の有効期間は、
従前の指定の有効期間の満了の日 の翌日 から起算するものとする。

4 前条の規定は、 第1項の指定の更新について準用する。
【基準】
上記の条文による。

• 紀の川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する甚準等を定める条

参 考 資 料
例
• 紀の川市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関す
る要綱
■設定 □未設定

標 準 処 理期間
おおむね60日

備 考

設 定 日 平成31 年3 月31 日



《 I D246900A 申請 高齢介護課 介護保険法第1 1 5条の 1 2第1 項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I令和 6年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 指定地域密着型介護予防サー ビス 事業者の指定

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第115条の12第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
介護保険法第115条の12第1 項•第2項•第4項
介護保険法施行令第35条の2、 第35条の3、 第35条の 4

基 準 規 定
介護保険法施行規則第140 条の24、 第140 条の25、 第140 条の26
0紀の川市指定地域密着型介護予防サ ー ビス の事業の人員、 設備及び運営並 びに
指定地域密着型介護予防サ ー ビス に係る介護予防のための効果的な支援の方法に
関する基準等を定める条例第3 条

■設定 □未設定

（指定地域密着型介護予防サ ー ビス事業者の指定）
第115条の12 第54 条の2第1項本文の指定は、 厚生労働省令で定めるところ

により、 地域密着型介護予防サ ー ビス 事業を行う者の申請により、 地域密着型
介護予防サ ー ビス の種類及び当該地域密着型介護予防サ ー ビス の種類に係る地
域密着型介護予防サ ー ビス 事業を行う事業所（以下この節において「事業所」
という。） ごとに行い、 当該指定をする市町村長がその長である市町村が行う介
護保険の被保険者（特定地域密着型介護予防サ ー ビスに係る指定にあっ ては、
当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地
特例適用居宅要支援被保険者を含む。）に対する地域密着型介護予防サ ー ビ ス 貨
及び特例地域密着型介護予防サ ー ビス 費の支給について、 その効力を有する。

審 査 基 準 2 市町村長は、 前項の申請があっ た場合において、 次の各号のいずれかに該当
するときは、 第54条の2第1項本文の指定をしてはならない。
(1) 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。
(2) 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並 びに人員が、 第115 条

の 14 第1項の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定
める員数又は同条第5項に規定する指定地域密着型介護予防サ ー ビスに従事
する従業者に関する基準を満たしていないとき。

(3) 申請者が、第115条の14第2項又は第5項に規定する指定地域密着型介
護予防サ ー ビス に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又
は指定地域密着型介護予防サ ー ビス の事業の設備及び運営に関する基準に従
っ て適正な地域密着型介護予防サ ー ビス 事業の運営をすることができないと
認められるとき。



(4) 当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であっ て、 そ
の所在地の市町村長の同意を得ていないとき。

(4) の2 申請者が、 禁錮以上の刑に処せられ、 その執行を終わり、 又は執行
を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(5) 申請者が、 この法律 その他国民の保 健医療若しくは福祉に関する法律 で
政令で定めるものの規定により罰 金の刑に処せられ、 その執行を終わり、 又
は執行を受けることがなくなるま での者であるとき。

(5) の2 申請者が、 労働に関する法律 の規定であっ て政令で定めるものによ
り罰 金の刑に処せられ、 その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくな
るま での者であるとき。

(5) の3 申請者が、 保険料等について、 当該申請をした日 の前日 ま でに、 納
付義務を定めた法律 の規定に基づく滞納処分を受け、 かつ、 当該処分を受け
た日 から正当な理 由 なく3月以上の期間にわたり、 当該処分を受けた日 以降
に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。

(6) 申請者（介護予 防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除
く。） が、 第115条の1 9（第2号から第5号ま でを除く。） の規定により指定
（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定を除く。）を取り消され、 そ
の取消しの日 から起算して5年を経過しない者（当該指定を取り消された者
が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の
規定による通知があっ た日 前 60 日 以内に当該法人の役員等であっ た者で当
該取梢しの日 から起算して5年を経過しないものを含み、 当該指定を取り消
された者が法人でない事業所である場合においては、 当該通知があ っ た日 前
60日 以内に当該事業所の管理者であっ た者で当該取消しの日 から起算して5
年を経過しないものを含む。）であるとき。 ただし、 当該指定の取消しが、 指
定地域密贅型介護予防サ ー ビス 事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消
しの処分の理 由 となっ た事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定
地域密着型介護予防サ ー ビス 事業者による業務管理体制の整備についての取
組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サ ー ビ ス 事
業者が有していた責任の程度を考慮して、 この号本文に規定する指定の取消
しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労
働省令で定めるものに該当する場合を除く。

(6) の2 申請者（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に
限る。） が、 第115条の1 9（第2号から第5号ま でを除く。） の規定により指
定（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定に限る。） を取り消され、
その取消しの日 から起算して5年を経過しない者（当該指定を取り消された
者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条
の規定による通知があ っ た日 前 60 日 以内に当該法人の役員等であっ た者で
当該取消しの日 から起算して5年を経過しないものを含み、 当該指定を取り
消された者が法人でない事業所である場合においては、 当該通知があ っ た日
前 60 日 以内に当該事業所の管理者であっ た者で当該取消しの日 から起算し
て5年を経過しないものを含む。）であるとき。 ただし、当該指定の取消しが、
指定地域密着型介護予防サ ー ビス 事業者の指定の取消しのうち当該指定の取
消しの処分の理 由 となっ た事実及び当該事実の発生を防止するための当該指
定地域密着型介護予防サ ー ビス 事業者による業務管理体制の整備についての
取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サ ー ビス
事業者が有していた責任の程度を考慮して、 この号本文に規定する指定の取
消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生
労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

(6) の3 申請者と密接な関係を有する者が、 第115条の1 9（第2号から第5
号ま でを除く。）の規定により指定を取り消され、 その取消しの日 から起算し



て5年を経過していないとき。 ただし、 当該指定の取消しが、 指定地域密着
型介護予防サ ー ビス 事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の
理 由 となっ た事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型
介護予防サ ー ビス 事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況そ
の他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サ ー ビス 事業者が有し
ていた責任の程度を考慮して、 この号本文に規定する指定の取消しに該当し
ない こととする ことが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定
めるものに該当する場合を除く。

(7) 申請者が、第115条の1 9（第2号から第5号までを除く。）の規定による
指定の取消しの処分に係る行政手続法第 15 条の規定による通知があ っ た日
から当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日 ま での間に第 115
条の15第2項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止につ
いて相当の理 由 がある者を除く。）で、 当該届出の日 から起算して5年を経過
しないものであるとき。

(7) の2 前号に規定する期間内に第 115 条の 15 第2項の規定による事業の
廃止の届出があっ た場合において、 申請者が、 同号の通知の日 前 60日 以内に
当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理 由 がある法人を除
く。）の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所（当該事業の廃止につい
て相当の理 山があるものを除く。）の管理者であっ た者で、 当該届出の日 から
起算して5年を経過しないものであるとき。

(8) 申請者が、 指定の申請前5年以内に居宅サ ー ビス 等に関し不正又は著し
く不当な行為をした者であるとき。

(9) 申請者（介護予 防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除
く。）が、 法人で、 その役員等のうちに第4号の2から第6号ま で又は前3号
のいずれかに該当する者のあるものであるとき。

(10) 申請者（介護予 防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限
る。）が、 法人で、 その役員等のうちに第4号の2から第5号の3ま で、 第6
号の2又は第7号から第8号ま でのいずれかに該当する者のあるものである
とき。

(11) 申請者（介護予 防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除
く。）が、 法人でない事業所で、 その管理者が第4号の2から第6号ま で又は
第7号から第8号ま でのいずれかに該当する者であるとき。

(12) 申請者（介護予 防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限
る。）が、法人でない事業所で、その管理者が第4号の2から第5号の3ま で、
第6号の2又は第7号から第8号ま でのいずれかに該当する者であるとき。

3 市町村が前項第1号の条例を定めるに当たっ ては、 厚生労働省令で定める基
準に従い定めるものとする。

4 市町村長は、 第1項の申請があっ た場合において、 次の各号のいずれかに該
当するときは、 第54条の2第1項本文の指定をしない ことができる。
(1) 申請者（介護予 防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除

く。） が、 第115条の1 9第2号から第5号ま での規定により指定（介護予防
認知症対応型共同生活介護に係る指定を除く。）を取り消され、 その取消しの
日 から起算して5年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人であ
る場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による
通知があ っ た日 前 60 日 以内に当該法人の役員等であっ た者で当該取消しの
日 から起算して5年を経過しないものを含み、 当該指定を取り消された者が
法人でない事業所である場合においては、当該通知があ っ た日 前 60日 以内に
当該事業所の管理者であっ た者で当該取消しの日 から起算して5年を経過し
ないものを含む。） であるとき。

(1) の2 申請者（介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に



限る。） が、 第115条の1 9第2号から第5号ま での規定により指定（介護予
防認知症対応型共同生活介護に係る指定に限る。）を取り消され、 その取消し
の日 から起算して5年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人で
ある場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定によ
る通知があ っ た日 前 60 日 以内に当該法人の役員等であっ た者で当該取消し
の日 から起算して5年を経過しないものを含み、 当該指定を取り消された者
が法人でない事業所である場合においては、当該通知があ っ た日 前 60日 以内
に当該事業所の管理者であっ た者で当該取消しの日 から起算して5年を経過
しないものを含む。） であるとき。

(1) の3 申請者と密接な関係を有する者が、第115条の1 9第2号から第5号
ま での規定により指定を取り消され、 その取消しの日 から起算して5年を経
過していないとき。

(2) 申請者が、第115条の1 9第2号から第5号までの規定による指定の取消
しの処分に係る行政手続法第 15 条の規定による通知があ っ た日 から当該処
分をする日 又は処分をしないことを決定する日 ま での間に第 115 条の 15 第
2項の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当
の理由がある者を除く。）で、 当該届出の日 から起算して5年を経過しないも
のであるとき。

(2) の2 申請者が、第115条の17第1項の規定による検査が行われた日 から
聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第115条の1 9の規定による指定の
取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込ま れる日 とし
て厚生労働省令で定めるとこ ろにより市町村長が当該申請者に当該検査が行
われた日 から 10 日 以内に特定の日 を通知した場合における当該特定の日 を
いう。） ま での間に第115条の15第2項の規定による事業の廃止の届出をし
た者（当該事業の廃止について相当の理 山 がある者を除く。）で、 当該届出の
日 から起算して5年を経過しないものであるとき。

(2) の3 第2号に規定する期間内に第 115 条の 15 第2項の規定による事業
の廃止の届出があっ た場合において、 申請者が、 同号の通知の日 前 60日 以内
に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由 がある法人を除
く。）の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所（当該事業の廃止につい
て相当の理 由があるものを除く。）の管理者であっ た者で、 当該届出の日 から
起算して5年を経過しないものであるとき。

(3) 申請者（介護予 防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除
く。）が、 法人で、 その役員等のうちに第1号又は前3号のいずれかに該当す
る者のあるものであるとき。

(4) 申請者（介護予 防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限
る。）が、 法人で、 その役員等のうちに第1号の2又は第2号から第2号の3
ま でのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

(5) 申請者（介護予 防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除
く。）が、 法人でない事業所で、 その管理者が第1号又は第2号から第2号の
3ま でのいずれかに該当する者であるとき。

(6) 申請者（介護予 防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限
る。）が、 法人でない事業所で、 その管理者が第1号の2又は第2号から第2
号の3ま でのいずれかに該当する者であるとき。

5 市町村長は、 第54条の2第1項本文の指定を行おうとするときは、 あらかじ
め、 当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させる
ために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

6 市町村長は、 第54条の2第1項本文の指定を行うに当たっ て、 当該事業の適
正な運営を確保 するために必要と認める条件を付することができる。

7 第 78 条の2第9項から第11 項までの規定は、第54条の2第1項本文の指定



について準用する。 この場合において、 これらの規定に関し必要な技術的読替
えは、 政令で定める。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

•紀の川市指定地域密着型介護予防サ ー ビス の事業の人員、 設備及び運営亜 びに
指定地域密着型介護予防サ ー ビス に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

参 考 資 料
関する某準等を定める条例
•紀の川市指定地域密着型サ ー ビス 事業所及び指定地域密培型介護予防サ ー ビス
事業所の指定等に関する要綱

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね90日

備 考

設 定 日 令和 7 年 3 月 31 日



《 I D247200A 申請 高齢介護課 介護保険法第1 1 5条の21 》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I令和 6年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 指定地域密着型介護予防サー ビス 事業者の指定の更新（第 70 条の2第1 項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第115条の21

＜審査基準／標準処理期間＞
介護保険法第 70 条の2、 第115条の12第1 項•第2項•第 4項
介護保険法施行規則第140 条の24、 第140 条の25、 第140 条の26

基 準 規 定 0紀の川市指定地域密着型介護予防サ ー ビス の事業の人員、 設備及び運営並 びに
指定地域密培型介護予防サ ー ビス に係る介護予防のための効果的な支援の方法に
関する基準等を定める条例第3 条

■設定 □未設定

（準用）
第115条の21 第 70 条の2の規定は、 第54条の2第1項本文の指定について準

用する。 この場合において、 第 70 条の2第4項中 「前条」とあるのは、 「第115
条の12」と読み替えるものとするほか、 必要な技術的読替えは、 政令で定める。

審 査 基 準

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

• 紀の川市指定地域密着型介護予防サ ー ビス の事業の人員、 設備及び運営並 びに
指定地域密培型介護予防サ ー ビス に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

参 考 資 料 関する基準等を定める条例
• 紀の川市指定地域密着型サ ー ビス 事業所及び指定地域密着型介護予防サ ー ビス
事業所の指定等に関する要綱
■設定 □末設定

標 準 処 理期間
おおむね60日

備 考



設 定 日 ！ 令和 7 年 3 月 31 日



《 I D247750A 申請 高齢介護課 介護保険法第1 1 5条の45の3第5項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I令和3 年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 第一号事業支給費の支給

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第115条の 45の3 第5項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定
介護保険法第115条の 45の3 第5項
介護保険法施行規則第140 条の 63 の2第1 項、 第140 条の 63 の3

■設定 □未設定

（指定事業者による第1号事業の実施）
第 115 条の 45 の3 市町村は、 第1号事業（第1号介護予防支援事業にあっ て

は、 居宅要支援被保険者に係るものに限る。）については、 居宅要支援被保険者
等が、 当該市町村の長が指定する者（以下「指定事業者」という。）の当該指定
に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号事業を利用した場合
において、 当該居宅要支援被保険者等に対し、 当該第1号事業に要した費用に
ついて、 第1号事業支給費を支給することにより行うことができる。

2 前項の第1号事業支給費（以下「第1号事業支給費」という。）の額は、 第1
号事業に要する費用の額を勘案して、 厚生労働省令で定めるとこ ろにより算定
する額とする。

3 居宅要支援被保険者等が、 指定事業者の当該指定に係る第1号事業を行う事
業所により行われる当該第1号事業を利用したときは、 市町村は、 当該居宅要

審 査 基 準 支援被保険者等が当該指定事業者に支払うべき当該第1号事業に要した費用に
ついて、 第1号事業支給費として当該居宅要支援被保険者等に対し支給すべき
額の限度において、 当該居宅要支援被保険者等に代わり、 当該指定事業者に支
払うことができる。

4 前項の規定による支払があっ たときは、 居宅要支援被保険者等に対し第1号
事業支給費の支給があっ たものとみなす。

5 市町村は、 指定事業者から第1号事業支給費の請求があっ たときは、 厚生労
働省令で定めるところにより審査した上、 支払うものとする。

6 市町村は、 前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託する
ことができる。

7 前項の規定による委託を受けた連合会は、 当該委託をした市町村の同意を得
て、 厚生労働省令で定めるところにより、 当該委託を受けた事務の一部を、 営
利を 目 的としない法人であっ て厚生労働省令で定める要件に該当するものに委
託することができる。



【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
国民健康保険連合会から請求のあっ たものについては請求のあっ た 13 からおおむ

標 準 処 理期間 ね30日 。
紀の） 1 |市介護予防・日 常生活支援総合事業委託契約にかかるものについては請求
のあっ た日 からおおむね60日 。

備 考

設 定 日 令和 4 年 3 月 31 日



《 I D247800A 申請 高齢介護課 介護保険法第1 1 5条の45の5第1 項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I令和 6年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 第一号事業を行う指定事業者の指定

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第115条の 45の5第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定
介護保険法第115条の 45の5
介護保険法施行規則第140 条の 63 の5、 第140 条の 63 の 6

■設定 □未設定

（指定事業者の指定）
第115条の 45の5 第115条の 45の3第1項の指定（第115条の 45の7第1項

を除き、 以下この章において「指定事業者の指定」という。）は、 厚生労働省令
で定めるところにより、 第1号事業を行う者の申請により、 当該事業の種類及
び当該事業の種類に係る当該第1号事業を行う事業所 ごとに行う。

審 査 基 準 2 市町村長は、 前項の申請があっ た場合において、 申請者が、 厚生労働省令で
定める基準に従 っ て適正に第1号事業を行うことができないと認められるとき
は、 指定事業者の指定をしてはならない。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね30日

備 考

設 定 日 令和 7年3 月31日



《 I D247900A 申請 高齢介護課 介護保険法第1 1 5条の45の6第1 項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日 （掲載日） I 令和 6年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 第一号事業を行う指定事業者の指定の更新

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第115条の 45の 6 第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定
介護保険法第115条の 45の5、 第115条の 45の 6
介護保険法施行規則第140 条の 63 の5、 第140 条の 63 の 6、 第140 条の 63 の 7

■設定 □ 末設定

（指定の更新）
第115条の 45の6 指定事業者の指定は、厚生労働省令で定める期間 ごとにその

更新を受けなければ、 その期間の経過によって、 その効力を失う。
2 前項の更新の申請があっ た場合において、 同項の期間（以下 この条において

「有効期間」という。）の満了の日 ま でにその申請に対する処分がされないとき
は、 従前の指定事業者の指定は、 有効期間の満了後もその処分がされるま での

審 査 基 準 間は、 なおその効力を有する。
3 前項の場合において、 指定事業者の指定の更新がされたときは、 その有効期

間は、 従前の有効期間の満了の日 の翌日 から起算するものとする。
4 前条の規定は、 指定事業者の指定の更新について準用する。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標準 処理期間

おおむね30日

備 考



設 定 日 ！ 令和 7年3 月31日



《1D289400A申請 高齢介護課 介護保険法施行規則第27条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日 （掲載日） I 令和4年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 被保険者証の再交付

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法施行規則第27条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 介護保険法施行規則第27条第1 項・第2項

■設定 □末設定

（被保険者証の再交付及び返還）
第27条 被保険者証の交付を受けている者は、 当該被保険者証を破り、 汚し、 又

は失っ たときは、 直ちに、 第1号に掲げる事項（第2号に掲げる書類を提示す
る場合には、 第1号イ及びハに掲げる事項） を記載した申請薔を市町村に提出
して、 その再交付を申請しなければならない。
(1) 次に掲げる事項

イ 氏名、 生年月日 及び住所
ロ 個人番号
ハ 再交付申請の理由

(2) 氏名及び生年月日 又は住所（以下 「個人識別事項」という。）が記載され
た書類であっ て、 次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ 個人番号カ ー ド（番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カ ー ドを

審 査 基 準 いう。 以下同じ。）又は行政手続における特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律 施行規則（平成26年内閣府・総務省令第3号。 以下
「番号利用法施行規則」という。） 第1条第1項第1号に掲げる書類

ロ イに掲げるもののほか、 官公署から発行され、 又は発給された書類その
他これに類する書類であっ て、 写真の表示その他の当該書類に施された措
置によっ て、 当該申請を行う被保険者が当該督類に記載された個人識別事
項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することがで
きるものとして市町村長が適当と認めるもの

ハ イ及び口に掲げるもののほか、 番号利用法施行規則第2条第3項第1号
に掲げる書類（介護保険の被保険者証を除く。） 又は官公署から発行され、
若しくは発給された暑類その他これに類する督類であっ て市町村長が適当
と認めるもののうち2以上の書類

2 被保険者証を破り、 又は汚した場合の前項の申請には、 同項の申請書に、 そ
の被保険者証を添えなければならない。



3 被保険者は、 被保険者証の再交付を受けた後、 失っ た被保険者証を発見した
ときは、 直ちに、 発見した被保険者証を市町村に返還しなければならない。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標準 処理期間

おおむね1日

備 考

設 定 日 令和5年3 月31日



《 1 D289500A 申請 高齢介護課 介護保険法施行規則第28条の2第4項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日 （掲載日） I 令和4年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 負担割合証の再交付

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法施行規則第28 条の2第 4項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 介護保険法施行規則第28 条の2第 4項

■設定 □末設定

（負担割合証の交付等）
第28 条の2 市町村は、 要介護被保険者（法第 41 条第1項に規定する要介護被

保険者をいう。 以下同じ。） 又は居宅要支援被保険者（法第53 条第1項に規定
する居宅要支援被保険者をいう。 以下同じ。）に対し、 様式第1号の2による利
用者負担の割合を記載した証（以下「負担割合証」という。）を、 有効期限を定
めて交付しなければならない。

2 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が、 次の各号のいずれかに該当する
に至っ たときは、 当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、 遅滞なく、
負担割合証を市町村に返還しなければならない。
(1) 負担割合証に記載された利用者負担の割合が変更されたとき。
(2) 負担割合証の有効期限に至っ たとき。

3 前条の規定は、 負担割合証の検認及び更新について準用する。 この場合にお
審 査 基 準 いて、 同条第2項中「第1号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第2

号被保険者（以下「被保険者証交付済被保険者」という。）」とあるのは、 「要介
護被保険者又は居宅要支援被保険者」 とする。

4 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、 負担割合証を破り、 汚し、 又は
失っ たときは、 直ちに、 第1号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出
し、 第2号に掲げる督類（当該申請督に個人番号を記載しない場合に限る。）を
提示して、 その再交付を申請しなければならない。
(1) 次に掲げる事項

イ 氏名、 生年月日 及び住所
ロ 個人番号又は被保険者証の番号
ハ 再交付申請の理由

(2) 個人識別事項が記載された書類であっ て、 次に掲げるもののいずれかに
該当するもの
イ 個人番号カ ー ド又は番号利用法施行規則第1条第1項第1号に掲げる書



類
口 イに掲げるもののほか、 官公署から発行され、 又は発給された書類その

他これに類する書類であっ て、 写真の表示その他の当該書類に施された措
置によっ て、 当該申請を行う要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が当
該督類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者
であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるも
の

ハ イ及び口に掲げるもののほか、 番号利用法施行規則第2条第3項第1号
に掲げる書類又は官公署から発行され、 若しくは発給された書類その他こ
れに類する書類であっ て市町村長が適当と認めるもののうち2以上の書類

5 負担割合証を破り、 又は汚した場合の前項の申請には、 同項の申請書に、 そ
の負担割合証を添えなければならない。

6 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証の再交付を受けた後、
失っ た負担割合証を発見したときは、 直ちに、 発見した負担割合証を市町村に
返還しなければならない。

【某準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標準 処理期間

おおむね1日

備 考

設 定 日 令和5年3 月31日



《 1 D289600A 申請 高齢介護課 介護保険法施行規則第83条の6第1 項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日 （掲載日） I 令和4年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 特定入所者介護サ ー ビス 費に係る負担限度額の認定

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法施行規則第 83 条の 6 第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 介護保険法施行規則第 83 条の5、 第 83 条の 6 第1 項•第2項•第3 項

■設定 □末設定

（特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定）
第 83 条の6 前条の規定による市町村の認定（以下この条において 「認定」とい

う。）を受けようとする要介護被保険者は、 次に掲げる事項を記載した申請書を
市町村に提出しなければならない。
(1) 前条各号のいずれかに該当する旨
(2) 氏名、 生年月日 、 住所及び個人番号
(3) 指定施設サ ー ビス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を

受けている場合にあっ ては、 当該指定施設サ ー ビス 等又は地域密着型介護老
人福祉施設入所者生活介護を受けている介護保険施設又は地域密着型介護老
人福祉施設の名称及び所在地

(4) 前号の介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、 又は入
院した年月日

審 査 基 準 ( 5 ) 被保険者証の番号
(6) 特定介護サ ー ビス を受ける日 の属する年の前年に厚生労働大 臣が定める

年金たる給付の支払を受けている場合にあっ ては、 当該給付の種別
2 前項の申請書には、 同項第1号及び第4号に掲げる事項を証する書類並 びに

前条第1号イからホま で又は第4号口に掲げる事項を市町村が銀行、 信託会社
その他の機関に確認する ことの同意暑を添付しなければならない。 ただし、 市
町村は、 当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によっ て確認する ことが
できるときは、 当該書類を省略させることができる。

3 第1項の申請は、 被保険者証を提示して行うものとする。
4 市町村は、 第1項の申請に基づき、 認定を行っ たときは、 様式第1号の2の

2による認定証（以下 「認定証」という。）を、 当該認定を行っ た要介護被保険
者に有効期限を定めて交付しなければならない。

5 認定を受けた要介護被保険者が、 次のいずれかに該当するに至っ たときは、
遅滞なく、 認定証を市町村に返還しなければならない。



(1) 前条各号のいずれにも該当しなくなっ たとき。
(2) 認定証の有効期限に至っ たとき。

6 第28 条の規定は、 認定証の検認及び更新について準用する。
7 要介護被保険者は、 認定証を破り、 汚し、 又は失っ たときは、 直ちに、 第1号

に掲げる事項（第2号に掲げる書類を提示する場合には、 第1号イ及びハに掲
げる事項） を記載した申請書を市町村に提出して、 その再交付を受けなければ
ならない。
(1) 次に掲げる事項

イ 氏名、 生年月日 及び住所
ロ 個人番号
ハ 再交付申請の理由

(2) 個人識別事項が記載された書類であっ て、 次に掲げるもののいずれかに
該当するもの
イ 個人番号カ ー ド又は番号利用法施行規則第1条第1項第1号に掲げる薔

類
ロ イに掲げるもののほか、 官公署から発行され、 又は発給された書類その

他これに類する書類であっ て、 写真の表示その他の当該書類に施された措
置によっ て、 当該申請を行う要介護被保険者が当該書類に記載された個人
識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認するこ
とができるものとして市町村長が適当と認めるもの

ハ イ及び 口 に掲げるもののほか、 番号利用法施行規則第2条第3項第1号
に掲げる書類又は官公署から発行され、 若しくは発給された書類その他こ
れに類する書類であっ て市町村長が適当と認めるもののうち2以上の書類

8 認定証を破り、 又は汚した場合の前項の申請には、 同項の申請書に、 その認
定証を添えな ければならない。

， 要介護被保険者は、 認定証の再交付を受けた後、 失っ た認定証を発見したと
きは、 直ちに、 発見した認定証を市町村に返還しなければならない。

10 認定を受けた要介護被保険者に係る第29条、第30 条及び第32条の規定によ
る届書には、 当該届出に係る被保険者証及び負担割合証に加えて、 当該要介護
被保険者に係る認定証を添えな ければならない。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標準 処理期間

おおむね30日

備 考

設 定 日 令和5年3 月31日



《ID289700A申請 高齢介護課 介護保険法施行規則第83条の6第7項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I令和4年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 特定入所者の負担限度額認定証の再交付

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法施行規則第 83 条の 6 第 7項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 介護保険法施行規則第 83 条の 6 第 7項•第 8 項

■設定 □未設定

（特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定）
第 83 条の6 前条の規定による市町村の認定（以下この条において「認定」とい

う。）を受けようとする要介護被保険者は、 次に掲げる事項を記載した申請書を
市町村に提出しなければならない。
(1) 前条各号のいずれかに該当する旨
(2) 氏名、 生年月日 、 住所及び個人番号
(3) 指定施設サ ー ビス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を

受けている場合にあっ ては、 当該指定施設サ ー ビス 等又は地域密着型介護老
人福祉施設入所者生活介護を受けている介護保険施設又は地域密着型介護老
人福祉施設の名称及び所在地

(4) 前号の介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、 又は入
院した年月日

審 査 基 準 ( 5 )  被保険者証の番号
(6) 特定介護サ ー ビス を受ける日 の属する年の前年に厚生労働大 臣が定める

年金たる給付の支払を受けている場合にあっ ては、 当該給付の種別
2 前項の申請書には、 同項第1号及び第4号に掲げる事項を証する書類並 びに

前条第1号イからホま で又は第4号口に掲げる事項を市町村が銀行、 信託会社
その他の機関に確認することの同意書を添付しなければならない。 ただし、 市
町村は、 当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によっ て確認することが
できるときは、 当該書類を省略させることができる。

3 第1項の申請は、 被保険者証を提示して行うものとする。
4 市町村は、 第1項の申請に基づき、 認定を行っ たときは、 様式第1号の2の

2による認定証（以下「認定証」という。）を、 当該認定を行っ た要介護被保険
者に有効期限を定めて交付しなければならない。

5 認定を受けた要介護被保険者が、 次のいずれかに該当するに至っ たときは、
遅滞なく、 認定証を市町村に返還しなければならない。



(1) 前条各号のいずれにも該当しなくなっ たとき。
(2) 認定証の有効期限に至っ たとき。

6 第 28 条の規定は、 認定証の検認及び更新について準用する。
7 要介護被保険者は、 認定証を破り、 汚し、 又は失っ たときは、 直ちに、 第1号

に掲げる事項（第2号に掲げる書類を提示する場合には、 第1号イ及びハに掲
げる事項） を記載した申請書を市町村に提出して、 その再交付を受けなければ
ならない。
(1) 次に掲げる事項

イ 氏名、 生年月日 及び住所
ロ 個人番号
ハ 再交付申請の理由

(2) 個人識別事項が記載された書類であっ て、 次に掲げるもののいずれかに
該当するもの
イ 個人番号カ ー ド又は番号利用法施行規則第1条第1項第1号に掲げる書

類
ロ イに掲げるもののほか、 官公署から発行され、 又は発給された書類その

他これに類する書類であっ て、 写真の表示その他の当該書類に施された措
置によっ て、 当該申請を行う要介護被保険者が当該書類に記載された個人
識別事項により識別される特定の個人と同一の者である ことを確認する こ
とができるものとして市町村長が適当と認めるもの

ハ イ及び口に掲げるもののほか、 番号利用法施行規則第 2条第3項第1号
に掲げる書類又は官公署から発行され、 若しくは発給された書類その他こ
れに類する督類であっ て市町村長が適当と認めるもののうち2以上の督類

8 認定証を破り、 又は汚した場合の前項の申請には、 同項の申請書に、 その認
定証を添えなければならない。

， 要介護被保険者は、 認定証の再交付を受けた後、 失っ た認定証を発見したと
きは、 直ちに、 発見した認定証を市町村に返還しなければならない。

10 認定を受けた要介護被保険者に係る第 29 条、第 30 条及び第 32 条の規定によ
る届書には、 当該届出に係る被保険者証及び負担割合証に加えて、 当該要介護
被保険者に係る認定証を添えなければならない。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね1日

備 考

設 定 日 令和 5 年 3 月 31 日



《1D289900A申請 高齢介護課 介護保険法施行規則第97条の4》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I令和4年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称
特定入所者介護予防サー ビス 費に係る負担限度額の認定（第 83 条の 6 第 1 項準
用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法施行規則第 97条の 4

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定
介護保険法施行規則第 83 条の 6 第1 項•第2項•第3 項、 第 97条の3、 第 97条
の 4

■設定 □未設定

（準用）
第 97条の4 第 83 条の6第1項第1号、 第2号、 第5号及び第6号並 びに第2

項から第10 項ま で、 第 83 条の7並 びに第 83 条の8の規定は、 特定入所者介護
予防サ ー ビス 費について準用する。 この場合において、 次の表の上欄に掲げる
規定中同表の中欄に掲げる字句は、 それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替

審 査 基 準 えるものとする。
表 省略

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね30日

備 考

設 定 日 令和5年3 月31日



《1D290000A申請 高齢介護課 介護保険法施行規則第97条の4》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I平成 30 年 4 月 1 日

く処分の概要＞

許認可等の名称
特定入所者介護予防サー ビス 費に係る負担限度額認定証の再交付（第 83 条の 6 第
7 項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法施行規則第 97 条の 4

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 介護保険法施行規則第 97 条の 4

■設定 □未設定

（準用）
第 97 条の4 第 83 条の 6 第1項第1号、 第 2 号、 第 5 号及び第 6 号並 びに第 2

項から第 1 0 項ま で、 第 83 条の 7 並 びに第 83 条の 8 の規定は、 特定入所者介護
予防サ ー ビ ス 貸について準用する。 この場合において、 次の表の上欄に掲げる
規定中同表の中欄に掲げる字句は、 それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替

審 査 基 準 えるものとする。
表 省略

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね1日

備 考

設 定 日 平成 3 1 年 3 月 3 1 日



《ID290140A申請 高齢介護課 介護保険法施行規則第172条の2》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I令和4年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称
要介護 旧措置入所者における特定入所者介護サ ー ビス 費に係る負担限度額の認定
（第 83 条の 6 第1 項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法施行規則第172条の2

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 介護保険法施行規則第 83 条の 6 第1 項•第2項•第3 項、 第172条の2

■設定 □未設定

（施行法第13 条第5項の厚生労働省令で定める要介護 旧措置入所者）
第172条の2 第 83 条の5、 第 83 条の6（第1項第6号を除く。）、 第 83 条の7

及び第 83 条の8の規定は、 施行法第13 条第5項の厚生労働省令で定める要介
護旧措置入所者（同条第3項に規定する要介護 旧措置入所者をいう。）について
準用する。 この場合において、 次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

審 査 基 準 る字句は、 それぞれ同表の下襴に掲げる字句に読み替えるものとする。
表 省略

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

口設定 ■未設定
標 準 処 理期間

備 考

設 定 日 令和5年3 月31日



《ID290150A申請 高齢介護課 介護保険法施行規則第172条の2》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I令和4年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称
要介護 旧措置入所者における負担限度額認定証の再交付（第 83 条の 6 第 7項準
用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法施行規則第172条の2

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 介護保険法施行規則第 83 条の 6 第 7項・第 8 項、 第172条の2

■設定 □未設定

（施行法第13 条第5項の厚生労働省令で定める要介護 旧措置入所者）
第172条の2 第 83 条の5、 第 83 条の6（第1項第6号を除く。）、 第 83 条の7

及び第 83 条の8の規定は、 施行法第13 条第5項の厚生労働省令で定める要介
護旧措置入所者（同条第3項に規定する要介護 旧措置入所者をいう。）について
準用する。 この場合において、 次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

審 査 基 準 る字句は、 それぞれ同表の下襴に掲げる字句に読み替えるものとする。
表 省略

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

口設定 ■未設定
標 準 処 理期間

備 考

設 定 日 令和5年3 月31日



《ID290160A申請 高齢介護課 介護保険法施行規則第172条の2》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I令和4年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称
要介護 旧措置入所者における特定入所者介護サ ー ビス費の特例支給（第 83 条の 8
第1 項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法施行規則第172条の2

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 介護保険法施行規則第 83 条の 8、 第172条の2

■設定 □未設定

（施行法第13 条第5項の厚生労働省令で定める要介護 旧措置入所者）
第172条の2 第 83 条の5、 第 83 条の6（第1項第6号を除く。）、 第 83 条の7

及び第 83 条の8の規定は、 施行法第13 条第5項の厚生労働省令で定める要介
護旧措置入所者（同条第3項に規定する要介護 旧措置入所者をいう。）について
準用する。 この場合において、 次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

審 査 基 準 る字句は、 それぞれ同表の下襴に掲げる字句に読み替えるものとする。
表 省略

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

口設定 ■未設定
標 準 処 理期間

備 考

設 定 日 令和5年3 月31日
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《ID182100A申請 陣害福祉課 特別児童扶養手 当等の支給に関する 法律第26条の5》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和4年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 特別障害者手当の受給資格の再認定（第5条第2項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第26 条の5

＜審査基準／標準処理期間＞
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第2条第3 項、 第5条第2項、 第26 条の

基 準 規 定
2、 第26 条の3
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 施行令第1 条第2項、 別表第1、 別表第2
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第14条

口設定 ■ 末設定

末設定理由 ： 法令の規定において判断某準が言い尽くされているので、 審査某準
の設定は不要であるため。

審 査 基 準

【基準】

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね14 13 

備 考

設 定 日 令和5年3 月31日



《ID182500A申請 陣害福祉課 特別児童扶養手 当等の支給に関する 法律第26条の5》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和4年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 特別障害者手当の受給資格の認定（第1 9条準用）

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第26 条の5

＜審査基準／標準処理期間＞
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第2条第 3 項、 第1 9条、 第26 条の2、

基 準 規 定
第26 条の3
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 施行令第1 条第2項、 別表第1、 別表第2
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第14条

口設定 ■ 末設定

末設定理由 ： 法令の規定において判断某準が言い尽くされているので、 審査某準
の設定は不要であるため。

審 査 基 準

【基準】

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね20 13 

備 考

設 定 日 令和5年3 月31日



《ID266870A申請 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援す る た めの法律第19条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和5年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 介護給付費等の支給決定

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第1 9条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第1 9条第1 項、第

20 条第1 項•第2項•第3 項、 第21 条、 第22条第1 項

■設定 □未設定

（介護給付贄等の支給決定）
第1 9条 介護給付費、 特例介護給付費、 訓練等給付費又は特例訓練等給付費（以

下「介護給付費等」という。）の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護
者は、 市町村の介護給付費等を支給する旨の決定（以下「支給決定」という。）
を受けなければならない。

2 支給決定は、障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村が行うものとする。
ただし、 障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないとき、 又は明らかでな
いときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、 第29条第1項若しくは第 30 条第1項の規定によ
り介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法第 18 条第2項若しくは
知的障害者幅祉法第 16 条第1項の規定により入所措置が採られて障害者支援
施設、 のぞみの園又は第5条第1項若しくは第6項の主務省令で定める施設に

審 査 基 準 入所している障害者、 生活保護法（昭和25年法律 第144号） 第 30 条第1項た
だし書の規定により同法第38 条第2項に規定する救護施設（以下この項におい
て「救護施設」という。）、同条第3項に規定する更生施設（以下この項において
「更生施設」という。） 又は同法第 30 条第1項ただし書に規定するその他の適
当な施設（以下この項において「その他の適当な施設」という。）に入所してい
る障害者、 介護保険法第8条第11 項に規定する特定施設（以下この項及び次項
において「介護保険特定施設」という。） に入居し、 又は同条第 25 項に規定す
る介護保険施設（以下この項及び次項において「介護保険施設」という。）に入
所している障害者及び老人福祉法（昭和38 年法律 第133 号） 第11 条第1項第
1号の規定により入所措置が採られて同法第 20 条の4に規定する養護老人ホ
ー ム（以下この項において「養護老人ホー ム」という。）に入所している障害者
（以下この項において「特定施設入所等障害者」と総称する。）については、 そ
の者が障害者支援施設、 のぞみの園、 第5条第1項若しくは第6項の主務省令
で定める施設、 救護施設、 更生施設若しくはその他の適当な施設、 介護保険特



定施設若しくは介護保険施設又は養護老人ホー ム （以下「特定施設」という。）
への入所又は入居の前に有した居住地（継続して2以上の特定施設に入所又は
入居をしている特定施設入所等障害者（以下 この項において「継続入所等障害
者」という。）については、 最初に入所又は入居をした特定施設への入所又は入
居の前に有した居住地）の市町村が、支給決定を行うものとする。 ただし、特定
施設への入所又は入居の前に居住地を有しないか、 又は明らかでなかっ た特定
施設入所等障害者については、 入所又は入居の前におけるその者の所在地（継
続入所等障害者については、 最初に入所又は入居をした特定施設の入所又は入
居の前に有した所在地） の市町村が、 支給決定を行うものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、 児童福祉法第24条の2第1項若しくは第24条
の24第1項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第27条第
1項第3号若しくは第2項の規定により措置（同法第31 条第5項の規定により
同法第 27 条第1項第3号又は第2項の規定による措置とみなされる場合を含
む。）が採られて第5条第1項の主務省令で定める施設に入所していた障害者等
が、 継続して、 第29条第1項若しくは第 30 条第1項の規定により介護給付費
等の支給を受けて、身体障害者福祉法第18 条第2項若しくは知的障害者福祉法
第16 条第1項の規定により入所措置が採られて、 生活保護法第 30 条第1項た
だし書の規定により、若しくは老人福祉法第11 条第1項第1号の規定により入
所措置が採られて特定施設（介護保険特定施設及び介護保険施設を除く。）に入
所した場合又は介護保険特定施設若しくは介護保険施設に入所若しくは入居を
した場合は、 当 該障害者等が満18 歳となる日 の前日 に当該障害者等の保護者で
あっ た者（以下この項において「保護者であっ た者」という。）が有した居住地
の市町村が、 支給決定を行うものとする。 ただし、 当 該障害者等が満18 歳とな
る日 の前日 に保護者であっ た者がいないか、 保護者であっ た者が居住地を有し
ないか、 又は保護者であっ た者の居住地が明らかでない障害者等については、
当 該障害者等が満 18 歳となる日 の前日 におけるその者の所在地の市町村が支
給決定を行うものとする。

5 前2項の規定の適用を受ける障害者等が入所し、 又は入居している特定施設
は、 当 該特定施設の所在する市町村及び当 該障害者等に対し支給決定を行う市
町村に、 必要な協力をしなければならない。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね 90日

備 考

設 定 日 令和 6年3 月31日



《1D266900A申請 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援す る た めの法律第22条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和5年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 介護給付費等の支給の要否の決定

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第22条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行規則第12条

基 準 規 定 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令（平
成26年厚生労働省令第5号）

口設定 ■未設定

未設定理由 ： 法令の規定において判断某準が言い尽くされているので、 審査基準
の設定は不要であるため。

審 査 基 準

【基準】

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね60日

備 考

設 定 日 令和 6年3 月31日



《ID266910A申請 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援す る た めの法律第24条第2項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和5年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 介護給付費等の支給決定の変更

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第24条第2項

＜審査基準／標準処理期間＞
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第24条第1 項•第

2項

基 準 規 定
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行規則第12条、
第16 条
障害支援 区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令（平
成26年厚生労働省令第5号）

口設定 ■未設定

未設定理 山 ： 法令の規定において判断甚準が言い尽くされているので、 審査碁準
の設定は不要であるため。

審 査 基 準

【基準】

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね60日

備 考



設 定 日 ！ 令和6 年 3 月 31 日



《ID267200A申請 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援す る た めの法律第29条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和 6年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 介護給付費又は訓練等給付費の支給

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第29条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第29条第1 項•第
3 項•第 4項•第 6 項
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行令第17条
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行規則第24条、
第25条
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく指定障害

基 準 規 定
福祉サ ー ビス の事業等の人員、 設備及び運営に関する基準（平成18 年厚生労働省
令第171 号）
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく指定障害
者支援施設等の人員、 設備及び運営に関する基準（平成18 年厚生労働省令第172
号）
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく指定障害
福祉サ ー ビス等及び某準該当障害福祉サ ー ビス に要する貨用の額の算定に関する
駐準（平成18 年厚生労働省告示第523 号）
口設定 ■末設定

未設定理由 ： 法令の規定において判断某準が言い尽くされているので、 審査茎準
の設定は不要であるため。

審 査 基 準

【基準】



参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

国民健康保険団体連合会からの請求受理後おおむね15日

備 考

設 定 日 令和 7 年 3 月 31 日



《ID267300A申請 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援す る た めの法律第30条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和5年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第30 条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第30 条第1 項•第
3 項
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行令第18 条、第

基 準 規 定
1 9条
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行規則第 26 条
の3、 第31 条の2、 第31 条の3
0紀の川市障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 におけ
る基準該当事業者の登録等に関する規則第 9条

口設定 ■未設定

未設定理由 ： 法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 審査基準
の設定は不要であるため。

審 査 基 準

【基準】

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

国民健康保険団体連合会からの請求受理後おおむね15日



備 考

設 定 日 令和6 年 3 月 31 日



《ID267330A申請 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援す る た めの法律第31条 》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和5年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 介護給付費等の負担額の特例認定

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第31 条

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第31 条

■設定 □未設定

（介護給付贄等の額の特例）
第 31 条 市町村が、 災害その他の主務省令で定める特別の事情があることによ

り、 障害福祉サ ー ビスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給
決定障害者等が受ける介護給付費又は訓練等給付費の支給について第 29 条第
3項の規定を適用する場合においては、 同項第2号中 「額）」とあるのは、 「額）
の範囲内において市町村が定める額」とする。

審 査 基 準 2 前項に規定する支給決定障害者等が受ける特例介護給付費又は特例訓練等給
付費の支給について前条第3項の規定を適用する場合においては、 同項中 「を
控除して得た額を基準として、 市町村が定める」とあるのは、 「の範囲内におい
て市町村が定める額を控除して得た額とする」とする。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね 30日

備 考



設 定 日 ！ 令和6 年 3 月 31 日



《ID267400A申請 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援す る た めの法律第34条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和 5 年 4 月 1 日

く処分の概要＞

許認可等の名称 特定障害者特別給付費の支給

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第 34 条第 1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第 34 条
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行令第 20 条、第

基 準 規 定 21 条第 1 項•第 3 項
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行規則第 34 条、
第 34 条の 2、 第 34 条の 3 第 1 項•第 2 項

口設定 ■未設定
未設定理由 ： 法令の規定において判断某準が言い尽くされているので、 審査某準
の設定は不要であるため。

審 査 基 準

【基準】

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

国民健康保険団体連合会からの請求受理後おおむね1 5 日

備 考

設 定 日 令和6 年 3 月 31 日



《ID267500A申請 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援す る た めの法律第35条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和5年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 特例特定障害者特別給付費の支給

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第35条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第35条
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行令第21条第1

基 準 規 定 項•第3 項、 第21 条の3
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行規則第 34 条
の 4

口設定 ■未設定
未設定理由 ： 法令の規定において判断某準が言い尽くされているので、 審査某準
の設定は不要であるため。

審 査 基 準

【基準】

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

国民健康保険団体連合会からの請求受理後おおむね1 5 日

備 考

設 定 日 令和 6年3 月31日



《1D268500A申請 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援す る た めの法律第51条の7第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和5年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給付費の給付決定

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の 7第1項

＜審査基準／標準処理期間＞
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51 条の5、第51

基 準 規 定
条の 6、 第51 条の 7
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行規則第 34 条
の31～第34条の 40

口設定 ■ 末設定

末設定理由 ： 法令の規定において判断某準が言い尽くされているので、 審査某準
の設定は不要であるため。

審 査 基 準

【基準】

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね60 13 

備 考

設 定 日 令和 6年3 月31日



《ID268600A申請 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援す る た めの法律第51条の9第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和5年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給付費の給付決定の変更

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の 9第1項

＜審査基準／標準処理期間＞
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第 51 条の 9 第 1

基 準 規 定
項•第2項
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行規則第 34 条
の 43、 第34条の 44

口設定 ■ 末設定

末設定理由 ： 法令の規定において判断某準が言い尽くされているので、 審査某準
の設定は不要であるため。

審 査 基 準

【基準】

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね60 13 

備 考

設 定 日 令和 6年3 月31日



《ID268800A申請 障害福祉課 障害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援す る た めの法律第51条の14第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 令和 6年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 地域相談支援給付費の支給

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51 条の14第1
項

＜審査基準／標準処理期間＞
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51 条の14 第1
項•第2項・第3 項
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行規則第 34 条

基 準 規 定 の51、 第34条の52
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく指定地域
相談支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成24年厚生労働省告示第124
号）

口設定 ■未設定

未設定理 山 ： 法令の規定において判断碁準が言い尽くされているので、 審査基準
の設定は不要であるため。

審 査 基 準

【基準】

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

国民健康保険団体連合会からの請求受理後おおむね15日

備 考

設 定 日 令和 7年3 月31日



《ID268900A申請 障害福祉課 障害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援す る た めの法律第51条の15第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 令和 6年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 特例地域相談支援給付費の支給

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51 条の15第1
項

＜審査基準／標準処理期間＞
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51 条の15
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行規則第 34 条

基 準 規 定
の53
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく指定地域
相談支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成24年厚生労働省告示第124
号）

口設定 ■未設定
未設定理由 ： 法令の規定において判断某準が言い尽くされているので、 審査某準
の設定は不要であるため。

審 査 基 準

【基準】

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

国民健康保険団体連合会からの請求受理後おおむね15日

備 考

設 定 日 令和 7年3 月31日



《 I D269000A 申請 障害福祉課 障害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援す る た めの法律第51 条の 1 7第 1 項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和 6年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 計画相談支援給付費の支給

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51 条の17第1
項

＜審査基準／標準処理期間＞
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51 条の17第1
項•第2項•第5項
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行規則第 34 条
の54第1 項•第3 項、 第34条の56

基 準 規 定 障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく指定計画
相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第28 号）
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく指定計画
相談支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成24年厚生労働省告示第125
号）

口設定 ■未設定

未設定理由 ： 法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 審査基準
の設定は不要であるため。

審 査 基 準

【基準】

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

国民健康保険団体連合会からの請求受理後おおむね15日

備 考

設 定 日 令和 7年3 月31日



《ID269100A申請 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援す る た めの法律第51条の18第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和 6年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 特例計両相談支援給付費の支給

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51 条の18 第1
項

＜審査基準／標準処理期間＞
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51 条の18 第1
項•第2項

基 準 規 定 障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づ く 指定計画
相談支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成24年厚生労働省告示第125
号）

口設定 ■未設定
未設定理由 ： 法令の規定において判断某準が言い尽 く されているので、 審査某準
の設定は不要であるため。

審 査 基 準

【基準】

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

国民健康保険団体連合会からの請求受理後おおむね1 5 日

備 考

設 定 日 令和 7年3 月31日



《1D269300A申請 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援す る た めの法律第51条の20第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和 6年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 指定特定相談支援事業者の指定

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51 条の 20 第1
項

＜審査基準／標準処理期間＞
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第36 条第 3 項、第

51 条の20、 第51 条の24第1 項•第2項
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行令第22条、第

基 準 規 定
22条の2、 第26 条の10、 第26 条の11、 第26 条の14
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行規則第 34 条
の59第1 項•第2項
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく指定計画
相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第28 号）

口設定 ■未設定

未設定理由 ： 法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 審査基準
の設定は不要であるため。

審 査 基 準

【基準】

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね60日



備 考

設 定 日 令和 7 年 3 月 31 日



《ID269400A申請 障害福祉課 障害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援す る た めの法律第51条の21第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I 令和 6年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 指定特定相談支援事業者の指定の更新

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51 条の 21 第1
項

＜審査基準／標準処理期間＞
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第 41 条第2項•第
3 項、 第51 条の21

基 準 規 定
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行規則第 34 条
の59
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく指定計画
相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第28 号）

口設定 ■未設定
未設定理由 ： 法令の規定において判断某準が言い尽くされているので、 審査某準
の設定は不要であるため。

審 査 基 準

【基準】

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね60日

備 考

設 定 日 令和 7年3 月31日



《1D269800A申請 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援す る た めの法律第54条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和 6年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 自 立支援医療費（育成医療） の支給認定

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第54条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第52条第1 項、第

54条第1 項、 第55条、 第58 条第1 項•第3 項•第 4項
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行令第1 条の2、

基 準 規 定
第29条、 第35条、 附則第12条
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行規則第 6 条の

17、 第 6 条の18、 第 6 条の1 9、 第26 条の3、 第36 条、 第 38 条、 第 38 条の2、
第 3 9条、 第 43 条、 第50 条、 第51 条の2、 第52条、 第53 条、 第54条、 第55
条、 第56 条

口設定 ■未設定

未設定理由 ： 法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 審査基準
の設定は不要であるため。

審 査 基 準

【基準】

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね14日



備 考

設 定 日 令和 7 年 3 月 31 日



《1D269900A申請 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援す る た めの法律第54条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和 6年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 自 立支援医療費（更生医療） の支給認定

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第54条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第52条第1 項、第

54条第1 項、 第55条、 第58 条第1 項•第3 項•第 4項
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行令第1 条の2、

基 準 規 定
第29条、 第35条、 附則第12条
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行規則第 6 条の

17、 第 6 条の18、 第 6 条の1 9、 第26 条の3、 第36 条、 第37条、 第38 条、 第38
条の2、 第3 9条、 第 43 条、 第50 条、 第51 条の2、 第52条、 第53 条、 第54条、
第55条、 第56 条

口設定 ■未設定

未設定理由 ： 法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 審査基準
の設定は不要であるため。

審 査 基 準

【基準】

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね45日



備 考

設 定 日 令和 7 年 3 月 31 日



《ID270000A申請 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援す る た めの法律第56条第2項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和 5 年 4 月 1 日

く処分の概要＞

許認可等の名称 自 立支援医療費（育成医療） の支給認定の変更の認定

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第 56 条第 2 項

＜審査基準／標準処理期間＞
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第 56 条第 1 項•第

基 準 規 定
2項
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行規則第 44 条、
第 45 条

口設定 ■ 末設定

末設定理由 ： 法令の規定において判断某準が言い尽くされているので、 審査某準
の設定は不要であるため。

審 査 基 準

【基準】

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね14 13 

備 考

設 定 日 令和6 年 3 月 31 日



《ID270100A申請 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援す る た めの法律第56条第2項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和 5 年 4 月 1 日

く処分の概要＞

許認可等の名称 自 立支援医療費（更生医療） の支給認定の変更の認定

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第 56 条第 2 項

＜審査基準／標準処理期間＞
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第 56 条第 1 項•第

基 準 規 定
2項
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行規則第 44 条、
第 45 条

口設定 ■ 末設定

末設定理由 ： 法令の規定において判断某準が言い尽くされているので、 審査某準
の設定は不要であるため。

審 査 基 準

【基準】

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね 4 5 13 

備 考

設 定 日 令和6 年 3 月 31 日



《ID270300A申請 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援す る た めの法律第58条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和 5 年 4 月 1 日

く処分の概要＞

許認可等の名称 自 立支援医療費（育成医療） の支給

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第 58 条第 1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第 58 条第 1 項•第
3 項•第 4 項

基 準 規 定 障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行令第 35 条
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行規則第 50 条、
第 51 条の 2、 第 52 条、 第 53 条、 第 54 条、 第 55 条、 第 56 条

口設定 ■未設定
未設定理由 ： 法令の規定において判断某準が言い尽くされているので、 審査某準
の設定は不要であるため。

審 査 基 準

【基準】

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間 国民健康保険団体連合会と社会保険診療報酬支払基金より請求受理後おおむね1

5日

備 考

設 定 日 令和6 年 3 月 31 日



《ID270400A申請 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援す る た めの法律第58条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和 5 年 4 月 1 日

く処分の概要＞

許認可等の名称 自 立支援医療費（更生医療） の支給

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第 58 条第 1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第 58 条第 1 項•第
3 項•第 4 項

基 準 規 定 障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行令第 35 条
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行規則第 50 条、
第 51 条の 2、 第 52 条、 第 53 条、 第 54 条、 第 55 条、 第 56 条

口設定 ■未設定
未設定理由 ： 法令の規定において判断某準が言い尽くされているので、 審査某準
の設定は不要であるため。

審 査 基 準

【基準】

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間 国民健康保険団体連合会と社会保険診療報酬支払基金より請求受理後おおむね1

5日

備 考

設 定 日 令和6 年 3 月 31 日



《ID270800A申請 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援す る た めの法律第70条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和 5 年 4 月 1 日

く処分の概要＞

許認可等の名称 療養介護医療費の支給

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第 70 条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第 58 条第 3 項•第
4 項
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行令第 35 条、第

基 準 規 定 42 条の 2

障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行規則第 50 条、
第 51 条の 2、 第 52 条、 第 53 条、 第 54 条、 第 55 条、 第 56 条、 第 64 条の 2 第 1

項

口設定 ■未設定
未設定理由 ： 法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 審査基準
の設定は不要であるため。

審 査 基 準

【基準】

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間 国民健康保険団体連合会と社会保険診療報酬支払基金からの請求受理後おおむね

1 5日

備 考



設 定 日 ！ 令和6 年 3 月 31 日



《ID270900A申請 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援す る た めの法律第71条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和5年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 某準該当療養介護医療費の支給

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第 71 条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第58 条第3 項•第
4項、 第 71 条第1 項

基 準 規 定 障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行令第 42条の 4
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行規則第54条、
第 64条の3～第 64条の 4

口設定 ■未設定
未設定理由 ： 法令の規定において判断某準が言い尽くされているので、 審査某準
の設定は不要であるため。

審 査 基 準

【基準】

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間 国民健康保険団体連合会と社会保険診療報酬支払基金からの請求受理後おおむね

1 5日

備 考

設 定 日 令和 6年3 月31日



《ID271000A申請 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援す る た めの法律第76条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和 6年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 補装具費の支給

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第 76 条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第25項、第
76 条第1 項•第2項
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行令第 43 条の

基 準 規 定
2、 第 43 条の3
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行規則第 6 条の

20、 第26 条の3、 第 65条の 4、 第 65条の 7、 第 65条の 8
補装具の種 目 、 購入等に要する費用の額の算定等に関する基準（平成18 年厚生労
働省告示第528 号）
口設定 ■未設定

未設定理由 ： 法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 審査基準
の設定は不要であるため。

審 査 基 準

【基準】

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね6箇月



備 考

設 定 日 令和 7 年 3 月 31 日



《ID271100A申請 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援す る た めの法律第76条の2第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和 6年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 高額障害福祉サ ー ビス等給付費の支給

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第 76 条の2第1項

＜審査基準／標準処理期間＞
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第 76 条の2
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行令第17条、第
43 条の 4、 第 43 条の5、 第 43 条の 6

基 準 規 定
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行規則第 65 条
の 9の2
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第 76 条の2第1項
の規定に基づきこ ども家庭庁長官及び厚生労働大 臣が定める基準（平成24年厚生
労働省告示第224号）
口設定 ■未設定

未設定理由 ： 法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 審査基準
の設定は不要であるため。

審 査 基 準

【基準】

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね60日



備 考

設 定 日 令和 7 年 3 月 31 日



《1D284400A申請 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援す る た めの法律施行令第16条 》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和5年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 受給者証の再交付

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行令第16 条

＜審査基準／標準処理期間＞
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行令第16 条

基 準 規 定 障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行規則第 23 条
第1 項•第2項

口設定 ■未設定

未設定理由 ： 法令の規定において判断某準が言い尽くされているので、 審査基準
の設定は不要であるため。

審 査 基 準

【基準】

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね7日

備 考

設 定 日 令和 6年3 月31日



《1D284500A申請 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援す る た めの法律施行令第26条の8》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和4年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 地域相談支援受給者証の再交付

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行令第 26 条の 8

＜審査基準／標準処理期間＞
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行令第 26 条の 8

基 準 規 定 障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行規則第 34 条
の 50 第 1 項•第 2 項

口設定 ■未設定

未設定理由 ： 法令の規定において判断某準が言い尽くされているので、 審査基準
の設定は不要であるため。

審 査 基 準

【基準】

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね7日

備 考

設 定 日 令和 5 年 3 月 31 日



《1D284600A申請 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援す る た めの法律施行令第33条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和5年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 医療受給者証の再交付

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行令第33 条第1
項

＜審査基準／標準処理期間＞
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行令第33 条第1

基 準 規 定
項
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行規則第 48 条
第1 項•第2項

口設定 ■ 末設定

末設定理由 ： 法令の規定において判断某準が言い尽くされているので、 審査某準
の設定は不要であるため。

審 査 基 準

【基準】

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね14 13 

備 考

設 定 日 令和 6年3 月31日



《ID285110A申請 陣害福祉課 児童福祉法施行規則第18条の6第9項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 通所受給者証の再交付

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児童福祉法施行規則第18 条の 6 第 9項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 児童福祉法施行規則第18 条の 6 第 9項

口設定 ■未設定

末設定理由 ： 法令の規定において判断屈準が言い尽くされているので、 審査甚準
の設定は不要であるため。

審 査 基 準

【基準】

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね7日

備 考

設 定 日 平成31年3 月31日



《1D290350A申請 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援す る た めの法律施行規則第64条の2の2第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和4年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 療養介護医療受給者証の再交付

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行規則第 64 条
の2の2第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定
障害者の日 常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 施行規則第 64 条
の 2 の 2

口設定 ■未設定

末設定理由 ： 法令の規定において判断屈準が言い尽くされているので、 審査甚準
の設定は不要であるため。

審 査 基 準

【基準】

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

申請受付後7日 以内

備 考

設 定 日 令和5年3 月31日
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《 ID 1 44700A 申請 商工労働課 中小企業信用保険法第2条第5項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 商工労働課

適用日（掲載日） I 平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 特定中小企業者の認定

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 中小企業信用保険法第2条第5項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 中小企業信用保険法第2条第5項

■設定 □未設定

（定義）
第2条 この法律 において「中小企業者」とは、 次の各号のいずれかに該当する

者をいう。
( 1 )  資本金の額又は出資の総額が3億 円 （小売業又はサ ー ビス 業を主たる事

業とする事業者については5, 000 万 円、 卸売業を主たる事業とする事業者に
ついては 1 億 円 ） 以下の会社亜 びに常時使用する従業員の数が 300 人（小売
業を主たる事業とする事業者については50 人、卸売業又はサ ー ビス 業を主た
る事業とする事業者については100 人） 以下の会社及び個人であって、 政令
で定める業種に属する事業（以下「特定事業」という。）を行うもの（次号の
政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。）

(2) 資本金の額又は出資の総額がその業種 ごとに政令で定める金額以下の会
社並 びに常時使用する従業員の数がその業種 ごとに政令で定める数以下の会

審 査 基 準 社及び個人であって、 その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とす
るもののうち、 特定事業を行うもの

(3) 中小企業等協同組合、 農業協同組合、 農業協同組合連合会、 水産業協同
組合、 森林組合、 生産森林組合、 森林組合連合会、 消費生活協同組合及び消
費生活協同組合連合会であって、 特定事業を行うもの又はその構成員の3分
の2以上が特定事業を行う者であるもの

(4 ) 協業組合であって、 特定事業を行うもの
(5) 医業を主たる事業とする法人であって、 常時使用する従業員の数が 300

人以下のもの（前各号に掲げるものを除く。）
( 6 ) 特定事業を行う特定非営利活動法人（特定非営利活動促進法（平成10年

法律 第7号） 第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。 第3項第
7号において同じ。）であって、 常時使用する従業員の数が300 人（小売業を
主たる事業とする事業者については50 人、卸売業又はサ ー ビス業を主たる事
業とする事業者については100 人） 以下のもの



(7) 商工糾合及び商工組合連合会であって、 特定事業を行うもの又はその構
成員が特定事業を行う者であるもの

(8) 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会であって、 特定事業を行うも
の又はその構成員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの

(9) 生活衛生同業組合、 生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会で
あって、 その直接又は間接の構成員の3分の2以上が5, 000 万 円 （卸売業を
主たる事業とする事業者については、 1億 円） 以下の金額をその資本金の額
若しくは出資の総額とする法人又は常時50 人（卸売業又はサー ビス 業を主た
る事業とする事業者については、100 人） 以下の従業員を使用する者である
もののうち、 特定事業を行うもの又はその構成員が特定事業を行う者である
もの

(10) 酒造組合、 酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、 その直接又は
間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億 円 以下の金額をその資
本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時 300 人以下の従業員を使用
する者であるもの並 びに酒販組合、 酒販組合連合会及び酒販組合中央会であ
って、 その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が 5, 000
万 円 （酒類卸売業者については、 1億 円） 以下の金額をその資本金の額若し
くは出資の総額とする法人又は常時50 人（酒類卸売業者については、100 人）
以下の従業員を使用する者であるもの（以下「酒類業組合」と総称する。）

(11) 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、 その直接又は間接の構
成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が3億 円 以下の金額をその資
本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時 300 人以下の従業員を使用
する者であるもの

2 この法律 において「電子記録債権の割引 」とは、 中小企業者がその有する債
権である電子記録債権（電子記録債権法（平成1 9年法律 第102号） 第15条に
規定する電子記録債権をいう。 以下同じ。）を当該電子記録債権に係る債務の支
払期日 の日 前に次条第1項に規定する金融機関に譲渡する ことにより、 当該電
子記録債権の金額から一定の金額を控除して得た金額につき当該金融機関から
資金の融通を受ける ことをいう。

3 この法律 において「小規模企業者」とは、 次の各号のいずれかに該当する者
をいう。
(1) 常時使用する従業員の数が20 人（商業又はサ ー ビス 業を主たる事業とす

る事業者については、 5人） 以下の会社及び個人であって、 特定事業を行う
もの（次号の政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除
く。）

(2) 常時使用する従業員の数がその業種 ごとに政令で定める数以下の会社及
び個人であって、 その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするも
ののうち、 特定事業を行うもの

(3) 事業協同小組合であって、 特定事業を行うもの又はその組合員の3分の
2以上が特定事業を行う者であるもの

(4) 特定事業を行う企業組合であって、 その事業に従事する組合員の数が20
人以下のもの

(5) 特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20 人以下
のもの

(6) 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20 人
以下のもの（前各号に掲げるものを除く。）

(7) 特定事業を行う特定非営利活動法人であって、 常時使用する従業員の数
が20 人（商業又はサー ビス 業を主たる事業とする事業者については、 5人）
以下のもの

4 この法律 において「再生中小企業者」とは、 次の各号のいずれにも該当する



中小企業者をいう。
( 1 )  次のいずれかに該当する者
イ 再生事件又は更生事件が係属している者
ロ 民事再生法（平成11年法律 第225号）第188 条第1項の規定に基づき再生

手続終結の決定を受けた者（再生計画が遂行された場合その他の経済産業省
令で定める場合を除く。）

(2) 再生計画の認可又は更生計画の認可の決定が確定した後3年を経過して
いない者

5 この法律 において「特定中小企業者」と は、中小企業者であって、次の各号の
いずれかに該当するこ と についてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長
の認定を受けたものをいう。
( 1 )  破産手続開始、 再生手続開始、 更生手続開始又は特別清算開始の申立て

その他経済産業大 臣が定める事由が生じた事業者であって、 経済産業大 臣が
指定したものに対する売掛金債権その他経済産業省令で定める債権の回収が
困難であるため、 当該中小企業者の経営の安定に支障を生じている と 認めら
れるこ と 。

(2) 取引 の相手方たる事業者その他の事業者が事業活動の制 限であって経済
産業大 臣が指定したものを実施しているこ と により、 次に掲げる事由 のうち
中小企業者の事業活動に著しい支障を生じている と 認められるもの と して経
済産業大 臣が定めるものが生じているため、 当該中小企業者の経営の安定に
支障を生じている と 認められるこ と 。

イ 当該事業者 と 取引 を行う中小企業者について生じた取引 の数量の減少 その
他これに類する事由

ロ イに掲げるもののほか、 当該事業者の事業活動に相当程度依存している相
当数の中小企業者について生じた取引 の数量の減少その他これに類する事由

ハ イ及び口に掲げるもののほか、 指定地域（当該事業活動の制 限により当該
事業者の事業所が所在する特定の地域内に事業所を有する相当数の中小企業
者の事業活動に著しい支障を生じている と 認められるもの と して経済産業大
臣が指定する地域をいう。）内に事業所を有する相当数の中小企業者について
生じた取引 の数最の減少その他これに類する事由

(3) 災害その他の突発的に生じた事由であって、 その発生に起因して特定の
業種に属する事業を行う相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じ
ており、 かつ、 その事業活動が特定の地域内に限られている と 認められるも
の と して経済産業大 臣が指定するものに起因して、 その業種に属する事業を
その地域において行う中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じ
ている と 認められる業種 と して経済産業大 臣が地域を限つて指定するものに
属する事業を行う中小企業者であり、 かつ、 当該事業に係る取引 の数量の減
少その他経済産業大 臣が定める事由 が生じているためその経営の安定に支障
を生じている と 認められるこ と 。

(4 ) 災害その他の突発的に生じた事由であって、 その発生に起因して相当数
の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じており、 かつ、 その事業活動が
特定の地域内に限られている と 認められるもの と して経済産業大 臣が指定す
るものに起因して、 その地域内に事業所を有する中小企業者の相当部分の事
業活動に著しい支障を生じている と 認められる地域 と して経済産業大 臣が指
定する地域内に事業所を有する中小企業者であり、 かつ、 当該中小企業に係
る取引 の数量の減少その他経済産業大 臣が定める事由が生じているためその
経営の安定に支障を生じている と 認められるこ と 。

( 5 )  その業種に属する事業について主要な原材料等の供給の著しい減少、 需
要の著しい減少その他経済産業大 臣が定める事由が生じているこ と により当
該事業を行う中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じている と



認められる業種として経済産業大 臣が指定するものに属する事業を行う中小
企業者であり、 かつ、 当該事業に係る取引 の数量の減少 その他経済産業大 臣
が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認めら
れること。

(6) 破綻金融機関等（預金保険法（昭和46年法律 第 34号） 第2条第4項に
規定する破綻金融機関、 同条第 12 項に規定する被管理金融機関、 同条第 13
項に規定する承継銀行、 同法第111 条第2項に規定する特別危機管理銀行、
同法第126 条の2第1項第2号に規定する特定第2号措置に係る同項に規定
する特定認定に係る金融機関、同法第126 条の34第3項第1号に規定する特
定承継銀行及び同法附則第15条の2第3項に規定する承継協定銀行（同条第
4項第4号に規定する承継勘定に係る業務を行う場合に限る。）並 びに金触機
能の再生のための緊急措置に関する法律（平成10年法律 第132号）第2条第
5項に規定する被管理金融機関、 同条第7項に規定する承継銀行及び同条第
8項に規定する特別公的管理銀行をいう。）と金融取引を行っていたことによ
り、 銀行その他の金融機関との金融取引について借入れの減少その他経済産
業大 臣が定める事由が生じているため、 当該中小企業者の経営の安定に支障
を生じていると認められること。

(7) 銀行その他の金融機関が支店の削減等による経営の相当程度の合理化に
伴う金融取引 の調整であって経済産業大 臣が指定したものを実施しているこ
とにより、 当該金融機関との金融取引 について借入れの減少その他経済産業
大 臣が定める事由が生じているため、 当該中小企業者の経営の安定に支障を
生じていると認められること。

(8) 銀行その他の金触機関が当該中小企業者に対して有する貸付債権を特定
協定銀行（金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第53 条第1項第2
号に規定する特定協定銀行をいう。）又は株式会社産業再生機構に譲渡したこ
とにより、 当該金湘機関その他の金融機関との金融取引 について借入れの減
少その他経済産業大 臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障
を生じている中小企業者のうち、 適切な事業計画を有することその他の経済
産業大 臣が定める基準に適合することによりその事業の再生が可能と認めら
れるもの

6 この法律 において「特例中小企業者」とは、中小企業者であって、内外の金融
秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に係る著しい
信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大 臣が認める場合において、 その
信用の収縮の影響により銀行その他の金融機関からの借入れの減少その他経済
産業大 臣が定める事 山 が生じているためその経営の安定に支障を生じているこ
とについて、 その住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの
をいう。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね30日



備 考

三五·r
又
し 定 日 平成31年3 月31日



《 I D 1 4471 0A 申請 商工労働課 中小企業信用保険法第2条第6項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 商工労働課

適用日（掲載日） I 平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 特例中小企業者の認定

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 中小企業信用保険法第2条第 6 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 中小企業信用保険法第2条第 6 項

■設定 □未設定

（定義）
第2条 この法律 において「中小企業者」とは、 次の各号のいずれかに該当する

者をいう。
(1) 資本金の額又は出資の総額が3億 円 （小売業又はサ ー ビス 業を主たる事

業とする事業者については5, 000 万 円、 卸売業を主たる事業とする事業者に
ついては1億 円 ） 以下の会社亜 びに常時使用する従業員の数が 300 人（小売
業を主たる事業とする事業者については50 人、卸売業又はサ ー ビス 業を主た
る事業とする事業者については100 人） 以下の会社及び個人であって、 政令
で定める業種に属する事業（以下「特定事業」という。）を行うもの（次号の
政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。）

(2) 資本金の額又は出資の総額がその業種 ごとに政令で定める金額以下の会
社並 びに常時使用する従業員の数がその業種 ごとに政令で定める数以下の会

審 査 基 準 社及び個人であって、 その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とす
るもののうち、 特定事業を行うもの

(3) 中小企業等協同組合、 農業協同組合、 農業協同組合連合会、 水産業協同
組合、 森林組合、 生産森林組合、 森林組合連合会、 消費生活協同組合及び消
費生活協同組合連合会であって、 特定事業を行うもの又はその構成員の3分
の2以上が特定事業を行う者であるもの

(4 ) 協業組合であって、 特定事業を行うもの
( 5 )  医業を主たる事業とする法人であって、 常時使用する従業員の数が 300

人以下のもの（前各号に掲げるものを除く。）
(6) 特定事業を行う特定非営利活動法人（特定非営利活動促進法（平成10年

法律 第7号） 第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。 第3項第
7号において同じ。）であって、 常時使用する従業員の数が300 人（小売業を
主たる事業とする事業者については50 人、卸売業又はサ ー ビス業を主たる事
業とする事業者については100 人） 以下のもの



(7) 商工糾合及び商工組合連合会であって、 特定事業を行うもの又はその構
成員が特定事業を行う者であるもの

(8) 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会であって、 特定事業を行うも
の又はその構成員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの

(9) 生活衛生同業組合、 生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会で
あって、 その直接又は間接の構成員の3分の2以上が5, 000 万 円 （卸売業を
主たる事業とする事業者については、 1億 円） 以下の金額をその資本金の額
若しくは出資の総額とする法人又は常時50 人（卸売業又はサー ビス 業を主た
る事業とする事業者については、100 人） 以下の従業員を使用する者である
もののうち、 特定事業を行うもの又はその構成員が特定事業を行う者である
もの

(10) 酒造組合、 酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、 その直接又は
間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億 円 以下の金額をその資
本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時 300 人以下の従業員を使用
する者であるもの並 びに酒販組合、 酒販組合連合会及び酒販組合中央会であ
って、 その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が 5, 000
万 円 （酒類卸売業者については、 1億 円） 以下の金額をその資本金の額若し
くは出資の総額とする法人又は常時50 人（酒類卸売業者については、100 人）
以下の従業員を使用する者であるもの（以下「酒類業組合」と総称する。）

(11) 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、 その直接又は間接の構
成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が3億 円 以下の金額をその資
本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時 300 人以下の従業員を使用
する者であるもの

2 この法律 において「電子記録債権の割引 」とは、 中小企業者がその有する債
権である電子記録債権（電子記録債権法（平成1 9年法律 第102号） 第15条に
規定する電子記録債権をいう。 以下同じ。）を当該電子記録債権に係る債務の支
払期日 の日 前に次条第1項に規定する金融機関に譲渡する ことにより、 当該電
子記録債権の金額から一定の金額を控除して得た金額につき当該金融機関から
資金の融通を受ける ことをいう。

3 この法律 において「小規模企業者」とは、 次の各号のいずれかに該当する者
をいう。
(1) 常時使用する従業員の数が20 人（商業又はサ ー ビス 業を主たる事業とす

る事業者については、 5人） 以下の会社及び個人であって、 特定事業を行う
もの（次号の政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除
く。）

(2) 常時使用する従業員の数がその業種 ごとに政令で定める数以下の会社及
び個人であって、 その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするも
ののうち、 特定事業を行うもの

(3) 事業協同小組合であって、 特定事業を行うもの又はその組合員の3分の
2以上が特定事業を行う者であるもの

(4) 特定事業を行う企業組合であって、 その事業に従事する組合員の数が20
人以下のもの

(5) 特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20 人以下
のもの

(6) 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20 人
以下のもの（前各号に掲げるものを除く。）

(7) 特定事業を行う特定非営利活動法人であって、 常時使用する従業員の数
が20 人（商業又はサー ビス 業を主たる事業とする事業者については、 5人）
以下のもの

4 この法律 において「再生中小企業者」とは、 次の各号のいずれにも該当する



中小企業者をいう。
( 1 )  次のいずれかに該当する者
イ 再生事件又は更生事件が係属している者
ロ 民事再生法（平成11年法律 第225号）第188 条第1項の規定に基づき再生

手続終結の決定を受けた者（再生計画が遂行された場合その他の経済産業省
令で定める場合を除く。）

(2) 再生計画の認可又は更生計画の認可の決定が確定した後3年を経過して
いない者

5 この法律 において「特定中小企業者」と は、中小企業者であって、次の各号の
いずれかに該当するこ と についてその住所地を管轄する市町村長又は特別区長
の認定を受けたものをいう。
( 1 )  破産手続開始、 再生手続開始、 更生手続開始又は特別清算開始の申立て

その他経済産業大 臣が定める事由が生じた事業者であって、 経済産業大 臣が
指定したものに対する売掛金債権その他経済産業省令で定める債権の回収が
困難であるため、 当該中小企業者の経営の安定に支障を生じている と 認めら
れるこ と 。

(2) 取引 の相手方たる事業者その他の事業者が事業活動の制 限であって経済
産業大 臣が指定したものを実施しているこ と により、 次に掲げる事由 のうち
中小企業者の事業活動に著しい支障を生じている と 認められるもの と して経
済産業大 臣が定めるものが生じているため、 当該中小企業者の経営の安定に
支障を生じている と 認められるこ と 。

イ 当該事業者 と 取引 を行う中小企業者について生じた取引 の数量の減少 その
他これに類する事由

ロ イに掲げるもののほか、 当該事業者の事業活動に相当程度依存している相
当数の中小企業者について生じた取引 の数量の減少その他これに類する事由

ハ イ及び口に掲げるもののほか、 指定地域（当該事業活動の制 限により当該
事業者の事業所が所在する特定の地域内に事業所を有する相当数の中小企業
者の事業活動に著しい支障を生じている と 認められるもの と して経済産業大
臣が指定する地域をいう。）内に事業所を有する相当数の中小企業者について
生じた取引 の数最の減少その他これに類する事由

(3) 災害その他の突発的に生じた事由であって、 その発生に起因して特定の
業種に属する事業を行う相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じ
ており、 かつ、 その事業活動が特定の地域内に限られている と 認められるも
の と して経済産業大 臣が指定するものに起因して、 その業種に属する事業を
その地域において行う中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じ
ている と 認められる業種 と して経済産業大 臣が地域を限つて指定するものに
属する事業を行う中小企業者であり、 かつ、 当該事業に係る取引 の数量の減
少その他経済産業大 臣が定める事由 が生じているためその経営の安定に支障
を生じている と 認められるこ と 。

(4 ) 災害その他の突発的に生じた事由であって、 その発生に起因して相当数
の中小企業者の事業活動に著しい支障を生じており、 かつ、 その事業活動が
特定の地域内に限られている と 認められるもの と して経済産業大 臣が指定す
るものに起因して、 その地域内に事業所を有する中小企業者の相当部分の事
業活動に著しい支障を生じている と 認められる地域 と して経済産業大 臣が指
定する地域内に事業所を有する中小企業者であり、 かつ、 当該中小企業に係
る取引 の数量の減少その他経済産業大 臣が定める事由が生じているためその
経営の安定に支障を生じている と 認められるこ と 。

( 5 )  その業種に属する事業について主要な原材料等の供給の著しい減少、 需
要の著しい減少その他経済産業大 臣が定める事由が生じているこ と により当
該事業を行う中小企業者の相当部分の事業活動に著しい支障を生じている と



認められる業種として経済産業大 臣が指定するものに属する事業を行う中小
企業者であり、 かつ、 当該事業に係る取引 の数量の減少 その他経済産業大 臣
が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていると認めら
れること。

(6) 破綻金融機関等（預金保険法（昭和46年法律 第 34号） 第2条第4項に
規定する破綻金融機関、 同条第 12 項に規定する被管理金融機関、 同条第 13
項に規定する承継銀行、 同法第111 条第2項に規定する特別危機管理銀行、
同法第126 条の2第1項第2号に規定する特定第2号措置に係る同項に規定
する特定認定に係る金融機関、同法第126 条の34第3項第1号に規定する特
定承継銀行及び同法附則第15条の2第3項に規定する承継協定銀行（同条第
4項第4号に規定する承継勘定に係る業務を行う場合に限る。）並 びに金触機
能の再生のための緊急措置に関する法律（平成10年法律 第132号）第2条第
5項に規定する被管理金融機関、 同条第7項に規定する承継銀行及び同条第
8項に規定する特別公的管理銀行をいう。）と金融取引を行っていたことによ
り、 銀行その他の金融機関との金融取引について借入れの減少その他経済産
業大 臣が定める事由が生じているため、 当該中小企業者の経営の安定に支障
を生じていると認められること。

(7) 銀行その他の金融機関が支店の削減等による経営の相当程度の合理化に
伴う金融取引 の調整であって経済産業大 臣が指定したものを実施しているこ
とにより、 当該金融機関との金融取引 について借入れの減少その他経済産業
大 臣が定める事由が生じているため、 当該中小企業者の経営の安定に支障を
生じていると認められること。

(8) 銀行その他の金触機関が当該中小企業者に対して有する貸付債権を特定
協定銀行（金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第53 条第1項第2
号に規定する特定協定銀行をいう。）又は株式会社産業再生機構に譲渡したこ
とにより、 当該金湘機関その他の金融機関との金融取引 について借入れの減
少その他経済産業大 臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障
を生じている中小企業者のうち、 適切な事業計画を有することその他の経済
産業大 臣が定める基準に適合することによりその事業の再生が可能と認めら
れるもの

6 この法律 において「特例中小企業者」とは、中小企業者であって、内外の金融
秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に係る著しい
信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大 臣が認める場合において、 その
信用の収縮の影響により銀行その他の金融機関からの借入れの減少その他経済
産業大 臣が定める事 山 が生じているためその経営の安定に支障を生じているこ
とについて、 その住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの
をいう。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね30日



備 考

三五·r
又
し 定 日 平成31年3 月31日



《ID211100A申請 商工労働課 中小小売商業振興法第4条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 商工労働課

適用日（掲載日） I 平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 商店街整備計画の認定

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 中小小売商業振興法第 4条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
中小小売商業振興法第2条第1 項、 第 4条第1 項•第 7項

基 準 規 定 中小小売商業振興法施行令第1 条、 第2条
中小小売商業振興法施行規則第 9条第1 項•第2項

■設定 □末設定

（高度化事業計画の認定等）
第4条 商店街振興組合等（商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会、 事

業協同組合、 事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織
に関する法律（昭和 32年法律 第185号）第9条ただし書に規定する商店街組合
若しくは これを会員とする商工組合連合会をいう。）は、 主として中小小売商業
者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るため、 商店街の区域において
店舗、 ア ー ケ ー ド、 街路灯その他の施設又は設備を設置する事業について、 商
店街整備計画を作成し、 これを経済産業大 臣に提出して、 当該商店街整備計画
が政令で定める基準に滴合するものである旨の認定を受ける ことができる。

2 事業協同糾合、 事業協同小組合又は協同組合連合会は、 主として中小小売商
業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るため、 店舗を一の団地に集

審 査 基 準 団して設置する事業（当該事業に併せてア ー ケ ー ド、 街路灯その他の施設又は
設備を設置する事業を含む。）について、 店舗集団化計画を作成し、 これを経済
産業大 臣に提出して、 当該店舗集団化計両が政令で定める韮準に適合するもの
である旨の認定を受ける ことができる。

3 第1号又は第2号に掲げる組合は当該各号に定める事業について、 第3号に
掲げる中小小売商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者
と共同して同号に定める事業について、 第4号に掲げる会社は同号に定める事
業について、 それぞれ共同店舗等骸備計画を作成し、 これを経済産業大 臣に提
出して、 当該共同店舗等整備計画が政令で定める基準に適合するものである旨
の認定を受ける ことができる。
(1) 事業協同組合又は事業協同小組合 中小小売商業者である組合員のため

の共同店舗又は休憩所、 集会場その他の共同店舗と併設される施設若しくは
共同店舗の設備（以下 この項及び第8項において「共同店舗等」という。）の
設置の事業



(2) 協業糾合 組合の店舗又は休愁所、 集会場その他の店舗 と 併設される施
設若しくは店舗の設備（次号において「店舗等」 と いう。） の設置の事業

(3) 他の中小小売商業者 と 合併をしよう と し、 又は他の中小小売商業者 と と
もに資本金の額若しくは出資の総額の大部分を出資して会社を設立しよう と
する中小小売商業者 次に掲げる事業

イ 合併又は出資により設立される小売業に属する事業を主たる事業 と して営
む会社（合併後存続する会社を含む。） の店舗等の設置の事業

ロ 出資により設立される会社及びその会社に出資しよう と する中小小売商業
者のための共同店舗等の設置の事業

(4) 2以上の中小小売商業者が資本金の額又は出資の総額の大部分を出資し
ている会社 当該会社及び当該会社に出資している中小小売商業者のための
共同店舗等の設置の事業

4 第1号に掲げる組合等は同号に定める事業について、 第2号に掲げる組合等
又は中小小売商業者は当該出資をしよう と する他の組合等又は中小小売商業者
と 共同して同号に定める事業について、 第3号に掲げる会社は同号に定める事
業について、 それぞれ電子計算機利用経営管理計画を作成し、 これを主務大 臣
に提出して、 当該電子計算機利用経営管理計両が政令で定める某準に滴合する
ものである旨の認定を受けるこ と ができる。
(1) 糾合等 電子計算機を利用して、 中小小売商業者である組合員又は所属

員の経営管理を合理化する事業の用に供する施設又は設備の設置の事業
(2) 他の組合等又は中小小売商業者 と と もに資本金の額又は出資の総額の大

部分を出資して会社を設立しよう と する組合等又は中小小売商業者 電子計
算機を利用して、 当該会社に出資しよう と する組合等の中小小売商業者であ
る組合員若しくは所属員又は中小小売商業者の経営管理を合理化する事業の
用に供する施設又は設備の設置の事業

(3) 2以上の組合等又は中小小売商業者が資本金の額又は出資の総額の大部
分を出資している会社 電子計算機を利用して、 当該会社に出資している組
合等の中小小売商業者である組合員若しくは所属員又は中小小売商業者の経
営管理を合理化する事業の用に供する施設又は設備の設置の事業

5 連鎖化事業（主 と して中小小売商業者に対し、 定型的な約款による契約に基
づき継続的に、 商品を販売し、 又は販売をあっせんし、 かつ、 経営に関する指
導を行う事業をいう。 以下同じ。）を行う者は、 当該連鎖化事業の用に供する倉
庫その他の施設又は設備を設置する事業について、 連鎖化事業計画を作成し、
これを主務大 臣に提出して、 当該連鎖化事業計画が政令で定める基準に適合す
るものである旨の認定を受けるこ と ができる。

6 中小企業者が出資している会社であって政令で定める要件に該当するもの
（以下 「特定会社」 と いう。）若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人（以
下「一般社団法人等」 と いう。）又は特定会社を設立しよう と する者は、 商店街
の区域、 団地又は建物の内部に集団して事業を営む中小小売商業者の経営の近
代化を支援するため、 共同店舗、 ア ー ケ ー ド、 休憩所その他の施設又は設備を
設置する事業について、 商店街整備等支援計画を作成し、 これを経済産業大 臣
に提出して、 当該商店街整備等支援計画が政令で定める基準に適合するもので
ある旨の認定を受けるこ と ができる。

7 商店街整備計画、 店舗集団化計画、 共同店舗等整備計画、 電子計算機利用経
営管理計画、 連鎖化事業計画又は商店街整備等支援計画（以下「高度化事業計
圃」 と いう。） には、 次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 第1項若しくは第2項に規定する事業、 第3項若しくは第4項各号に定

める事業又は前2項に規定する事業（以下 「高度化事業」 と いう。）の 目 標及
び内容

(2) 高度化事業の実施時期



(3) 高度化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
8 経済産業大 臣は、 第3項の規定による認定をしようとするときは、 同項第1

号又は第2号に定める事業に係る共同店舗等整備計画にあっては当該共同店舗
等整備計画に係る組合を所管する大 臣に、 同項第3号又は第4号に定める事業
に係る共同店舗等整備計画にあっては当該共同店舗等整備計画に係る店舗又は
共同店舗において行われる小売業に属する事業を所管する大 臣に、 共同店舗等
の設置の事業に係る商店街整備等支援計画について第6項の規定による認定を
しようとするときは、 当該商店街整備等支援計画に係る共同店舗において行わ
れる小売業に属する事業を所管する大 臣に協議しなければならない。

， 前各項に規定するもののほか、 商度化事業計画の認定及びその取消しに関し
必要な事項は、 政令で定める。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね30日

備 考

設 定 日 平成31年3 月31日



《ID211200A申請 商工労働課 中小小売商業振興法第4条第2項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 商工労働課

適用日（掲載日） I 令和3 年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 店舗集団化計画の認定

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 中小小売商業振興法第 4条第2項

＜審査基準／標準処理期間＞
中小小売商業振興法第 4条第2項•第 7項

基 準 規 定 中小小売商業振興法施行令第3 条
中小小売商業振興法施行規則第 9条第3 項

■設定 □末設定

（高度化事業計画の認定等）
第4条 商店街振興組合等（商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会、 事

業協同組合、 事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織
に関する法律（昭和32年法律 第185号）第9条ただし書に規定する商店街組合
若しくは これを会員とする商工組合連合会をいう。）は、 主として中小小売商業
者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るため、 商店街の区域において
店舗、 ア ー ケ ー ド、 街路灯その他の施設又は設備を設置する事業について、 商
店街整備計画を作成し、 これを経済産業大 臣に提出して、 当該商店街整備計画
が政令で定める基準に滴合するものである旨の認定を受ける ことができる。

2 事業協同糾合、 事業協同小組合又は協同組合連合会は、 主として中小小売商
業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るため、 店舗を一の団地に集

審 査 基 準 団して設置する事業（当該事業に併せてア ー ケ ー ド、 街路灯その他の施設又は
設備を設置する事業を含む。）について、 店舗集団化計画を作成し、 これを経済
産業大 臣に提出して、 当該店舗集団化計両が政令で定める韮準に適合するもの
である旨の認定を受ける ことができる。

3 第1号又は第2号に掲げる組合は当該各号に定める事業について、 第3号に
掲げる中小小売商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者
と共同して同号に定める事業について、 第4号に掲げる会社は同号に定める事
業について、 それぞれ共同店舗等骸備計画を作成し、 これを経済産業大 臣に提
出して、 当該共同店舗等整備計画が政令で定める基準に適合するものである旨
の認定を受ける ことができる。
(1) 事業協同組合又は事業協同小組合 中小小売商業者である組合員のため

の共同店舗又は休憩所、 集会場その他の共同店舗と併設される施設若しくは
共同店舗の設備（以下 この項及び第8項において「共同店舗等」という。）の
設置の事業



(2) 協業糾合 組合の店舗又は休愁所、 集会場その他の店舗 と 併設される施
設若しくは店舗の設備（次号において「店舗等」 と いう。） の設置の事業

(3) 他の中小小売商業者 と 合併をしよう と し、 又は他の中小小売商業者 と と
もに資本金の額若しくは出資の総額の大部分を出資して会社を設立しよう と
する中小小売商業者 次に掲げる事業

イ 合併又は出資により設立される小売業に属する事業を主たる事業 と して営
む会社（合併後存続する会社を含む。） の店舗等の設置の事業

ロ 出資により設立される会社及びその会社に出資しよう と する中小小売商業
者のための共同店舗等の設置の事業

(4) 2以上の中小小売商業者が資本金の額又は出資の総額の大部分を出資し
ている会社 当該会社及び当該会社に出資している中小小売商業者のための
共同店舗等の設置の事業

4 第1号に掲げる組合等は同号に定める事業について、 第2号に掲げる組合等
又は中小小売商業者は当該出資をしよう と する他の組合等又は中小小売商業者
と 共同して同号に定める事業について、 第3号に掲げる会社は同号に定める事
業について、 それぞれ電子計算機利用経営管理計画を作成し、 これを主務大 臣
に提出して、 当該電子計算機利用経営管理計両が政令で定める某準に滴合する
ものである旨の認定を受けるこ と ができる。
(1) 糾合等 電子計算機を利用して、 中小小売商業者である組合員又は所属

員の経営管理を合理化する事業の用に供する施設又は設備の設置の事業
(2) 他の組合等又は中小小売商業者 と と もに資本金の額又は出資の総額の大

部分を出資して会社を設立しよう と する組合等又は中小小売商業者 電子計
算機を利用して、 当該会社に出資しよう と する組合等の中小小売商業者であ
る組合員若しくは所属員又は中小小売商業者の経営管理を合理化する事業の
用に供する施設又は設備の設置の事業

(3) 2以上の組合等又は中小小売商業者が資本金の額又は出資の総額の大部
分を出資している会社 電子計算機を利用して、 当該会社に出資している組
合等の中小小売商業者である組合員若しくは所属員又は中小小売商業者の経
営管理を合理化する事業の用に供する施設又は設備の設置の事業

5 連鎖化事業（主 と して中小小売商業者に対し、 定型的な約款による契約に基
づき継続的に、 商品を販売し、 又は販売をあっせんし、 かつ、 経営に関する指
導を行う事業をいう。 以下同じ。）を行う者は、 当該連鎖化事業の用に供する倉
庫その他の施設又は設備を設置する事業について、 連鎖化事業計画を作成し、
これを主務大 臣に提出して、 当該連鎖化事業計画が政令で定める基準に適合す
るものである旨の認定を受けるこ と ができる。

6 中小企業者が出資している会社であって政令で定める要件に該当するもの
（以下 「特定会社」 と いう。）若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人（以
下「一般社団法人等」 と いう。）又は特定会社を設立しよう と する者は、 商店街
の区域、 団地又は建物の内部に集団して事業を営む中小小売商業者の経営の近
代化を支援するため、 共同店舗、 ア ー ケ ー ド、 休憩所その他の施設又は設備を
設置する事業について、 商店街整備等支援計画を作成し、 これを経済産業大 臣
に提出して、 当該商店街整備等支援計画が政令で定める基準に適合するもので
ある旨の認定を受けるこ と ができる。

7 商店街整備計画、 店舗集団化計画、 共同店舗等整備計画、 電子計算機利用経
営管理計画、 連鎖化事業計画又は商店街整備等支援計画（以下「高度化事業計
圃」 と いう。） には、 次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 第1項若しくは第2項に規定する事業、 第3項若しくは第4項各号に定

める事業又は前2項に規定する事業（以下 「高度化事業」 と いう。）の 目 標及
び内容

(2) 高度化事業の実施時期



(3) 高度化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
8 経済産業大 臣は、 第3項の規定による認定をしようとするときは、 同項第1

号又は第2号に定める事業に係る共同店舗等整備計画にあっては当該共同店舗
等整備計画に係る組合を所管する大 臣に、 同項第3号又は第4号に定める事業
に係る共同店舗等整備計画にあっては当該共同店舗等整備計画に係る店舗又は
共同店舗において行われる小売業に属する事業を所管する大 臣に、 共同店舗等
の設置の事業に係る商店街整備等支援計画について第6項の規定による認定を
しようとするときは、 当該商店街整備等支援計画に係る共同店舗において行わ
れる小売業に属する事業を所管する大 臣に協議しなければならない。

， 前各項に規定するもののほか、 商度化事業計画の認定及びその取消しに関し
必要な事項は、 政令で定める。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね30日

備 考

設 定 日 令和4年3 月31日



《 I D21 1 300A 申請 商工労働課 中小小売商業振興法第4条第3項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 商工労働課

適用日（掲載日） I 平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 共同店舗等整備計画の認定

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 中小小売商業振興法第 4条第3 項

＜審査基準／標準処理期間＞
中小小売商業振興法第 4条第3 項•第 7項

基 準 規 定 中小小売商業振興法施行令第 4条
中小小売商業振興法施行規則第 9条第 4項•第5項

■設定 □末設定

（高度化事業計画の認定等）
第4条 商店街振興組合等（商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会、 事

業協同組合、 事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織
に関する法律（昭和 32年法律 第185号）第9条ただし書に規定する商店街組合
若しくは これを会員とする商工組合連合会をいう。）は、 主として中小小売商業
者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るため、 商店街の区域において
店舗、 ア ー ケ ー ド、 街路灯その他の施設又は設備を設置する事業について、 商
店街整備計画を作成し、 これを経済産業大 臣に提出して、 当該商店街整備計画
が政令で定める基準に滴合するものである旨の認定を受ける ことができる。

2 事業協同糾合、 事業協同小組合又は協同組合連合会は、 主として中小小売商
業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るため、 店舗を一の団地に集

審 査 基 準 団して設置する事業（当該事業に併せてア ー ケ ー ド、 街路灯その他の施設又は
設備を設置する事業を含む。）について、 店舗集団化計画を作成し、 これを経済
産業大 臣に提出して、 当該店舗集団化計両が政令で定める韮準に適合するもの
である旨の認定を受ける ことができる。

3 第1号又は第2号に掲げる組合は当該各号に定める事業について、 第3号に
掲げる中小小売商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者
と共同して同号に定める事業について、 第4号に掲げる会社は同号に定める事
業について、 それぞれ共同店舗等骸備計画を作成し、 これを経済産業大 臣に提
出して、 当該共同店舗等整備計画が政令で定める基準に適合するものである旨
の認定を受ける ことができる。
(1) 事業協同組合又は事業協同小組合 中小小売商業者である組合員のため

の共同店舗又は休憩所、 集会場その他の共同店舗と併設される施設若しくは
共同店舗の設備（以下 この項及び第8項において「共同店舗等」という。）の
設置の事業



(2) 協業糾合 組合の店舗又は休愁所、 集会場その他の店舗 と 併設される施
設若しくは店舗の設備（次号において「店舗等」 と いう。） の設置の事業

(3) 他の中小小売商業者 と 合併をしよう と し、 又は他の中小小売商業者 と と
もに資本金の額若しくは出資の総額の大部分を出資して会社を設立しよう と
する中小小売商業者 次に掲げる事業

イ 合併又は出資により設立される小売業に属する事業を主たる事業 と して営
む会社（合併後存続する会社を含む。） の店舗等の設置の事業

ロ 出資により設立される会社及びその会社に出資しよう と する中小小売商業
者のための共同店舗等の設置の事業

(4) 2以上の中小小売商業者が資本金の額又は出資の総額の大部分を出資し
ている会社 当該会社及び当該会社に出資している中小小売商業者のための
共同店舗等の設置の事業

4 第1号に掲げる組合等は同号に定める事業について、 第2号に掲げる組合等
又は中小小売商業者は当該出資をしよう と する他の組合等又は中小小売商業者
と 共同して同号に定める事業について、 第3号に掲げる会社は同号に定める事
業について、 それぞれ電子計算機利用経営管理計画を作成し、 これを主務大 臣
に提出して、 当該電子計算機利用経営管理計両が政令で定める某準に滴合する
ものである旨の認定を受けるこ と ができる。
(1) 糾合等 電子計算機を利用して、 中小小売商業者である組合員又は所属

員の経営管理を合理化する事業の用に供する施設又は設備の設置の事業
(2) 他の組合等又は中小小売商業者 と と もに資本金の額又は出資の総額の大

部分を出資して会社を設立しよう と する組合等又は中小小売商業者 電子計
算機を利用して、 当該会社に出資しよう と する組合等の中小小売商業者であ
る組合員若しくは所属員又は中小小売商業者の経営管理を合理化する事業の
用に供する施設又は設備の設置の事業

(3) 2以上の組合等又は中小小売商業者が資本金の額又は出資の総額の大部
分を出資している会社 電子計算機を利用して、 当該会社に出資している組
合等の中小小売商業者である組合員若しくは所属員又は中小小売商業者の経
営管理を合理化する事業の用に供する施設又は設備の設置の事業

5 連鎖化事業（主 と して中小小売商業者に対し、 定型的な約款による契約に基
づき継続的に、 商品を販売し、 又は販売をあっせんし、 かつ、 経営に関する指
導を行う事業をいう。 以下同じ。）を行う者は、 当該連鎖化事業の用に供する倉
庫その他の施設又は設備を設置する事業について、 連鎖化事業計画を作成し、
これを主務大 臣に提出して、 当該連鎖化事業計画が政令で定める基準に適合す
るものである旨の認定を受けるこ と ができる。

6 中小企業者が出資している会社であって政令で定める要件に該当するもの
（以下 「特定会社」 と いう。）若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人（以
下「一般社団法人等」 と いう。）又は特定会社を設立しよう と する者は、 商店街
の区域、 団地又は建物の内部に集団して事業を営む中小小売商業者の経営の近
代化を支援するため、 共同店舗、 ア ー ケ ー ド、 休憩所その他の施設又は設備を
設置する事業について、 商店街整備等支援計画を作成し、 これを経済産業大 臣
に提出して、 当該商店街整備等支援計画が政令で定める基準に適合するもので
ある旨の認定を受けるこ と ができる。

7 商店街整備計画、 店舗集団化計画、 共同店舗等整備計画、 電子計算機利用経
営管理計画、 連鎖化事業計画又は商店街整備等支援計画（以下「高度化事業計
圃」 と いう。） には、 次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 第1項若しくは第2項に規定する事業、 第3項若しくは第4項各号に定

める事業又は前2項に規定する事業（以下 「高度化事業」 と いう。）の 目 標及
び内容

(2) 高度化事業の実施時期



(3) 高度化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
8 経済産業大 臣は、 第3項の規定による認定をしようとするときは、 同項第1

号又は第2号に定める事業に係る共同店舗等整備計画にあっては当該共同店舗
等整備計画に係る組合を所管する大 臣に、 同項第3号又は第4号に定める事業
に係る共同店舗等整備計画にあっては当該共同店舗等整備計画に係る店舗又は
共同店舗において行われる小売業に属する事業を所管する大 臣に、 共同店舗等
の設置の事業に係る商店街整備等支援計画について第6項の規定による認定を
しようとするときは、 当該商店街整備等支援計画に係る共同店舗において行わ
れる小売業に属する事業を所管する大 臣に協議しなければならない。

， 前各項に規定するもののほか、 商度化事業計画の認定及びその取消しに関し
必要な事項は、 政令で定める。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね30日

備 考

設 定 日 平成31年3 月31日



《ID211400A申請 商工労働課 中小小売商業振興法第4条第6項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 商工労働課

適用日（掲載日） I 平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 商店街整備等支援計両の認定

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 中小小売商業振興法第 4条第 6 項

＜審査基準／標準処理期間＞
中小小売商業振興法第 4条第 6 項•第 7項

基 準 規 定 中小小売商業振興法施行令第 7条、 第 8 条
中小小売商業振興法施行規則第 9条第5項•第 6 項

■設定 □末設定

（高度化事業計画の認定等）
第4条 商店街振興組合等（商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会、 事

業協同組合、 事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織
に関する法律（昭和 32年法律 第185号）第9条ただし書に規定する商店街組合
若しくは これを会員とする商工組合連合会をいう。）は、 主として中小小売商業
者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るため、 商店街の区域において
店舗、 ア ー ケ ー ド、 街路灯その他の施設又は設備を設置する事業について、 商
店街整備計画を作成し、 これを経済産業大 臣に提出して、 当該商店街整備計画
が政令で定める基準に滴合するものである旨の認定を受ける ことができる。

2 事業協同糾合、 事業協同小組合又は協同組合連合会は、 主として中小小売商
業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るため、 店舗を一の団地に集

審 査 基 準 団して設置する事業（当該事業に併せてア ー ケ ー ド、 街路灯その他の施設又は
設備を設置する事業を含む。）について、 店舗集団化計画を作成し、 これを経済
産業大 臣に提出して、 当該店舗集団化計両が政令で定める韮準に適合するもの
である旨の認定を受ける ことができる。

3 第1号又は第2号に掲げる組合は当該各号に定める事業について、 第3号に
掲げる中小小売商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者
と共同して同号に定める事業について、 第4号に掲げる会社は同号に定める事
業について、 それぞれ共同店舗等骸備計画を作成し、 これを経済産業大 臣に提
出して、 当該共同店舗等整備計画が政令で定める基準に適合するものである旨
の認定を受ける ことができる。
(1) 事業協同組合又は事業協同小組合 中小小売商業者である組合員のため

の共同店舗又は休憩所、 集会場その他の共同店舗と併設される施設若しくは
共同店舗の設備（以下 この項及び第8項において「共同店舗等」という。）の
設置の事業



(2) 協業糾合 組合の店舗又は休愁所、 集会場その他の店舗 と 併設される施
設若しくは店舗の設備（次号において「店舗等」 と いう。） の設置の事業

(3) 他の中小小売商業者 と 合併をしよう と し、 又は他の中小小売商業者 と と
もに資本金の額若しくは出資の総額の大部分を出資して会社を設立しよう と
する中小小売商業者 次に掲げる事業

イ 合併又は出資により設立される小売業に属する事業を主たる事業 と して営
む会社（合併後存続する会社を含む。） の店舗等の設置の事業

ロ 出資により設立される会社及びその会社に出資しよう と する中小小売商業
者のための共同店舗等の設置の事業

(4) 2以上の中小小売商業者が資本金の額又は出資の総額の大部分を出資し
ている会社 当該会社及び当該会社に出資している中小小売商業者のための
共同店舗等の設置の事業

4 第1号に掲げる組合等は同号に定める事業について、 第2号に掲げる組合等
又は中小小売商業者は当該出資をしよう と する他の組合等又は中小小売商業者
と 共同して同号に定める事業について、 第3号に掲げる会社は同号に定める事
業について、 それぞれ電子計算機利用経営管理計画を作成し、 これを主務大 臣
に提出して、 当該電子計算機利用経営管理計両が政令で定める某準に滴合する
ものである旨の認定を受けるこ と ができる。
(1) 糾合等 電子計算機を利用して、 中小小売商業者である組合員又は所属

員の経営管理を合理化する事業の用に供する施設又は設備の設置の事業
(2) 他の組合等又は中小小売商業者 と と もに資本金の額又は出資の総額の大

部分を出資して会社を設立しよう と する組合等又は中小小売商業者 電子計
算機を利用して、 当該会社に出資しよう と する組合等の中小小売商業者であ
る組合員若しくは所属員又は中小小売商業者の経営管理を合理化する事業の
用に供する施設又は設備の設置の事業

(3) 2以上の組合等又は中小小売商業者が資本金の額又は出資の総額の大部
分を出資している会社 電子計算機を利用して、 当該会社に出資している組
合等の中小小売商業者である組合員若しくは所属員又は中小小売商業者の経
営管理を合理化する事業の用に供する施設又は設備の設置の事業

5 連鎖化事業（主 と して中小小売商業者に対し、 定型的な約款による契約に基
づき継続的に、 商品を販売し、 又は販売をあっせんし、 かつ、 経営に関する指
導を行う事業をいう。 以下同じ。）を行う者は、 当該連鎖化事業の用に供する倉
庫その他の施設又は設備を設置する事業について、 連鎖化事業計画を作成し、
これを主務大 臣に提出して、 当該連鎖化事業計画が政令で定める基準に適合す
るものである旨の認定を受けるこ と ができる。

6 中小企業者が出資している会社であって政令で定める要件に該当するもの
（以下 「特定会社」 と いう。）若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人（以
下「一般社団法人等」 と いう。）又は特定会社を設立しよう と する者は、 商店街
の区域、 団地又は建物の内部に集団して事業を営む中小小売商業者の経営の近
代化を支援するため、 共同店舗、 ア ー ケ ー ド、 休憩所その他の施設又は設備を
設置する事業について、 商店街整備等支援計画を作成し、 これを経済産業大 臣
に提出して、 当該商店街整備等支援計画が政令で定める基準に適合するもので
ある旨の認定を受けるこ と ができる。

7 商店街整備計画、 店舗集団化計画、 共同店舗等整備計画、 電子計算機利用経
営管理計画、 連鎖化事業計画又は商店街整備等支援計画（以下「高度化事業計
圃」 と いう。） には、 次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 第1項若しくは第2項に規定する事業、 第3項若しくは第4項各号に定

める事業又は前2項に規定する事業（以下 「高度化事業」 と いう。）の 目 標及
び内容

(2) 高度化事業の実施時期



(3) 高度化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
8 経済産業大 臣は、 第3項の規定による認定をしようとするときは、 同項第1

号又は第2号に定める事業に係る共同店舗等整備計画にあっては当該共同店舗
等整備計画に係る組合を所管する大 臣に、 同項第3号又は第4号に定める事業
に係る共同店舗等整備計画にあっては当該共同店舗等整備計画に係る店舗又は
共同店舗において行われる小売業に属する事業を所管する大 臣に、 共同店舗等
の設置の事業に係る商店街整備等支援計画について第6項の規定による認定を
しようとするときは、 当該商店街整備等支援計画に係る共同店舗において行わ
れる小売業に属する事業を所管する大 臣に協議しなければならない。

， 前各項に規定するもののほか、 商度化事業計画の認定及びその取消しに関し
必要な事項は、 政令で定める。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね30日

備 考

設 定 日 平成31年3 月31日



《 I D301 200A 申請 商工労働課 商工会法第23条第 1 項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 商工労働課

適用日（掲載日） I 平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 設立の認可

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 商工会法第23 条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定
商工会法第23 条第1 項•第2項
商工会法施行規則第1 条の3

■設定 □未設定

（設立の認可）
第23 条 発起人は、 創立総会の終了後、 遅滞なく、 申請書に定款、 事業計画及び

収支予算並 びに経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、 経済産
業大 臣に設立の認可を申請しなければならない。

2 経済産業大 臣は、 前項の認可の申請があった場合において、 設立しようとす
る商工会が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、 同項の認可をし
てはならない。
(1) 設立の手続並 びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
(2) 第13 条本文に規定する者の2分の1以上が会員となるものであること。
( 3 ) その設立がその地区内の商工業の総合的な改善発達に寄与するものであ

審 査 基 準 ること。
(4) その事業を実施するために必要な経済的基礎を有すること。
( 5 )  設立しようとする商工会が第7条第2項の規定により市町村の区域の一

部をその地区の全部又は一部とする場合にあっては、 その設立が関係市町村
内の商工業の総合的な改善発達に支障を生じないこと。

3 経済産業大 臣は、 第1項の認可（第7条第2項の規定により市町村の区域の
一部をその地区の全部又は一部とする商工会の設立に係るものに限る。）をする
場合には、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

【基準】
上記の条文による。



参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね30日

備 考 和歌 山 県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

設 定 日 平成31年3 月31日



《 I D301 300A 申請 商工労働課 商工会法第42条第5項、 第48条第5項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 商工労働課

適用日（掲載日） I 平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 総会又は総代会の招集の承認

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 商工会法第 42条第5項、 第 48 条第5項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 商工会法第 42条第2項•第5項、 第 48 条第5項

■設定 □未設定
第 42 条 会長は、 必要があると詔めるときは、 臨時総会を招集することができ

る。
2 会長は、 会員が総会員の5分の1以上の同意を得て、 会議の 目 的たる事項及

び招集の理由 を記載した書面を会長に提出して総会の招集を請求したときは、
その請求のあった日 から3週 間以内に、 臨時総会を招集しなければならない。

3 前項の場合において、 電磁的方法により議決権又は選挙権を行使することが
定款で定められているときは、 当該書面の提出に代えて、 当該害面に記載すべ
き事項及び理 由 を当該電磁的方法により提供することができる。 この場合にお
いて、 当該会員は、 当該書面を提出したものとみなす。

4 前項前段の電磁的方法（経済産業省令で定める方法を除く。）により行われた
当該書面に記載すべき事項及び理由 の提供は、 会長の使用に係る電子計算機に
備えられた フ ァ イルヘの記録がされた時に当該会長に到達したものとみなす。

審 査 基 準 5 第2項の規定による請求をした会員は、 同項の請求をした日 から2週 間以内
に会長が総会招集の手続をしないときは、 経済産業大 臣の承認を得て総会を招
集することができる。 会長の職務を行う者がない場合において、 会員が総会員
の5分の1以上の同意を得たときも、 同様とする。

（総代会）
第 48 条 会員の総数が200 人をこえる商工会は、 定款で定めるところにより、 総

会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代は、定款で定めるところにより、 会員のうちから、 その住所、事業の種類

等に応じて公平に選挙されなければならない。
3 総代の定数は、 その選挙の時における会員の総数の10 分の2（会員の総数が

500 人をこえる商工会にあっては、100 人） を下つてはならない。
4 総代の任期は、 3年以内において定款で定める期間とする。
5 総会に関する規定は、 総代会について準用する。 ただし、 総代会においては、



総代の選挙をし、 又は解散若しくは合併の議決をすることはできない。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □末設定
標 準 処 理期間

おおむね30日

備 考 和歌 山 県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

設 定 日 平成31年3 月31日



《ID301400A申請 商工労働課 商工会法第44条第2項、 第48条第5項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 商工労働課

適用日（掲載日） I 平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 定款の変更の認可

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 商工会法第 44条第2項、 第 48 条第5項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定
商工会法第 44条第2項、 第 48 条第5項
商工会法施行規則第 4条第1 項

■設定 □未設定

（総会の決議）
第 44条 次の事項は、 総会の議決を経なければならない。

(1) 定款の変更
(2) 規約の設定、 変更又は廃止
(3) 事業計画及び収支予算の決定又は変更
(4) その他定款で定める事項

2 会長は、 総会において定款の変更の決議があったときは、 遅滞なく、 申請書
に変更の理由 その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、 経
済産業大 臣に定款の変更の認可を申請しなければならない。

3 定款の変更は、 経済産業大 臣の認可を受けなければ、 その効力を生じない。

審 査 基 準 4 第23 条第2項及び第3項並 びに第24条の規定は、 第2項の認可について準
用する。

（総代会）
第 48 条 会員の総数が200 人を こえる商工会は、 定款で定めると こ ろにより、 総

会に代わるべき総代会を設ける ことができる。
2 総代は、定款で定めると こ ろにより、 会員のうちから、 その住所、事業の種類

等に応じて公平に選挙されなければならない。
3 総代の定数は、 その選挙の時における会員の総数の10 分の2（会員の総数が

500 人を こえる商工会にあっては、100 人） を下つてはならない。
4 総代の任期は、 3年以内において定款で定める期間とする。
5 総会に関する規定は、 総代会について準用する。 ただし、 総代会においては、

総代の選挙をし、 又は解散若しくは合併の議決をする ことはできない。



【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね30日

備 考 和歌 山 県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

設 定 日 平成31年3 月31日



《 I D301 800A 申請 商工労働課 商工会法第52条の2第2項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 商工労働課

適用日（掲載日） I 平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 商工会の合併の認可

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 商工会法第52条の2第2項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 商工会法第23 条第2項、 第52条の2第2項•第3 項

■設定 □未設定

（合併の手続）
第52条の2 商工会が合併しようとするときは、各商工会の総会の議決を経なけ

ればならない。
2 合併をするには、 申請書に合併後存続する商工会又は合併によって成立する

商工会（以下 この条において 「新商工会」 という。）の定款、 事業計画書、 収支
予算書その他経済産業省令で定める書類を添付して、 経済産業大 臣に合併の認
可を申請しなければならない。

3 経済産業大 臣は、 前項の認可の申請があった場合において、 新商工会が次に
掲げる要件に適合していないと認めるときは、 同項の認可をしてはならない。

審 査 基 準
( 1 )  第23 条第2項各号に掲げる要件に適合する こと。
(2) 新商工会が第7条第2項の規定により市町村の区域の一部をその地区の

全部又は一部とする場合にあっては、 その合併により新商工会の事業が合併
前の商工会の事業に比して著しく効率的なものとなること。

4 合併は、 経済産業大 臣の認可を受けなければ、 その効力を生じない。
5 第23 条第3項及び第24条の規定は、 第2項の認可について準用する。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

標 準 処 理期間 口設定 ■未設定



備 考 和歌 山 県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

三5·r又し 定 日 平成31年3 月31 13 



《 I D301 900A 申請 商工労働課 商工会法第54条第 1 項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 商工労働課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1 日

く処分の概要＞

許認可等の名称 財産処分の方法の認可

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 商工会法第54条第 1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 商工会法第54条第 1 項

■設定 □未設定

（財産処分の方法等）
第54条 清算人は、 財産処分の方法を定め、 総会の議決を経て、 経済産業大 臣の

認可を受けなければならない。
2 総会が前項の議決をしないとき又はする ことができないときは、 清算人は、

経済産業大 臣の認可を受けて、 財産処分の方法を定めなければならない。
審 査 基 準 3 残余財産は、 商工会又はその 目 的と類似の公益 目 的を有する法人その他の団

体に帰属させなければならない。
4 第24条の規定は、 第 1 項及び第2項の認可について準用する。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

口設定 ■未設定
標 準 処 理期間

備 考 和歌 山 県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

三五·r
又
し 定 日 平成 31 年 3 月 31 日



《 I D302000A 申請 商工労働課 商工会法第54条第2項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 商工労働課

適用日（掲載日） I 平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 総会の決議を経ない財産処分の方法の認可

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 商工会法第54条第2項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 商工会法第54条第2項

■設定 □未設定

（財産処分の方法等）
第54条 清算人は、 財産処分の方法を定め、 総会の議決を経て、 経済産業大 臣の

認可を受けなければならない。
2 総会が前項の議決をしないとき又はする ことができないときは、 清算人は、

経済産業大 臣の認可を受けて、 財産処分の方法を定めなければならない。
審 査 基 準 3 残余財産は、 商工会又はその 目 的と類似の公益 目 的を有する法人その他の団

体に帰属させなければならない。
4 第24条の規定は、 第1項及び第2項の認可について準用する。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

口設定 ■未設定
標 準 処 理期間

備 考 和歌 山 県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

三五·r
又
し 定 日 平成31年3 月31日



������������	�
�������������

�

�	����������� !"#!�$%&��'()*+,-.�

/

0'(123�

4 5 6 7� 89:;<=

>?@)AB@.�CDEFGHIJK=

0��+LM3�

NOPQ+RS� TUVWXYZ[Y\]X _̂`abcdefHgeJhijk=

������l��m� no=

p q r s� abteEug=

0�� !�#!�$%&3�

 ! r s� abtefHgeJhveEug=

������ ��!�

w9x==yz9x=

d{|ab}~���xYijk=

eEug=eJHg��ef�g��Y�x�v_`ab}ij����Y��}�

��veJHg��eJ�g��vefJge�h��efEg�������Y

o����v��}eJug��efFg��� ����Y��ab¡¢£~�

�ve fJge¤h��}e fHge�h��e¥h�������Yo���

�Y��¦§TUVW¨�©ªVW«9¬®ab¡¢£~��veffg��

ef�g�������Yo����Y��_`ab}���abV«9¬®

ab¡¢£~��veffg��¯°��v����Y��¯°��v¦§��v

efHge¤h�������Yo����Y��_`ab}���TUVW¨

�©ªVW«9¬®ab¡¢£~��ve f±g�������Yo�v��

��Y��_`ab}���²9VW«9¬®ab¡¢£~�v¦§��ve

f�g��{|ab³´Yab����Y��ab��v�¯�v����Y��¯

�v¦§��µ¶·¸�¹Y����=

º{i»=

¼½Yg¾��{i�x}¿��=

=

À Á Â Ã� =

#!�$%&�

y9x==wz9x=

=



������������� �

������������� ��	
�����
�



�����������	
���������������

�

	
����������� !"#!�$%&��'()*+,-.�

/

0'(123�

4 5 6 7� 89:;<=

>?@)AB@.�CDEFGHIJK=

0��+LM3�

NOPQ+RS� TUDVWXYZ[\TU]=

������̂ ��_� `a=

b c d e� TUfgHEh=

0�� !�#!�$%&3�

 ! d e� TUfgHEh=

������ ��!�

i9j==kl9j=

mTUDVWXYn=

gHEh=[\TUWTUDVWopqrstTUWuvwxyz{xy|}~�

��f�����������j���Wv����j��W���wt��

���������v� ¡�t��¢�vXYx�o�£��}y�¤¥¦

�y§¨TUDVt©¢TUª«¬W®¯t©°�±²°¤°³´=

µ¶·¸=

¹ºWh»¼½¶·¾jv��´=

=

¿ À Á Â� =

#!�$%&�

k9j==il9j=

=

Ã����������À� =

������e����@� �ÄÅGEIEJK=
/



�����������	
������������������

�

	
����������� !"#!�$%&��'()*+,-.�

/

0'(123�

4 5 6 7� 89:;<=

>?@)AB@.�CDEFGHIJK=

0��+LM3�

NOPQ+RS� TUDVWXYZ[\TU]=

������̂ ��_� `a=

b c d e� TUfgHHhgJi=

0�� !�#!�$%&3�

 ! d e� TUfgHHhgji=

������ ��!�

k9l==mn9l=

oTUDVWXYp=

gHHh=[\TUWTUDVqXYrsTUqturvwxyz{|}~���

�}��TUDVq��TU����W��q����������=

�=TU����|}�iW��W���~�������s}�W��W� 

��¡��r��x��zx¢|}£W��qr���������=

Z¤]=��¥¦�f§�¨©rs�zªx�=

Z�]=��TUDVqXYyzªx�TUW«¬q¬®yz¯°±²°��

ªx�=

³=g¤iW��q�sTUqtur�{|}£Wtu�v´����TUDV

�[\TUWTUDVqXYr�µq¶·r���������=

¸=[\TUWTUDVqXYrs¹º»q¹ºr}¼|��¹º»W½¾°~

z¿À���sÁÂÃÄf°~�sÅÆÇÈÉ§°l�z¡W�v´ÊËlÌ

ÍW{�ÎÏqÐ�zªx�°¢zÑÒ�ÓÔÕÓqxÖwxyz{|}��

¹º»�£Wµq¶·r���������=

×ØÙÚ=

¯ÛWhÜÝÞØÙßl�vz�=

=

à á â ã� =

#!�$%&�

m9l==kn9l=

=



������������� �

������������� ��	
�����
�



�����������	
���������������

�

	
����������� !"#!�$%&��'()*+,-.�

/

0'(123�

4 5 6 7� 89:;<=

>?@)AB@.�CDEFEGHI=

0��+JK3�

LMNO+PQ� RSTUVWXYVZ[\]^Y_`=

������a��b� cd=

e f g h� RSijkEl=

0�� !�#!�$%&3�

 ! g h�
RSijkEl=

RSim[Cjnl=

������ ��!�

o9p==qr9p=

sRSTUVWXYVY[\]^t=

jkEl=RSTUVWXYVuvjHklvjHnljwxvjHyljzx{|

}uj~x��j�x��vjH�l��jkklY���vjE�lYH�j�

x�uj E�lY kkj�xY�p�����Y��vRS����]^Y9�

���m������RSTUVY_`����RS����]^�uRSY

���[\� Z�¡�¢£¤|vRSY���¥C�p¦�§¨©ªY��

��uvRSTUVY_`����� �«|©�¢=

¬®¯=

°±Yl²��®�p���¢=

=

³ ´ µ ¶� =

#!�$%&�

o9p==qr9p=

··¸¹�zI=

º����������́ � =

������h����@� CD»FnGnHI=
/



�����������	
����������������������

�

	
��������� !"#�$#�%&'��()*+,-./�

0

1()234�

5 6 7 8� 9:;<=>

?@A*BCA/�DEFGHIJK>

1��,LM4�

NOPQ,RS� TUVWXVYZ[\]VYZ>

������̂ ��_� `a>

b c d e� TUfghijgJklghk>

1 !"#�$#�%&'4�

" # d e�

TUfghijmghnj[gHojVio>

TUfpqDgrjmgJnj[gJFjVi[gJFjVh[gJrj>

TUfpqstgHjVhmgHjVHVJu>

 ��!��"��#�

v:w>>xy:w>

zTUVWXVYZ{>

ghij>TU|}V~�V����|������[����p:�:�[��

��TU��X��������|����[TU���VYZ������

 �¡��¢>

£¤¥>¦§[¦¨[\©ª[«¬®¯[°±¦²³[́ µª¶V·¸�¡|¹

�����>

£º¥>»�[¼»T�[½¾�¶V·¸�¡|¹����>

£¿¥>ÀT[ÁT[ÂÃÄqÅÆp:¶V·¸�¡|¹��p:>

£Ç¥>ÈÉ[Ê��¶V·¸�¡|¹��p:>

£Ë¥>Ì¼Í[Ì¼Î[ÏU[ÐÑÒ¶V·¸�¡|¹��p:>

£Ó¥>ÔÕ[Ö×Ø�¶V·¸�¡|¹��p:>

£Ù¥>Ú~�|���ÛVVÜ�[TUVÝÞ��ßÏ|àá�âã��¶�

Vä����[����p:åæDåwç�ÛV>

º>ÚkVYZ����������[èV~�|���ék�êë�ìíîï

�TU���|ð®���� �¡��¢>

£¤¥>TUVWXzTU|Úk~�Vñ|������[����p:�:�[

����TU��X��¸����¢ò¼óô¢{Võö>

£º¥>TUVWXV÷ø>

£¿¥>TUVWXV�³>

£Ç¥>���[����p:VÝÞ>

£Ë¥>�éùpVúf>

£Ó¥>�éVû÷>

£Ù¥>TUVüýúf>

¿>g¤kVsw|��YZ���ì�zò¼þTUWX�ÿ���¢{�[Úk

~�|���ék�\]��������|����[¶V\]�TUVÝÞ



���������	
����������������������

������� !"��#$�%&'()�*+�,--�.��/0

10234��54�6��7�*+�8�9:;%&��<2 ==>234�

6��?@�,-���������A�B�"2C4�6��7�DEF�

GH�"IJKL�'M
�NOPQ�RSTB9UV�;�W�/V��

��A�B"IJNOPQ�"
XY#�IJDEF�%&'()�Z[T

-�.��/0

\0%&'()�"234��2]4�6��7�*+�^_7U�
����

A�B"IJ*+�8�9:;%&��<2==>234�6��?@�,-�

������W�"��#$�IJKL�'M
�NOPQ�`aT-�.

��/0

bcde0

fg�>h�icd6��7�/0

0

j k l mn 0

opqrstn

uv�00wxv�0

AAyz31{0

|nnnnnnnnnnkn 0

n}nnnn~nnnn�n ��=�����{0
�



�����������	
��������������������

�

	
������� �!"#$%&$�'()��*+,-�./0�

1

2*+345�

6 7 8 9� :;<=>?

@AB,CDB0�EFGHIJKL?

2���MN5�

OPQR�ST� UVWXYZ[\]?

������̂ ��_� `a?

b c d e� fghiGjk[liKm?

2!"#$ &$�'()5�

# $ d e� fghiGjk[l?

!��"��#��$�

n;]??op;]?

qUVWXYZ[\]r?

iGjk[s?fgtuvwxykism[z]{|}~����Vv�����

UVWXYZ{���xfg[����]��x��UVWXYZ�����

��[\]����[����?

�?fgtuvwxym[z]{|�\]�����wx��\]���L��

\][���� �{¡m[z]{|}�]��fg[���¢£�¤¥¦§

¤¨¤��?

©ª«¬?

®[k¯��ª«z]{|��?

?

° ± ² ³� ?

&$�'()�

n;]??op;]?

´´µ¶G·L?

¸����������±� ?

������e����B� EF¹HGJGKL?
1



������������	�
������������������

�

�	������� �!"#$%&$�'()��*+,-�./0�

1

2*+345�

6 7 8 9� :;<=>?

@AB,CDB0�EFGHIJKLM?

2���NO5�

PQRS�TU� VWXYZ[\]^\_`?

������a��b� cd?

e f g h� ijklGmn\olLp?

2!"#$ &$�'()5�

# $ g h� ijklGmn\JlLplLqrlsqrlGqtlGmn\o?

!��"��#��$�

u;`??vw;`?

xVWXYZ[\]^yz?

lGmn\{?|nl}p\~`���_`�����x�n�����_`Z[

��������z�t��_`����VWXYZ[�]^��������

�����tij���\_`������������?

�?ij����t|p\~`���]^\_`�������������t

]^ \VWXYZ[�¡¢�VW£¤¥;y�;¦��§¨©ijª«kl

¬¬nl}p\~`\Y����®\¯°��±�t°�²³´��VWXY

Z[�µ¶·��ij\XY\�¸��¹��º»¼d�½¾�������

���?

¿?ij����tl}p\~`���]^\_`\ÀÁ©°¢�������t

Â\ÀÁ�Ã�]^ \VWXYZ[©l Gmn\Äl}pl}q²�l¿q

Å¯\�Æ��®�����_´��±�tl}p\~`���_`���®

\����?

Ä?|nl�p\~`�tl}p\~`���]^\_`������¢��Ç

Y���?

ÈÉÇÊ?

Ëµ\nÌÍÎÉÇ~`����?

?

Ï Ð Ñ Ò� ?

&$�'()� u;`??vw;`?



��������

�����������	� �

�
����������� ���������
�



�����������	
��������������������

�

	
���� !�"�#$%&'(& )*+��,-./�012�

3

4,-567�

8 9 : ;� <=>?@A

BCD.EFD2�GHIJKLMNOA

4 !�PQ7�

RSTU�VW� XYZ[\]^_`abcdefghXYhijA

 ��!��k��l� mnA

o p q r� fgstIuvhwtxyA

4#$%&"(& )*+7�

% & q r� fgstIuvhwtNyztxyzt{yA

#��$��%��&�

|=}AA~�=}A

�XYZ[\]�_`abcdefghXYhij�A

t Iuvh�A�}�������t Iuvh�t�yh�}b�e�}\�d_

Z[XY����vt�yh�}b�e��h�}���_�����h��

�h�h��ybc����}Z[XY�� ��¡��b¢��Z[£¤¥=

¦\=§¨©dª«©¬©��A

Afg®¯����}�����°¬�}Z[XY��b±²�tIxvt�y

³�t´yh�}b�eijhµ¶���_`abc����·ª¬h�}b

�eij\¸¹©dª«©¬©��A

´A�yh�}b�eijbºet Ixvty»¼t ½wvt�yh�}h¾Y

b�����t Ixvty¿�µ¶À\ ��eh��µ¶Àb�t Iuvh

´tytÁhÂ§\ÃÄ¨_ÀÅ\ÆÇ¨�� ��t ½wvt�y¿�È

É©ÊË\ÌÍÎe ��eh��ÈÉ©ÊË\ÌÍ¨�³�fghÏÐÑ¨

Ò�fgÊËÓÔhÕÖ\×e �Îe�A

ØAfg®¯��tyh�}b�Ùt Ixvt�y³�t´yh�}b�ei

j\¸¹_`abc����ÚÛijbºeXYÜhÝ��tIuvtyh�

}b°°Þ¬ß�XYZ[bc���}������µ¨�_Ý�ÚÛµ¨�

_Ý�àyhvá�â}ãäåhæfb�����àyhçè�é}êeÝ\

ëìe`ab�����ÚÛvá³�ÚÛçèé}êeÝ��Îe�·h`a

bc���àvt�y_í¨Àh�}��¾Y¨©��A

�AtIuvh�t�yh�}b�e�}�îª_`abc�����}����

�ïðh���àyhfgh`ñb�����tIxvt�y³�t´yh�}

b�eijhµ¶\Îe·��é�©��A



�����

����	
���������

�

� � � �� �

�������

����� ��

!!"#$%&�

'������������ �

�(����)����*� +,-./0/1&�
2



�����������	
��������������������

�

	
����� �!�"#$%&'%�()*��+,-.�/01�

2

3+,456�

7 8 9 :� ;<=>?@

ABC-DEC1�FGHIHJKL@

3� �MN6�

OPQR�ST� UVWXYZ[\]^_@

��� ��̀ ��a� bc@

d e f g� hijkHlm[nkKo@

3"#$%!'%�()*6�

$ % f g� YZpUFkqmrksmrklm@

"��#��$��%�

t<u@@vw<u@

xUVWXYZ[\][^_yz@

kHlm[{@hi|}~�rYZ[����YZ��������������

��������������r�mk{o[�u���mk�o[�u��

�� ¡¢£�pU�¤¤¥¦§r¨©YZ�\]ª«�¬���~[®�

¯°�±r\]²ir\]³´y�µ�±rhi[���¶·¢r��¸\[¹

º�» ����¼½�m¾�¿¢±r�mkÀo[ÁF�u��ÂÃUV�

��mk�o��u��UV�WÄ�YZxÅÆÇUVWXYZÈ��¬Éz[

\]�^_��Ê�����É@

{@�o[®�hi|}~�Ë���{ÅÌ[hi�Í�Î[�����xÏ

Ð¸\ÑF�u��ÒÓ�Ô£Éz�r�o[^_�Õ��ÖU�rÁF�u�

��Ê×��ØrÙ[hi[hi|}~�]¬Î[���ÉÊ[ÒÓ�Ú�±r

¨©Ù[hi[hi|}~��o[^_�¢�¬������rÛ[hi[h

i|}~�ÜÝ¢rÞ[�ß���àáâ�¦��É@

�@�o[�u��Ø{ÅÌ[hi�µ�±Ù[hi[hi|}~�]¬kÀo

[^_�ãà�¬���~�räåæ�hi|}~x¨©^_�Õ��ÖU�

]¬~�ÏÐ¸\çè���ÒÓ��µ±�rÏz�é��àáâ�¦��É@

ê@�o[äåæ[ë�rìí�îï¢±r¨©^_�Õ��ÖU�]¬~�Ï

Ð¸\çè���ÒÓ��µ±�ÁF�rÞ[Û[~���ÒÓ��µ±�¨

©hi|}~���ðñòóôõ[mö�u��É@

÷@hi|}~�rkÀo[^_�¢����r^_ø�¸¿¢�àáâ�¦�

�É@

ù@�o[�u��Ø^_ø[¸¿�ãà�~�r¨©^_�Í�\]úr¨©

^_ø�¨©YZ�ûÄ¿à±��àáâ�¦��É@

ü@kÀo[^_[®[ñjrk÷o[^_ø[ýþÞ[ÛkÀo[^_[ä

ÿ�µ�±¼½��o�rÏÐ¸\ÑF�u��É@



�����

����	
���������

�

� � � �� �

�������

����� ��

!!"#$%&�

'������������ �

�(����)����*� +,-./0/1&�
2



�����������	
������������������������

�

	
����� �!�"#$%�&%�'()��*+,-�./0�

1

2*+345�

6 7 8 9� :;<=>?

@AB,CDB0�EFGHIJKLM?

2� �NO5�

PQRS�TU� VWXYZ[\]^_`abc^defgh^de?

��� ��i��j� kl?

m n o p� [\qrJst^urLvarGv?

2"#$%!&%�'()5�

$ % o p�

[\qrJst^GfrJst^JfrJst^u?

[\qwxyrLzt^L{?

[\qwx|}rJt^LĜ GfrJt^LĜ J?
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《 I D 1 5 1 7 1 0A 申 請 建設総務課 道路法第 48 条の 26 第 1 項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I令和3 年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 歩行者利便増進計画の認定

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 48 条の26 第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 道路法第 48 条の24、 第 48 条の25、 第 48 条の26

■設定 □未設定

（歩行者利便増進計画の認定）
第 48 条の 26 道路管理者は、 前条第6項の規定により通知した 占用予定者が提

出した歩行者利便増進計画 について、 道路の場所を指定して、 当該歩行者利便
増進計画が適当である旨の認定をするものとする。

審 査 基 準
2 道路管理者は、 前項の認定をしたときは、 当該認定をした日 及び認定の有効

期間並 びに同項の規定により指定した道路の場所を公示しなければならない。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね 30日

備 考

設 定 日 令和 6年3 月31日



《ID151720A申請 建設総務課 道路法第48条の27第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I令和3 年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 歩行者利便増進計画の変更等

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 48 条の27第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 道路法第 48 条の27

■設定 □未設定

（歩行者利便増進計画の変更等）
第 48 条の27 前条第1項の認定を受けた者（以下「認定計画提出者」という。）

は、当該認定を受けた歩行者利便増進計画を変更しようとする場合においては、
道路管理者の認定を受けなければならない。

2 道路管理者は、 前項の変更の認定の申請があったときは、 次に掲げる基準に
適合すると認める場合に限り、 その認定をするものとする。
(1) 変更後の歩行者利便増進計画が第 48 条の25第1項第1号から第3号ま

審 査 基 準 でに掲げる基準を満たしていること。
(2) 当該歩行者利便増進計両の変更をすることについて、 歩行者利便増進道

路の歩行者の利便の一層の増進に寄与するものであると見込ま れること又は
やむを得ない事情があること。

3 前条第2項の規定は、 第1項の変更の認定をした場合について準用する。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね14日



備 考

設 定 日 令和6 年 3 月 31 日



《ID151740A申請 建設総務課 道路法第48条の29》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I令和 3年 4 月 1 日

く処分の概要＞

許認可等の名称 地位の承継

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 48 条の 29

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 道路法第 48 条の 29

■設定 □未設定

（地位の承継）
第 48 条の 29 次に掲げる者は、 道路管理者の承認を受けて、 認定計画提出者が

有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。
(1) 認定計画提出者の一般承継人
(2) 認定計画提出者から、 認定歩行者利便増進計画 に基づき設置又は管理が

審 査 基 準 行われる公募対象歩行者利便増進施設等の所有権その他当該公募対象歩行者
利便増進施設等の設置又は管理 に必要な権原を取得した者

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね 14 日

備 考

設 定 日 令和6 年 3 月 31 日



《ID151750A申請 建設総務課 道路法第48条の32第1項 • 第3項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I令和4年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 車両の停留の許可、 変更の許可

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 48 条の32第1 項•第3 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定
道路法第 48 条の32、 第 48 条の33
道路法施行令第35条の 8、 第35条の 9

■設定 □未設定

（車両の停留の許可）
第 48 条の 32 特定車両停留施設に車両を停留させようとする場合においては、

道路管理者の許可を受けなければならない。 ただし、 道路交通法第3 9条第1項
に規定する緊急 自 動車その他政令で定める車両については、 この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、 停留させる車両 に係る事項、 当該車両を
停留させる日 時その他特定車両停留施設を利用する特定車両の種類 ごとに 国土
交通省令で定める事項を記載した申請膏を道路管理者に提出しなければならな

審 査 基 準 し ‘゜

3 第1項の許可を受けた者は、 当該許可の申請に係る前項に規定する事項を変
更しようとする場合においては、 あらかじめ道路管理者の許可を受けなければ
ならない。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □ 末設定
標 準 処 理期間

おおむね14日

備 考



設 定 日 ！ 令和6 年 3 月 31 日



《ID151800A申請 建設総務課 道路法第48条の60第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I令和6 年 4 月 1 日

く処分の概要＞

許認可等の名称 道路協力 団体の指定

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 48 条の 60 第 1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
道路法第 48 条の 60 第 1 項、 第 48 条の 61

基 準 規 定 道路法施行令第 7 条第 9 号•第 12 号
道路法施行規則第 4 条の 25、 第 4 条の 26

■設定 □未設定

（道路協力 団体の指定）
第 48 条の 60 道路管理者は、 次条に規定する業務を適正かつ確実に行う ことが

できると認められる法人その他 これに準ずるものとして国土交通省令で定める
団体を、 その申請により、 道路協力 団体として指定する ことができる。

2 道路管理者は、 前項の規定による指定をしたときは、 当該道路協力 団体の名
称、 住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

審 査 基 準 3 道路協力 団体は、 その名称、 住所又は事務所の所在地を変更しようとすると
きは、 あらかじめ、 その旨を道路管理者に届け出なければならない。

4 道路管理者は、 前項の規定による届出があったときは、 当該届出に係る事項
を公示しなければならない。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね30日

備 考



設 定 日 ！ 令和 7 年 3 月 31 日



《ID152600A申請 建設総務課 道路法第91条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 区域決定後、 権原取得前の形質変更等の許可

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 91 条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 道路法第 91 条第1 項

■設定 □未設定

（道路予定区域）
第 91 条 第18 条第1項の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開

始されるま での間は、 何人も、 道路管理者（国土交通大 臣が 自 ら道路の新設又
は改築を行う場合における国土交通大 臣を含む。 以下この条及び第 96 条第5項
後段において同じ。）が当該区域についての土地に関する権原を取得する前にお
いても、 道路管理者の許可を受けなければ、 当該区域内において土地の形質を
変更し、 工作物を新築し、 改築し、 増築し、 若しくは大修繕し、 又は物件を付加
増置してはならない。

2 道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるま での間においても、 道
路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、 当
該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの（以下「道路

審 査 基 準 予定区域」 という。）については、 第4条、 第3章第3節、 第 43 条、 第 44条か
ら第 44条の3ま で、 第 47条の 21、 第 48 条、 第 48 条の 45（第 32 条第1項又
は第3項の規定の適用に係る部分に限る。）、 第 71 条、 第 72 条、 第 72 条の2
（第2項を除く。）、 第 73 条、 第 75条、 第 87条及び次条から第 95条ま での規
定を準用する。

3 第1項の規定による制限により損失を受ける者がある場合においては、 道路
管理者は、 その者に対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。

4 第 44条第6項及び第7項の規定は、前項の規定による損失の補償について準
用する。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。



参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね14日

備 考

設 定 日 令和6 年 3 月 31 日



《ID152700A申請 建設総務課 道路法第91条第2項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I令和 6年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 道路予定区域における 占用許可、 占用の変更許可（第32条第1 項•第3 項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 91 条第2項

＜審査基準／標準処理期間＞
道路法第32条～第35条

基 準 規 定 道路法施行令第 7条～第15条、 第16 条の2、 第16 条の3、 第17条
道路法施行規則第 4条の3～第 4条の 4の10
■設定 □未設定

（道路予定区域）
第 91 条 第18 条第1項の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開

始されるま での間は、 何人も、 道路管理者（国土交通大 臣が 自 ら道路の新設又
は改築を行う場合における国土交通大 臣を含む。 以下この条及び第 96 条第5項
後段において同じ。）が当該区域についての土地に関する権原を取得する前にお
いても、 道路管理者の許可を受けなければ、 当該区域内において土地の形質を
変更し、 工作物を新築し、 改築し、 増築し、 若しくは大修繕し、 又は物件を付加
増慨してはならない。

2 道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるま での間においても、 道
路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、 当
該区域又は当該区域内に設憧された道路の附属物となるべきもの（以下「道路

審 査 基 準 予定区域」 という。）については、 第4条、 第3章第3節、 第 43 条、 第 44条か
ら第 44条の3ま で、 第 47条の21、 第 48 条、 第 48 条の 45（第 32条第1項又
は第3項の規定の適用に係る部分に限る。）、 第 71 条、 第 72 条、 第 72 条の2
（第2項を除く。）、 第 73 条、 第 75条、 第 87条及び次条から第 95条ま での規
定を準用する。

3 第1項の規定による制限により損失を受ける者がある場合においては、 道路
管理者は、 その者に対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。

4 第 44条第6項及び第7項の規定は、前項の規定による損失の補償について準
用する。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。



参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね14日

備 考

設 定 日 令和 7 年 3 月 31 日



《ID183400A申請 建設総務課 河川法第20条 》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I令和4年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 河川 管理者以外の者の施行する工事等の承認（準用河川 ）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第20 条

＜審査基準／標準処理期間＞
河川法第20 条

基 準 規 定 河川法施行令第11 条、 第12条
河川 管理施設等構造令

■設定 □未設定

（河川 管理者以外の者の施行する工事等）
第20 条 河川 管理者以外の者は、 第11 条、 第16 条の3第1項、 第16 条の4第

1項、 第 16 条の5第1項、 第 17条第1項及び第 18 条の規定による場合のほ
か、 あらかじめ、 政令で定めるとこ ろ により河川 管理者の承認を受けて、 河川

審 査 基 準
工事又は河川の維持を行うことができる。 ただし、 政令で定める軽易なもの に
ついては、 河） 1 | 管理者の承認を受けることを要しない。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね30日

備 考

設 定 日 令和 6年3 月31日



《ID183600A申請 建設総務課 河川法第23条 》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 流水 占用の許可（準用河川）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第23 条

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 河川法施行規則第11 条、 別表第1

■設定 □未設定

（流水の 占用の許可）
第23 条 河川の流水を 占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところによ

り、 河） 1 | 管理者の許可を受けなければならない。 ただし、 次条に規定する発電
のために河川の流水を 占用しようとする場合は、 この限りでない。

審 査 基 準

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね30日

備 考

設 定 日 令和 6年3 月31日



《ID183700A申請 建設総務課 河川法第23条の2》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 流水の 占用の登録

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第 23 条の 2

＜審査基準／標準処理期間＞
河川法第 23 条の 2、 第 23 条の 4

基 準 規 定 河川法施行令第 14 条の 2

河川法施行規則第 1 1 条の 4

■設定 □未設定

（流水の 占用の登録）
第 23 条の2 前条の許可を受けた水利使用（流水の 占用又は第 26 条第1項に規

定する工作物で流水の 占用のためのものの新築若しくは改築をいう。 以下同
じ。）のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるものの

審 査 基 準
みを利用する発電のために河川の流水を 占用しようとする者は、 国土交通省令
で定めるところにより、 河川 管理者の登録を受けなければならない。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね30日

備 考

設 定 日 令和 6 年 3 月 3 1 日



《ID183800A申請 建設総務課 河川法第24条 》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 土地の 占用の許可（準用河川）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第24条

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 河川法施行規則第11 条、 第12条、 第15条、 別表第1、 別表第2

■設定 □未設定

（土地の 占用の許可）
第24条 河） l | 区域内の土地（河） l | 管理者以外の者がその権原に基づき管理する土

地を除く。 以下次条において同じ。）を 占用しよ う とする者は、 国土交通省令で
定めるところにより、 河川 管理者の許可を受けなければならない。

審 査 基 準

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね30日

備 考

設 定 日 令和 6年3 月31日



《ID183900A申請 建設総務課 河川法第25条 》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 土石等の採取の許可（準用河川）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第25条

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定
河川法施行令第15条第1 項
河川法施行規則第13 条、 別表第2

■設定 □未設定

（土石等の採取の許可）
第 25 条 河川区域内の土地において土石（砂を含む。 以下同じ。） を採取しよう

とする者は、 国土交通省令で定めるところにより、 河川 管理者の許可を受けな
ければならない。 河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で

審 査 基 準
指定したものを採取しようとする者も、 同様とする。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね30日

備 考

設 定 日 令和 6年3 月31日



《ID184000A申請 建設総務課 河川法第26条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 工作物の新築等の許可（準用河川）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第26 条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
河川法第26 条

基 準 規 定
河川法施行令第15条の2、 第15条の3
河川法施行規則第11 条、 第15条、 別表第1、 別表第2
河川 管理施設等構造令

■設定 □末設定

（エ作物の新築等の許可）
第26 条 河川区域内の土地において工作物を新築し、 改築し、 又は除却しようと

する者は、 国土交通省令で定めるところにより、 河川 管理者の許可を受けなけ
ればならない。 河川の河 口 附近の海面において河川の流水を貯留し、 又は停滞
させるためのエ作物を新築し、 改築し、 又は除却しようとする者も、 同様とす
る。

2 高規格堤防特別区域内の士地においては、 前項の規定にかかわらず、 次に掲
げる行為については、 同項の許可を受けることを要しない。
(1) 基礎 ぐいその他の高規格堤防の水の浸透に対する機能を減殺するおそれ

のないものとして政令で定める工作物の新築又は改築
(2) 前号のエ作物並 びに用排水路その他の通水施設及び池その他の貯水施設

審 査 基 準 で漏水のおそれのあるもの以外のエ作物の地上又は地表から政令で定める深
さ以内の地下における新築又は改築

(3) 工作物の地上における除却又は工作物の地表から前号の政令で定める深
さ以内の地下における除却で当該工作物が設けられていた土地を直ちに埋め
戻すもの

3 河川 管理者は、 高規格堤防特別区域内の上地における工作物の新築、 改築又
は除却について第1項の許可の申請又は第 37条の2、 第58 条の13、 第 95条
若しくは第 99条第2項の規定による協議があった場合において、その申請又は
協諮に係る工作物の新築、 改築又は除却が高規格堤防としての効用を確保 する
上で支障を及ぼすおそれのあるものでない限り、 これを許可し、 又はその協議
を成立させなければならない。

4 第1項前段の規定は、 樹林帯区域内の士地における工作物の新築、 改築及び
除却については、滴用しない。 ただし、当該工作物の新築又は改築が、 隣接する



河川 管理施設（樹林帯を除く。）を保 全するため特に必要であるとして河川 管理
者が指定した樹林帯区域（次項及び次条第3項において「特定樹林帯区域」と
いう。） 内の土地においてされるものであるときは、 この限りでない。

5 河川 管理者は、 特定樹林帯区域を指定するときは、 国土交通省令で定めると
こ ろにより、 その旨を公示しなければならない。 これを変更し、 又は廃止する
ときも、 同様とする。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね30日

備 考

設 定 日 令和 6年3 月31 13 



《ID184100A申請 建設総務課 河川法第27条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 土地の掘削等の許可（準用河川）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第27条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
河川法第27条

基 準 規 定 河川法施行令第15条の 4第1 項、 第15条の5、 第16 条
河川法施行規則第11 条、 第13 条、 第16 条、 別表第1、 別表第2

■設定 □未設定

（土地の掘削等の許可）
第27条 河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の

形状を変更する行為（前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。）
又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、 国土交通省令で定めるとこ
ろにより、 河川 管理者の許可を受けなければならない。 ただし、 政令で定める
軽易な行為については、 この限りでない。

2 高規格堤防特別区域内の土地においては、 前項の規定にかかわらず、 次に掲
げる行為については、 同項の許可を受けることを要しない。
(1) 前条第2項第1号の行為のためにする土地の掘削又は地表から政令で定

める深さ以内の土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの
(2) 盛土

審 査 基 準 (3) 土地の掘削、 盛土及び切 土以外の土地の形状を変更する行為
( 4 )  竹木の栽植又は伐採

3 樹林帯区域内の土地においては、 第1項の規定にかかわらず、 次の各号（特
定樹林帯区域内の土地にあっては、 第2号及び第3号） に掲げる行為について
は、 同項の許可を要しない。
(1) 工作物の新築若しくは改築のためにする土地の掘削又は工作物の除却の

ためにする土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの
(2) 竹木の栽植
(3) 通常の管理行為で政令で定めるもの

4 河川 管理者は、 河川区域内の土地における土地の掘削、 盛土又は切土により
河川 管理施設又は許可工作物が損傷し、 河川 管理J:::著しい支障が生ずると認め
られる場合においては、 当該河川 管理施設又は許可工作物の存する敷地を含む
一定の河川区域内の士地については、第1項の許可をし、 又は第58 条の13、 第
95条若しくは第 99条第2項の規定による協議に応じてはならない。



5 河川 管理者は、 前項の区域については、 国土交通省令で定めるところにより、
これを公示しなければならない。

6 前条第3項の規定は、 高規格堤防特別区域内の土地における土地の掘削又は
切 土について第1項の許可の申請又は第58 条の13、 第 95条若しくは第 99条
第2項の規定による協議があった場合に準用する。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね30日

備 考

設 定 日 令和 6年3 月31 13 



《ID184200A申請 建設総務課 河川法第28条 》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 竹木の流送の許可等（準用河川）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第28 条

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定
河川法施行令第16 条の3
河川法施行規則第18 条の3

■設定 □未設定

（竹木の流送等の禁止、 制限又は許可）
第28 条 河川における竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航については、1級

河川にあっては政令で、 2級河川にあっては都道府県の条例で、 河川 管理上必
要な範囲内において、 これを禁止し、 若しくは制限し、 又は河） 1 | 管理者の許可

審 査 基 準
を受けさせる ことができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね30日

備 考

設 定 日 令和 6年3 月31日



《ID184300A申請 建設総務課 河川法第29条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 河川 管理上支障のある行為の許可等

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第29条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定
河川法施行令第16 条の 8 第1 項
河川法施行規則第18 条の11

■設定 □未設定

（河川の流水等について河） 1 | 管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、 制限
又は許可）

第29条 第23 条から前条ま でに規定するものを除くほか、 河川の流水の方向、
清潔、 流呈、 幅員又は深浅等について、 河） 1 | 管理上支障を及ぼすおそれのある
行為については、政令で、 これを禁止し、 若しくは制限し、又は河川 管理者の許
可を受けさせる ことができる。

審 査 基 準 2 2級河川については、 前項に規定する行為で政令で定めるものについて、 都
道府県の条例で、 これを焚止し、 若しくは制限し、 又は河） 1 | 管理者の許可を受
けさせる ことができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね30日

備 考

設 定 日 令和 6年3 月31日



《ID184400A申請 建設総務課 河川法第29条第2項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I令和2年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 河川 管理上支障のある行為の許可等（二級河川 ）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第29条第2項

＜審査基準／標準処理期間＞
河川法第29条

基 準 規 定 河川法施行令第16 条の 8 第1 項
河川法施行規則第18 条の11
■設定 □未設定

（河川の流水等について河川 管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、 制限
又は許可）

第29条 第23 条から前条ま でに規定するものを除くほか、 河川の流水の方向、
清潔、 流量、 幅員又は深浅等について、 河） 1 | 管理上支障を及ぼすおそれのある
行為については、政令で、これを禁止し、 若しくは制限し、又は河） 1 | 管理者の許
可を受けさせることができる。

審 査 基 準 2 2級河川については、 前項に規定する行為で政令で定めるものについて、 都
道府県の条例で、 これを禁止し、 若しくは制限し、 又は河川 管理者の許可を受
けさせることができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね30日

備 考

設 定 日 令和 6年3 月31日



《ID184500A申請 建設総務課 河川法第30条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 許可工作物の完成検査（準用河川）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第30 条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 河川法第26 条第1 項

■設定 □未設定

（許可工作物の使用制限）
第 30 条 第26 条第1項の許可を受けてダ ム その他の政令で定める工作物を新築

し、 又は改築する者は、 当該工事について河川 管理者の完成検査を受け、 これ
に合格した後でなければ、 当該工作物を使用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、 特別の事情があるときは、 同項に規定する者は、
審 査 基 準 当該工作物の工事の完成前においても、 河川 管理者の承認を受けて、 当該工作

物の一部を使用することができる。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね30日

備 考

設 定 日 令和 6年3 月31日



《ID184600A申請 建設総務課 河川法第30条第2項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I平成 30 年 4 月 1 日

く処分の概要＞

許認可等の名称 許可工作物の完成前の使用の承認（準用河川）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第 30 条第 2 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 河川法第 30 条第 2 項

■設定 □未設定

（許可工作物の使用制限）
第 30 条 第 26 条第1項の許可を受けてダ ム その他の政令で定める工作物を新築

し、 又は改築する者は、 当該工事について河川 管理者の完成検査を受け、 これ
に合格した後でなければ、 当該工作物を使用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、 特別の事情があるときは、 同項に規定する者は、
審 査 基 準 当該工作物の工事の完成前においても、 河川 管理者の承認を受けて、 当該工作

物の一部を使用することができる。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね30日

備 考

設 定 日 令和6 年 3 月 31 日



《ID184900A申請 建設総務課 河川法第34条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I平成 30 年 4 月 1 日

く処分の概要＞

許認可等の名称 権利譲渡の承認（準用河川）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第 34 条第 1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定
河川法第 34 条第 1 項
河川法施行規則第 22 条

■設定 □未設定

（権利の譲渡）
第 34 条 第 23 条、第 24 条若しくは第 25 条の許可又は第 23 条の2の登録に基づ

く権利は、 河川 管理者の承認を受けなければ、 譲渡することができない。
2 前項に規定する許可又は登録に基づく権利を譲り受けた者は、 譲渡人が有し

ていたその許可又は登録に基づく地位を承継する。
審 査 基 準 3 第 23 条の3及び第 23 条の 4 の規定は、 第1項に規定する登録に係る同項の

承認について準用する。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね30日

備 考

設 定 日 令和6 年 3 月 31 日



《ID185000A申請 建設総務課 河川法第43条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I平成 30 年 4 月 1 日

く処分の概要＞

許認可等の名称 損失補償前の流水の貯留又は取水の決定（準用河川）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第 43 条第 1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 河川法第 43 条第 1 項

■設定 □未設定

（流水の貯留又は取水の制限）
第 43 条 水利使用の許可を受けた者は、 第 39 条の申出をした関係河川使用者に

係る前条第1項の協議又は同条第2項の裁定に係る損失を補償した後（損失の
補償が損失防止施設の設置に係るものであるときは、 当該施設を設置し、 かつ、
河川 管理者の確認を得た後） でなければ、 流水を貯留し、 又は取水してはなら
ない。 ただし、 第 39 条の申出をした関係河川使用者の受ける損失であって河川
管理者が当該水利使用の許可に係る流水の貯留若しくは取水の後でなければそ
の程度を確定することができない旨の決定をし、 若しくは当該水利使用の許可
に係る工作物が完成しなければ当該損失防止施設を設置することができないこ
とその他当該損失防止施設の種類、 構造等について特別の事情があることによ
り、 損失防止施設の設置の時期について当該水利使用の許可に係る流水の貯留
若しくは取水の後でよい旨の決定をしたもの又は当該水利使用の許可に係る流

審 査 基 準 水の貯留若しくは取水につき同意をした関係河川使用者の受ける損失について
は、 この限りでない。

2 前項の場合において、 次の各号のいずれかに該当するときは、 水利使用の許
可を受けた者は、 補償金を供託することができる。
(1) 補償金の提供をした場合において、 補償金を受けるべき者がその受領を

拒んだとき。
(2) 補償金を受けるべき者が補償金を受領することができないとき。
(3) 水利使用の許可を受けた者が補償金を受けるべき者を確知することがで

きないとき。 ただし、 水利使用の許可を受けた者に過失があるときは、 この
限りでない。

(4) 水利使用の許可を受けた者が河川 管理者の裁定した補償金額に対して不
服があるとき。

(5) 水利使用の許可を受けた者が差押え又は仮差押えにより補償金の払渡し
を禁じられたとき。



3 前項第4号の場合において補償金を受けるべき者の請求があるときは、 水利
使用の許可を受けた者は、 自 己の見積金額を払い渡し、 裁定による補償金額と
の差額を供託しなければならない。

4 第2項の規定による供託は、 水利使用を行なう土地のもよりの供託所にしな
ければならない。

5 水利使用の許可を受けた者は、 第2項に規定する供託をしたときは、 遅滞な
く、 その旨を補償金を取得すべき者に通知しなければならない。

6 水利使用の許可を受けた者は、 第2項に規定する供託をしたときは、 遅滞な
く、 供託物受入の記載ある供託壽の写しを添付して、 その旨を河川 管理者に届
け出なければならない。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね30日

備 考

設 定 日 令和6 年 3 月 31 日



《ID185200A申請 建設総務課 河川法第47条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 ダ ム 操作規程の承認（準用河川）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第 47条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 河川法施行令第29条第1 項

■設定 □未設定

（ダムの操作規程）
第 47条 ダ ムを設置する者は、当該ダ ムを流水の貯留又は取水の用に供しようと

するときは、 あらかじめ、 政令で定めるとこ ろにより、 当該ダ ムの操作の方法
について操作規程を定め、 河川 管理者の承認を受けなければならない。 これを
変更しようとするときも、 同様とする。

2 河川 管理者は、 ダ ムで政令で定めるものについて前項の承認をしようとする
ときは、 あらかじめ、 関係都道府県知事の意見をきかなければならない。

審 査 基 準 3 ダ ムの操作は、 第1項の承認を受けた操作規程に従って行なわなければなら
なし‘。

4 河川 管理者は、 当該ダムに関する工事又は河川の状況の変化その他当該河川
に関する特別の事情により、 当該操作規程によっては河川 管理上支障を生ずる
と認める場合においては、 当該操作規程の変更を命ずることができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね30日



備 考

設 定 日 令和6 年 3 月 31 日



《ID185500A申請 建設総務課 河川法第53条の2第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 渇水時における水利使用の特例の承認（準用河川）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第53 条の2第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定
河川法第53 条
河川法施行規則第28 条の2

■設定 □未設定
（渇水時における水利使用の特例）
第53 条の2 水利使用者は、 河川 管理者の承認を受けて、 異常な渇水により許可

に係る水利使用が困難となった他の水利使用者に対して、 当該異常な渇水が解
消するま での間に限り、 自 己が受けた第23 条及び第24条の許可に基づく水利
使用の全部又は一部を行わせる ことができる。

2 前項の承認に係る水利使用を行わない こととなった場合においては、 当該承
審 査 基 準 認を受けた者は、 遅滞なく、 河川 管理者にその旨を届け出なければならない。

3 河川 管理者は、 前項の規定による届出があった場合又は第1項に規定する他
の水利使用者の許可に係る水利使用が困難でなくなった場合においては、 同項
の承認を取り消さなければならない。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね30日

備 考



設 定 日 ！ 令和6 年 3 月 31 日



《ID185600A申請 建設総務課 河川法第55条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 河川保 全区域内の行為の許可（準用河川）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第55条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定
河川法施行令第34条
河川法施行規則第15条、 第30 条

■設定 □未設定
（河川保 全区域における行為の制限）
第55条 河） l |保 全区域内において、次の各号のーに掲げる行為をしようとする者

は、 国土交通省令で定めるとこ ろにより、 河川 管理者の許可を受けなければな
らない。 ただし、 政令で定める行為については、 この限りでない。
( 1 )  土地の掘さく、 盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
( 2 ) 工作物の新築又は改築

2 第33 条の規定は、 相続人、 合併又は分割により設立される法人その他の前項
の許可を受けた者の一般承継人（分割による承継の場合にあっては、 その許可

審 査 基 準 に係る土地若しくはエ作物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地
（以下この項において「許可に係る土地等」という。）を承継する法人に限る。）、
同項の許可を受けた者からその許可に係る土地等を譲り受けた者及び同項の許
可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る土地等を使用する権利を
取得した者について準用する。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね30日



備 考

設 定 日 令和6 年 3 月 31 日



《ID185700A申請 建設総務課 河川法第57条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 河川 予定地内の行為の許可（準用河川）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第57条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定
河川法施行令第35条
河川法施行規則第15条、 第33 条

■設定 □未設定
（河川 予定地における行為の制限）
第57条 河） l | 予定地において、 次の各号のーに掲げる行為をしようとする者は、

国土交通省令で定めるところにより、 河川 管理者の許可を受けなければならな
い。 ただし、 政令で定める行為については、 この限りでない。
(1) 土地の掘さく、 盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
(2) 工作物の新築又は改築

2 河川 管理者は、 前項の規定による制限により損失を受けた者がある場合にお
いては、 その者に対して、 通常生ずべき損失を補償しなければならない。

3 第22条第4項及び第5項の規定は前項の規定による損失の補償について、第
審 査 基 準 33 条の規定は相続人、 合併又は分割により設立される法人その他の第1項の許

可を受けた者の一般承継人（分割による承継の場合にあっては、 その許可に係
る土地若しくはエ作物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地（以下
この項において「許可に係る上地等」という。）を承継する法人に限る。）、 同項
の許可を受けた者からその許可に係る土地等を譲り受けた者及び同項の許可を
受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る土地等を使用する権利を取得
した者について、 準用する。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

標 準 処 理期間 ■設定 □未設定



おおむね30日

備 考

設 定 日 令和 6年3 月31 日



《ID185800A申請 建設総務課 河川法第58条の4第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I平成 30 年 4 月 1 日

く処分の概要＞

許認可等の名称 河川保 全立体区域内の行為の許可（準用河） I [ )

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第 58 条の 4 第 1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定

審 査 基 準

参 考 資 料

河川法第 58 条の 4 第 1 項
河川法施行令第35条の2、 第35条の3

■設定 □未設定
（河川保 全立体区域における行為の制限）
第 58 条の 4 河川保 全立体区域内において、 次に掲げる行為をしようとする者

は、 国土交通省令で定めるとこ ろにより、 河川 管理者の許可を受けなければな
らない。 ただし、 政令で定める行為については、 この限りでない。
(1) 土地の掘削、 盛土又は切 士その他土地の形状を変更する行為
(2) 工作物の新築、 改築又は除却
(3) 載荷重が1平方メ ー ト ルにつき政令で定める重量以上の土石その他の物

件の集積
2 第 33 条の規定は、 相続人、 合併又は分割により設立される法人その他の前項

の許可を受けた者の一般承継人（分割による承継の場合にあっては、 その許可
に係る土地若しくは工作物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地
（以下この項において「許可に係る土地等」という。）を承継する法人に限る。）、
同項の許可を受けた者からその許可に係る上地等を譲り受けた者及び同項の許
可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る土地等を使用する権利を
取得した者について準用する。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

標 準 処 理期間 I ■設定 □未設定



おおむね30日

備 考

設 定 日 令和 6年3 月31 日



《ID185900A申請 建設総務課 河川法第58条の6第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 河川 予定立体区域内の行為の許可（準用河） I [ )

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第58 条の 6 第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定
河川法第58 条の 6 第1 項
河川法施行令第35条

■設定 □未設定
（河川 予定立体区域における行為の制限）
第 58 条の6 河川 予定立体区域内において、 次に掲げる行為をしようとする者

は、 国土交通省令で定めるとこ ろにより、 河川 管理者の許可を受けなければな
らない。 ただし、 政令で定める行為については、 この限りでない。
(1) 土地の掘削、 盛土、 切土その他土地の形状を変更する行為
(2) 工作物の新築又は改築

2 河川 管理者は、 前項の規定による制限により損失を受けた者がある場合にお
いては、 その者に対して、 通常生ずべき損失を補償しなければならない。

3 第22条第4項及び第5項の規定は前項の規定による損失の補償について、第
審 査 基 準 I 33 条の規定は相続人、 合併又は分割により設立される法人その他の第1項の許

参 考 資 料

可を受けた者の一般承継人（分割による承継の場合にあっては、 その許可に係
る土地若しくはエ作物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地（以下
この項において「許可に係る上地等」という。）を承継する法人に限る。）、 同項
の許可を受けた者からその許可に係る土地等を譲り受けた者及び同項の許可を
受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る土地等を使用する権利を取得
した者について、 準用する。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

標 準 処 理期間 I ■設定 □未設定



おおむね30日

備 考

設 定 日 令和 6年3 月31 日



《ID186000A申請 建設総務課 河川法第58条の8第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 河川 協力 団体の指定

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第58 条の 8 第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定
河川法第58 条の 8 第1 項、 第58 条の 9
河川法施行規則第33 条の 8、 第33 条の 9

■設定 □未設定

（河川 協力 団体の指定）
第58 条の8 河川 管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことがで

きると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団
体を、 その申請により、 河川 協力 団体として指定することができる。

2 河川 管理者は、 前項の規定による指定をしたときは、 当該河川 協力 団体の名
称、 住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

審 査 基 準 3 河川 協力 団体は、 その名称、 住所又は事務所の所在地を変更しようとすると
きは、 あらかじめ、 その旨を河川 管理者に届け出なければならない。

4 河川 管理者は、 前項の規定による届出があったときは、 当該届出に係る事項
を公示しなければならない。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね30日

備 考



設 定 日 ！ 令和6 年 3 月 31 日



《ID188800A申請 建設総務課 砂利採取法第16条 、 第20条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I平成 30 年 4 月 1 日

く処分の概要＞

許認可等の名称 砂利採取計画の認可、 変更の認可

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 砂利採取法第 16 条、 第 20 条第 1 項

＜ 審査基準／標準処理期 間 ＞

基 準 規 定

審 査 基 準

砂利採取法第 1 7 条、 第 19 条
砂利の採取計画等に関する規則（昭和43年通商産業省・建設省令第 1 号）第 2 条

■設定 □未設定

（採取計画の認可）
第 16 条 砂利採取業者は、 砂利の採取を行おうとするときは、 当該採取に係る砂

利採取場 ごとに採取計画を定め、 次の各号に掲げる場合の 区分に応じ、 当該各
号に定める者の認可を受けなければならない。
(1) 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取場の所在地を管轄する都道

府県知事（地方 自 治法（昭和 22 年法律 第 67 号）第 252 条の 19 第 1 項の指定
都市（以下「指定都市」という。 ）の区域内にあっては、 指定都市の長。 以下
この章（第 28 条第2項を除く。 ）及び第 43 条において同じ。 ）

(2) 当該砂利採取場の区域の全部又は一部が河川 区域等（河川法（昭和 39 年
法律 第 167 号）第 6 条第 1 項に規定する河川 区域（同法第 58 条の2第 1 項の
規定により指定されたものを含む。 ）、同法第 54 条第 1 項に規定する河川保 全
区域及び同法第 58 条の3第1項に規定する河川保 全立体区域をいう。 以下同
じ。 ）の区域内にある場合 当該河川 区域等に係る同法第7条に規定する河川
管理者（同法第 9 条第2項若しくは第5項、 第11 条第3項又は第 98 条の規
定により、同法第 26 条第 1 項及び第 27 条第 1 項若しくは第 55 条第 1 項及び
第 58 条の 4 第1項の規定に某づく権限に属する事務を行い、その権限を代わ
つて行い、又はその権限の委任を受けた者があるときは、 その者。 以下「河川
管理者」という。 ）

（変更の認可等）
第 20 条 第 16 条の認可を受けた砂利採取業者は、 当該認可に係る採取計画を変

更しようとするときは、 その認可をした都道府県知事又は河川 管理者の認可を
受けなければならない。 ただし、 経済産業省令、 国土交通省令で定める軽微な
変更をしようとするときは、 この限りでない。

2 第 16 条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画について前
項ただし書の経済産業省令、 国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする



ときは、 その旨をその認可をした都道府県知事又は河川 管理者に届け出なけれ
ばならない。

3 第16 条の認可を受けた砂利採取業者は、 第18 条第1項第1号又は第2号の
事項に変更があったときは、 遅滞なく、 その旨をその詔可をした都道府県知事
又は河川 管理者に届け出なければならない。

4 前条の規定は、 第1項の規定による変更の認可に準用する。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね60日

備 考 和歌 山 県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

設 定 日 令和 6年3 月31 13 



《 1 D309500A 申請 建設総務課 採石法第33条 》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I平成 30 年 4 月 1 日

く処分の概要＞

許認可等の名称 採取計両の認可

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 採石法第 33 条

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 採石法第 33 条

■設定 □未設定

（採取計画の認可）
第 33 条 採石業者は、 岩石の採取を行おうとするときは、 当該岩石の採取を行う

場所（以下「岩石採取場」という。 ） ごとに採取計画を定め、 当該岩石採取場の
所在地を管轄する都道府県知事（当該所在地が地方 自 治法（昭和 22 年法律 第 67

号） 第 252 条の 19 第 1 項の指定都市（以下 「指定都市」という。 ） の区域に属
審 査 基 準 する場合にあっては、 当該所在地を管轄する指定都市の長。 以下 この節並 びに

第 33 条の 1 7、 第 34 条の 6 及び第 42 条から第 42 条の2の2までにおいて同
じ。 ） の認可を受けなければならない。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね 6 0 日

備 考 和歌 山 県の事務処理の特例に関する条例第 2 条による権限移譲

設 定 日 令和6 年 3 月 31 日



《 I D309600A 申請 建設総務課 採石法第33条の5第 1 項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I平成 30 年 4 月 1 日

く処分の概要＞

許認可等の名称 採取計両の変更の認可

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 採石法第 33 条の 5 第 1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 採石法第 33 条の 5

■設定 □未設定

（変更の認可等）
第 33 条の5 第 33 条の認可を受けた採石業者は、 当該認可に係る採取計画を変

更しようとするときは、 その認可をした都道府県知事の認可を受けなければな
らない。 ただし、 経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、 こ
の限りでない。

2 第 33 条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画について前項た
だし響の経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、 その旨をそ

審 査 基 準 の認可をした都道府県知事に届け出なければならない。
3 前条の規定は、 第 1 項の規定による変更の認可に準用する。
4 第 33 条の認可を受けた採石業者は、 第 33 条の3第 1 項第 1 号又は第2号の

事項に変更があったときは、 遅滞なく、 その旨をその認可をした都道府県知事
に届け出なければならない。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね60日



備 考 和歌 山 県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

設 定 日 令和6 年 3 月 31 日
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《IDl 60400A申請 都市計画課 都市公園法第33条第4項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I令和3 年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称
公園管理者以外の予定公園施設の設置管理の許可、 変更の許可（第5条第1 項準
用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市公園法第33 条第 4項

＜審査基準／標準処理期間＞
都市公園法第2条第2項、 第 4条、 第5条

基 準 規 定 都市公園法施行令第5条、 第 6 条、 第 7 条、 第 8 条
0紀の） 1 |市都市公園条例第10 条、 第12条

■設定 □未設定

（公園予定区域等）
第33 条 地方公共団体は、 必要があると認めるときは、 都市公園を設置すべき区

域を定めることができる。
2 国土交通大 臣は、 都市公園を新設しようとするときは、 都市公園を設置すべ

き区域を定めなければならない。
3 地方公共団体又は国土交通大 臣は、 都市公園を設置すべき地域の状況を勘案

し、 適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、
前2項の規定による都市公園を設置すべき区域を、 立体的区域とすることがで
きる。

4 第1項又は第2項の規定により都市公園を設置すべき区域が決定され、 その
旨が公告された後当該区域に都市公園が設憧されるま での間においても、 当該

審 査 基 準 都市公園を設置しようとする地方公共団体又は国が当該区域についての土地に
関する権原を取得した後においては、 第2条の3、 第4条、 第 5 条、 第6条か
ら第12条ま で、 第13 条、 第 14条、 第1 9条、 第25条から第28 条ま で及び前
条の規定は、 当該区域（以下 「公園予定区域」という。 ）又は当該公園予定区域
内に設けられる施設で公園施設となるべきもの（以下「予定公園施設」という。 ）
について準用する。

5 地方公共団体は、 第1項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定しよ
うとするときは、 あらかじめ、 当該地方公共団体の議会の議決を経なければな
らない。

6 国土交通大 臣は、 第2項の規定により第2条第1項第2号イの都市公園を設
置すべき区域を決定しようとするときは、 あらかじめ、 当該都市公園が存する
こととなる都道府県と協議しなければならない。

0紀の） 1 |市都市公園条例



参 考 資 料

標 準 処 理期間

備 考

（公園施設の設置若しくは管理又は 占用の許可の申請書の記載事項）
第10 条 法第5条第1 項の条例で定める事項は、 次の各号に掲げる場合 ごとに、

それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、 次に掲げる事項

ア 氏名、 住所及び職業
イ 設置の 目 的
ウ 設置の期間
工 設置の場所
オ 公園施設の構造
カ 公園施設の外観
キ 公園施設の管理の方法
ク 工事実施の方法
ケ 工事の着手及び完了の時期
コ 都市公園の復 旧方法
サ その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、 次に掲げる事項
ア 氏名、 住所及び職業
イ 管理の 目 的
ウ 管理の期間
工 管理する公園施設
オ 管理の方法
力 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合 当該変更に係る事項
2 法第 6 条第 2 項の条例で定める事項は、 次に掲げるものとする。

(1) 氏名、 住所及び職業
(2) 占用物件の外観
(3) 占用物件の管理の方法
(4) 工事実施の方法
(5) 工事の着手及び完了の時期
(6) 都市公園の復 1H方法
(7) その他市長の指示する事項

（設計書等）
第 12 条 公園施設の設置若しくは都市公園の 占用許可を受けようとする者又は

これらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、 当該許可の申請書
に設計書、 仕様書及び図面を添付しなければならない。

【基準】
上記の条文による。

■設定 □末設定

おおむね14日



設 定 日 ！ 令和4 年 3 月 31 日



《IDl 60500A申請 都市計画課 都市公園法第33条第4項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I令和3 年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 公園予定区域等における 占用の許可、 変更の許可（第 6 条第1 項•第3 項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市公園法第33 条第 4項

＜審査基準／標準処理期間＞
都市公園法第 6 条、 第 7条

基 準 規 定 都市公園法施行令第12条第2項、 第14条、 第15条、 第16 条、 第17条
0紀の） 1 |市都市公園条例第10 条、 第11 条、 第12条

■設定 □未設定

（公園予定区域等）
第33 条 地方公共団体は、 必要があると認めるときは、 都市公園を設置すべき区

域を定めることができる。
2 国土交通大 臣は、 都市公園を新設しようとするときは、 都市公園を設置すべ

き区域を定めなければならない。
3 地方公共団体又は国土交通大 臣は、 都市公園を設置すべき地域の状況を勘案

し、 適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、
前2項の規定による都市公園を設置すべき区域を、 立体的区域とすることがで
きる。

4 第1項又は第2項の規定により都市公園を設置すべき区域が決定され、 その
旨が公告された後当該区域に都市公園が設憧されるま での間においても、 当該

審 査 基 準 都市公園を設置しようとする地方公共団体又は国が当該区域についての土地に
関する権原を取得した後においては、 第2条の3、 第4条、 第 5 条、 第6条か
ら第12条ま で、 第13 条、 第 14条、 第1 9条、 第25条から第28 条ま で及び前
条の規定は、 当該区域（以下 「公園予定区域」という。 ）又は当該公園予定区域
内に設けられる施設で公園施設となるべきもの（以下「予定公園施設」という。 ）
について準用する。

5 地方公共団体は、 第1項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定しよ
うとするときは、 あらかじめ、 当該地方公共団体の議会の議決を経なければな
らない。

6 国土交通大 臣は、 第2項の規定により第2条第1項第2号イの都市公園を設
置すべき区域を決定しようとするときは、 あらかじめ、 当該都市公園が存する
こととなる都道府県と協議しなければならない。

0紀の） 1 |市都市公園条例



（公園施設の設置若しくは管理又は 占用の許可の申請書の記載事項）
第10 条 法第5条第1 項の条例で定める事項は、 次の各号に掲げる場合 ごとに、

それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、 次に掲げる事項

ア 氏名、 住所及び職業
イ 設置の 目 的
ウ 設置の期間
工 設置の場所
オ 公園施設の構造
カ 公園施設の外観
キ 公園施設の管理の方法
ク 工事実施の方法
ケ 工事の着手及び完了の時期
コ 都市公園の復 旧方法
サ その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、 次に掲げる事項
ア 氏名、 住所及び職業
イ 管理の 目 的
ウ 管理の期間
工 管理する公園施設
オ 管理の方法
力 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合 当該変更に係る事項
2 法第 6 条第 2 項の条例で定める事項は、 次に掲げるものとする。

(1) 氏名、 住所及び職業
(2) 占用物件の外観
(3) 占用物件の管理の方法
(4) 工事実施の方法
(5) 工事の着手及び完了の時期
(6) 都市公園の復 1H方法
(7) その他市長の指示する事項

（法第 6 条第3 項ただし書の条例で定める軽易な変更）
第11 条 法第 6 条第3 項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるもの

とする。
(1) 都市公園を 占用する公園施設以外の工作物 その他の物件又は施設（以下

「 占用物件」という。 ）の模様替えで、 当該 占用物件の外観又は構造の著しい
変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該 占用者が当該 占用の 目 的に付随して
行うもの

（設計書等）
第 12 条 公園施設の設置若しくは都市公園の 占用許可を受けようとする者又は

これらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、 当該許可の申請書
に設計書、 仕様書及び図面を添付しなければならない。

【基準】
上記の条文による。



参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね14日

備 考

設 定 日 令和4 年 3 月 31 日



《IDl 74000A申請 都市計画課 宅地造成及び特定盛土等規制法第17条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I令和 6年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 宅地造成等に関する工事完了の検査

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 宅地造成及び特定盛上等規制法第17条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
宅地造成及び特定盛土等規制法第13 条、 第17条

基 準 規 定
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第 7条～第12条、第14条、第15条、第16
条、 第18 条、 第1 9条
宅地造成及び特定盛上等規制法施行規則第3 9条

■設定 □末設定

（完了検査等）
第17条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について第12条第1項の許可を

受けた者は、 当該許可に係る工事を完了したときは、 主務省令で定める期間内
に、 主務省令で定めるところにより、 その工事が第13 条第1項の規定に適合し
ているか どうかについて、 都道府県知事の検査を申請しなければならない。

2 都道府県知事は、 前項の検査の結果、 工事が第13 条第1項の規定に適合して
いると認めた場合においては、主務省令で定める様式の検査済証を第12条第1
項の許可を受けた者に交付しなければならない。

3 第15条第2項の規定により第12条第1項の許可を受けたものとみなされた

審 査 基 準 宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る都市計両法第 36 条第1項の規定
による届出又は同条第2項の規定により交付された検査済証は、 当該工事に係
る第1項の規定による申請又は前項の規定により交付された検査済証とみな
す。

4 土石の堆積に関する工事について第12条第1項の許可を受けた者は、当該許
可に係る工事（堆積した全ての土石を除却するものに限る。）を完了したときは、
主務省令で定める期間内に、 主務省令で定めるところにより、 堆積されていた
全ての上石の除却が行われたか どうかについて、 都道府県知事の確認を申請し
なければならない。

5 都道府県知事は、 前項の確認の結果、 堆積されていた全ての土石が除却され
たと認めた場合においては、主務省令で定める様式の確認済証を第12条第1項
の許可を受けた者に交付しなければならない。



【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料 宅地造成の手引 き（監修 和歌 山 県県土整備部都市住宅局都市政策課）

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね14日

備 考 和歌 山 県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

設 定 日 令和 7 年 3 月 31 日



《IDl 91000A申請 都市計画課 都市計画法第26条第1項 • 第3項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I平成30年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 障害物の伐除及び試掘等の許可

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市計画法第26 条第1 項•第3 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 都市計画法第26 条

■設定 □未設定
（障害物の伐除及び上地の試掘等）

第 26 条 前条第1項の規定により他人の 占有する土地に立ち入って測量又は調
査を行う者は、 その測量又は調査を行うに当たり、 やむを得ない必要があって、
障害となる植物若しくは垣、 柵等（以下「障害物」という。）を伐除しようとす
る場合又は当該土地に試掘若しくはボー リ ン グ若しくは これらに伴う障害物の
伐除（以下「試掘等」 という。）を行おうとする場合において、 当該障害物又は
当該土地の所有者及び 占有者の同意を得る ことができないときは、 当該障害物
の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、 又は当該土
地の所在地を管轄する都道府県知事（市の 区域内にあっては、 当該市の長。 以
下「都道府県知事等」という。）の許可を受けて当該土地に試掘等を行う ことが
できる。 この場合において、 市町村長が許可を与えようとするときは障害物の
所有者及び 占有者に、 都道府県知事等が許可を与えようとするときは土地又は

審 査 基 準 障害物の所有者及び 占有者に、 あらかじめ、 意見を述べる機会を与えなければ
ならない。

2 前項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行なおう
とする者は、 伐除しようとする日 又は試掘等を行なおうとする日 の3日 前ま で
に、 その旨を当該障害物又は当該上地若しくは障害物の所有者及び 占有者に通
知しなければならない。

3 第1項の規定により障害物を伐除しようとする場合（土地の試掘又はボ ー リ
ン グに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。）において、 当該障害物の
所有者及び 占有者がその場所にいないためその同意を得る ことが困難であり、
かつ、 その現状を著しく損傷しないときは、 国士交通大 臣、 都道府県若しくは
市町村又はその命じた者若しくは委任した者は、 前2項の規定にかかわらず、
当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、 ただちに、 当該障害
物を伐除することができる。 この場合においては、 当該障害物を伐除した後、
遅滞なく、 その旨をその所有者及び 占有者に通知しなければならない。



【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね14日

備 考

設 定 日 平成 31 年 3 月 31 日



《ID191210A申請 都市計画課 都市計画法第36条第2項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I令和 6年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 検査済証の交付

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市計画法第36 条第2項

＜審査基準／標準処理期間＞
都市計画法第33 条、 第34条、 第36 条

基 準 規 定 都市計画法施行令第1 9条～第30 条
都市計画法施行規則第30 条

■設定 □未設定

（工事完了の検査）
第 36 条 開発許可を受けた者は、 当該開発区域（開発区域を工区に分けたとき

は、 エ区） の全部について当該開発行為に関する工事（当該開発行為に関する
工事のうち公共施設に関する部分については、 当該公共施設に関する工事） を
完了したときは、 国土交通省令で定めるとこ ろにより、 その旨を都道府県知事
に届け出なければならない。

2 都道府県知事は、 前項の規定による届出があったときは、 遅滞な く 、 当該エ
事が開発許可の内容に適合しているか どうかについて検査し、 その検査の結果
当該工事が当該開発許可の内容に滴合していると認めたときは、 国土交通省令
で定める様式の検査済証を当該開発許可を受けた者に交付しなければならな
し ‘゜

3 都道府県知事は、 前項の規定により検査済証を交付したときは、 遅滞な く 、
審 査 基 準 国士交通省令で定めるところにより、 当該工事が完了した旨を公告しなければ

ならない。 この場合において、 当該工事が津波災害特別警戒区域（津波防災地
域づ く りに関する法律 第 72条第1項の津波災害特別警戒区域をいう。 以下この
項において同じ。） 内における同法第 73 条第1項に規定する特定開発行為（同
条第4項各号に掲げる行為を除 く 。）に係るものであり、 かつ、 当該工事の完了
後において当該工事に係る同条第4項第1号に規定する開発区域（津波災害特
別警戒区域内のものに限る。） に地盤面の高さが同法第53 条第2項に規定する
基準水位以上である土地の区域があるときは、 その区域を併せて公告しなけれ
ばならない。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。



参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね14日

備 考 和歌 山 県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

設 定 日 令和 7 年 3 月 31 日



《IDl 91220A申請 都市計画課 都市計画法第37条 》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I平成 30 年 4 月 1 日

く処分の概要＞

許認可等の名称 工事用の仮設建築物等の建築等の認定

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市計画法第 37 条

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 都市計画法第 37 条

■設定 □未設定

（建築制限等）
第 37 条 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第3項の公告があ

るま での間は、 建築物を建築し、 又は特定工作物を建設してはならない。 ただ
し、 次の各号の一に該当するときは、 この限りでない。
(1) 当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、 又

審 査 基 準 は建設するとき、 その他都道府県知事が支障がないと認めたとき。
(2) 第 33 条第1項第 14 号に規定する同意をしていない者が、 その権利の行

使として建築物を建築し、 又は特定工作物を建設するとき。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね14日

備 考 和歌 山 県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

設 定 日 平成 31 年 3 月 31 日



《IDl 91650A申請 都市計画課 都市計画法第47条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3 年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称
開発登録簿への登録（第34条の2第2項又は第35条の2第 4項において準用する
場合を含む。）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市計画法第 47条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 都市計画法第 47条第1 項

■設定 □未設定
第 47条 都道府県知事は、 開発許可をしたときは、 当該許可に係る上地について、

次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。
(1) 開発許可の年月日
(2) 予定建築物等（用途地域等の区域内の建築物及び第1種特定工作物を除

く。） の用途
(3) 公共施設の種類、 位置及び区域
(4) 前3号に掲げるもののほか、 開発許可の内容
(5) 第 41 条第1項の規定による制限の内容
(6) 前各号に定めるもののほか、 園 土交通省令で定める事項

2 都道府県知事は、 第 36 条の規定による完了検査を行なった場合において、 当
該工事が当該開発許可の内容に適合すると認めたときは、登録簿にその旨を附記

審 査 基 準 しなければならない。
3 第41条第2項ただし書若しくは第42 条第1項ただし書の規定による許可があ

ったとき、 又は同条第2項の協議が成立したときも、 前項と同様とする。
4 都道府県知事は、 第 81 条第1項の規定による処分により第1項各号に掲げる

事項について変動を生じたときは、 登録簿に必要な修正を加えなければならな
し ‘゜

5 都道府県知事は、 登録簿を常に公衆の閲 覧に供するように保 管し、 かつ、 請求
があったときは、 その写しを交付しなければならない。

6 登録簿の調製、閲覧その他登録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
【基準】
上記の条文による。



参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね14日

備 考

設 定 日 令和 4年3 月31日



《IDl 91800A申請 都市計画課 都市計画法第53条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I令和 6年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 都市計両施設の区域又は市街地開発事業の施行区域における建築の許可

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市計画法第53 条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
都市計画法第54条、 第55条

基 準 規 定 都市計画法施行令第37条～第38 条
都市計画法施行規則第3 9条

■設定 □未設定

（建築の許可）
第 53 条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物

の建築をしようとする者は、 国土交通省令で定めるとこ ろにより、 都道府県知
事等の許可を受けなければならない。 ただし、 次に掲げる行為については、 こ
の限りでない。
(1) 政令で定める軽易な行為
(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(3) 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で

定める行為
(4) 第 11 条第3項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大

限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であって、 当
審 査 基 準 該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの

( 5 ) 第12条の11 に規定する道路（都市計画施設であるものに限る。）の区域
のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であ
つて、 当該道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして
政令で定めるもの

2 第52条の2第2項の規定は、 前項の規定による許可について準用する。
3 第1項の規定は、 第 65条第1項に規定する告示があった後は、 当該告示に係

る土地の区域内においては、 適用しない。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。



参 考 資 料

■設定 □未設定
標 準 処 理期間

おおむね14日

備 考

設 定 日 令和 7 年 3 月 31 日



《1D209840A申請 都市計画課都市緑地法第24条第5項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3 年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 管理協定の締結の認可

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市緑地法第24条第5項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 都市緑地法第24条第5項、 第26 条

■設定 □未設定

（管理協定の締結等）
第24条 地方公共団体又は第 6 9条第1項の規定により指定された緑地保 全・緑化

推進法人（第 70 条第1号イに掲げる業務を行うものに限る。）は、 緑地保 全地域
又は特別緑地保 全地区内の緑地の保 全のため必要があると認めるときは、当該緑
地保 全地域又は特別緑地保 全地区内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益
を 目 的とする権利（臨時設備その他一時使用のため設定された ことが明らかなも
のを除く。）を有する者（以下 「土地の所有者等」と総称する。）と次に掲げる事
項を定めた協定（以下 「管理協定」という。） を締結して、 当該土地の区域内の
緑地の管理を行う ことができる。
(1) 管理協定の 目 的となる土地の区域（以下「管理協定区域」 という。）
(2) 管理協定区域内の緑地の管理の方法に関する事項
(3) 管理協定区域内の緑地の保 全に関連して必要とされる施設の整備が必要

審 査 基 準 な場合にあっては、 当該施設の整備に関する事項
(4) 管理協定の有効期間
(5) 管理協定に違反した場合の措置

2 管理協定については、管理協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなけれ
ばならない。

3 管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなけれ
ばならない。
(1) 緑地保 全地域内の緑地に係る管理協定については、基本計画及び緑地保 全

計画との調和が保 たれ、かつ、 緑地保 全計画に第6条第3項第2号に掲げる事
項が定められている場合にあっては当該事項に従って管理を行うものである
こと。

(2) 特別緑地保 全地区内の緑地に係る管理協定については、基本計両との調和
が保 たれ、かつ、 韮本計画に第4条第2項第4号ハに掲げる事項が定められて
いる場合にあっては当該事項に従って管理を行うものである こと。



( 3 )  土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
( 4 ) 第1項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合する

ものである こと。
4 地方公共団体又は第1項の緑地保 全・緑化推進法人は、 管理協定に同項第 3 号

に掲げる事項を定めようとする場合においては、当該事項について、あらかじめ、
都道府県知事等と協議し、 その同意を得なければならない。 ただし、 都道府県が
当該都道府県の区域（市の区域を除く。） 内の土地について、 又は市が当該市の
区域内の土地について管理協定を締結する場合は、 この限りでない。

5 第1項の緑地保 全・緑化推進法人が管理協定を締結しようとするときは、 あら
かじめ、 市町村長の認可を受けなければならない。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

口設定 ■未設定
標 準 処 理期間

備 考

設 定 日 令和 4 年 3 月 3 1 日



《ID211010A申請 都市計画課都市緑地法第69条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3 年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 推進法人の指定

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市緑地法第 6 9条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 都市緑地法第 6 9条

■設定 □未設定

（指定）
第 6 9条 市町村長は、 特定非営利活動促進法（平成10年法律 第7号）第2条第2

項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の
営利を 目 的としない法人又は都市における緑地の保 全及び緑化の推進を図るこ
とを 目 的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行う こと
ができると認められるものを、 その申請により、 緑地保 全 ・ 緑化推進法人（以下
「推進法人」という。 ） として指定することができる。

2 市町村長は、 前項の規定による指定をしたときは、 当該推進法人の名称、 住所
審 査 基 準 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3 推進法人は、 その名称、 住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、
あらかじめ、 その旨を市町村長に届け出なければならない。

4 市町村長は、 前項の規定による届出があったときは、 当該届出に係る事項を公
示しなければならない。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

口設定 ■未設定
標 準 処 理期間



備 考

三五·r
又
し 定 日 令和4年3 月31日



《ID255685A申請 都市計画課 都市再生特別措置法第87条の2第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I令和 6年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称
韮礎調査のための障害物の伐除の許可（第 87条の2第1 項において市町村の長が
処理する こととされる宅地造成及び特定盛土等規制法第 6 条第1 項の適用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再生特別措置法第 87条の2第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定
都市再生特別措置法第 87条の2
宅地造成及び特定盛土等規制法第 6 条第1 項

■設定 □未設定
第 87条の2 地方 自 治法第252条の1 9第1項に規定する指定都市及び同法第252

条の22第1項に規定する中核市以外の市町村が第 81 条第23 項（同条第24項
において準用する場合を含む。） の規定により同条第 11 項に規定する事項が記
載された立地適正化計画を公表したときは、 当該市町村の長は、 当該市町村の
区域内において、 都道府県知事に代わっ て宅地造成及び特定盛土等規制法第2
章から第4章ま で、 第 7 章及び第8章の規定に基づく事務（以下 この条におい
て 「 宅地造成等関係行政事務」という。）を処理する ことができる。 この場合に
おいては、 これらの規定中都道府県知事に関する規定は、 市町村長に関する規
定として当該市町村長に滴用があるものとする。

2 前項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長は、
審 査 基 準 あらかじめ、 これを処理する ことについて、 都道府県知事と協議しなければな

らない。
3 第1項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長

は、 その処理を開始する日 の30日 前ま でに、 国土交通省令で定めると ころによ
り、 その旨を公示しなければならない。

4 第1項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、
宅地造成及び特定盛上等規制法第4条、 第8条、 第9条、 第13 条、 第15条第
1項、 第18 条第4項及び第1 9条第2項の規定の適用については、 これらの規
定に規定する都道府県とみなす。 この場合において、 同法第15条第1項中 「宅
地造成等工事規制区域内において」とあるのは、 「宅地造成等工事規制区域にお
いて都市再生特別措置法（平成14年法律 第22号） 第 81 条第11 項に規定する
宅地被害防止事業として」 とする。



【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

口設定 ■未設定
標 準 処 理期間

備 考

設 定 日 令和 7 年 3 月 31 日



《ID255687A申請 都市計画課 都市再生特別措置法第87条の2第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I令和 6年4月1日

く処分の概要＞

韮礎調査のための障害物の伐除及び土地の試掘の許可（所有者等が不在の場合）
許認可等の名称 （第 87条の 2 第 1 項において市町村の長が処理する こととされる宅地造成及び

特定盛土等規制法第 6 条第3 項の適用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再生特別措置法第 87条の2第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定
都市再生特別措置法第 87条の2
宅地造成及び特定盛土等規制法第 6 条第3 項

■設定 □未設定
第 87条の2 地方 自 治法第252条の1 9第1項に規定する指定都市及び同法第252

条の22第1項に規定する中核市以外の市町村が第 81 条第23 項（同条第24項
において準用する場合を含む。） の規定により同条第 11 項に規定する事項が記
載された立地適正化計画を公表したときは、 当該市町村の長は、 当該市町村の
区域内において、 都道府県知事に代わっ て宅地造成及び特定盛土等規制法第2
章から第4章ま で、 第 7 章及び第8章の規定に基づく事務（以下 この条におい
て 「 宅地造成等関係行政事務」という。）を処理する ことができる。 この場合に
おいては、 これらの規定中都道府県知事に関する規定は、 市町村長に関する規
定として当該市町村長に滴用があるものとする。

2 前項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長は、
審 査 基 準 あらかじめ、 これを処理する ことについて、 都道府県知事と協議しなければな

らない。
3 第1項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長

は、 その処理を開始する日 の30日 前ま でに、 国土交通省令で定めると ころによ
り、 その旨を公示しなければならない。

4 第1項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、
宅地造成及び特定盛上等規制法第4条、 第8条、 第9条、 第13 条、 第15条第
1項、 第18 条第4項及び第1 9条第2項の規定の適用については、 これらの規
定に規定する都道府県とみなす。 この場合において、 同法第15条第1項中 「宅
地造成等工事規制区域内において」とあるのは、 「宅地造成等工事規制区域にお
いて都市再生特別措置法（平成14年法律 第22号） 第 81 条第11 項に規定する
宅地被害防止事業として」 とする。



【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

口設定 ■未設定
標 準 処 理期間

備 考

設 定 日 令和 7 年 3 月 31 日



《ID255689A申請 都市計画課 都市再生特別措置法第87条の2第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I令和 6年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称
宅地造成等に関する工事の許可（第 87条の2第1 項において市町村の長が処理す
る こととされる宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1 項の滴用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再生特別措置法第 87条の2第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
都市再生特別措置法第 87条の2

基 準 規 定
宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第2項、 第13 条
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第5条、 第 7条～第12条、 第14条、 第15
条、 第16 条、 第18 条、 第1 9条

■設定 □末設定

第 87条の2 地方 自 治法第252条の1 9第1項に規定する指定都市及び同法第252
条の22第1項に規定する中核市以外の市町村が第 81 条第23 項（同条第24項
において準用する場合を含む。） の規定により同条第 11 項に規定する事項が記
載された立地適正化計画を公表したときは、 当該市町村の長は、 当該市町村の
区域内において、 都道府県知事に代わっ て宅地造成及び特定盛土等規制法第2
章から第4章ま で、 第 7 章及び第8章の規定に基づく事務（以下 この条におい
て 「 宅地造成等関係行政事務」という。）を処理する ことができる。 この場合に
おいては、 これらの規定中都道府県知事に関する規定は、 市町村長に関する規
定として当該市町村長に滴用があるものとする。

2 前項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長は、
審 査 基 準 あらかじめ、 これを処理する ことについて、 都道府県知事と協議しなければな

らない。
3 第1項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長

は、 その処理を関始する日 の30日 前ま でに、 国土交通省令で定めると ころによ
り、 その旨を公示しなければならない。

4 第1項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、
宅地造成及び特定盛土等規制法第4条、 第8条、 第9条、 第13 条、 第15条第
1項、 第18 条第4項及び第1 9条第2項の規定の適用については、 これらの規
定に規定する都道府県とみなす。 この場合において、 同法第15条第1項中 「宅
地造成等工事規制区域内において」とあるのは、 「宅地造成等工事規制区域にお
いて都市再生特別措置法（平成14年法律 第22号） 第 81 条第11 項に規定する
宅地被害防止事業として」とする。



【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

口設定 ■未設定
標 準 処 理期間

備 考

設 定 日 令和 7 年 3 月 31 日



《ID255691A申請 都市計画課 都市再生特別措置法第87条の2第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I令和 6年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称
宅地造成等に関する工事の変更の許可（第 87条の2第1 項において市町村の長が
処理する こととされる宅地造成及び特定盛土等規制法第16 条第1 項の適用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再生特別措置法第 87条の2第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
都市再生特別措置法第 87条の2

基 準 規 定
宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第2項、 第13 条、 第16 条第3 項
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第5条、 第 7条～第12条、 第14条、 第15
条、 第16 条、 第18 条、 第1 9条

■設定 □末設定

第 87条の2 地方 自 治法第252条の1 9第1項に規定する指定都市及び同法第252
条の22第1項に規定する中核市以外の市町村が第 81 条第23 項（同条第24項
において準用する場合を含む。） の規定により同条第 11 項に規定する事項が記
載された立地適正化計画を公表したときは、 当該市町村の長は、 当該市町村の
区域内において、 都道府県知事に代わっ て宅地造成及び特定盛土等規制法第2
章から第4章ま で、 第 7 章及び第8章の規定に基づく事務（以下 この条におい
て 「 宅地造成等関係行政事務」という。）を処理する ことができる。 この場合に
おいては、 これらの規定中都道府県知事に関する規定は、 市町村長に関する規
定として当該市町村長に滴用があるものとする。

2 前項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長は、
審 査 基 準 あらかじめ、 これを処理する ことについて、 都道府県知事と協議しなければな

らない。
3 第1項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長

は、 その処理を関始する日 の30日 前ま でに、 国土交通省令で定めると ころによ
り、 その旨を公示しなければならない。

4 第1項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、
宅地造成及び特定盛土等規制法第4条、 第8条、 第9条、 第13 条、 第15条第
1項、 第18 条第4項及び第1 9条第2項の規定の適用については、 これらの規
定に規定する都道府県とみなす。 この場合において、 同法第15条第1項中 「宅
地造成等工事規制区域内において」とあるのは、 「宅地造成等工事規制区域にお
いて都市再生特別措置法（平成14年法律 第22号） 第 81 条第11 項に規定する
宅地被害防止事業として」とする。



【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

口設定 ■未設定
標 準 処 理期間

備 考

設 定 日 令和 7 年 3 月 31 日



《ID255693A申請 都市計画課 都市再生特別措置法第87条の2第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I令和 6年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称
宅地造成等に関する工事完了の検査（第 87条の2第1 項において市町村の長が処
理する こととされる宅地造成及び特定盛土等規制法第17条第1 項の適用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再生特別措置法第 87条の2第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
都市再生特別措置法第 87条の2
宅地造成及び特定盛土等規制法第13 条、 第17条

基 準 規 定 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第 7条～第12条、第14条、第15条、第16
条、 第18 条、 第1 9条
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第3 9条

■設定 □未設定
第 87条の2 地方 自 治法第252条の1 9第1項に規定する指定都市及び同法第252

条の22第1項に規定する中核市以外の市町村が第 81 条第23 項（同条第24項
において準用する場合を含む。 ） の規定により同条第 11 項に規定する事項が記
載された立地適正化計画を公表したときは、 当該市町村の長は、 当該市町村の
区域内において、 都道府県知事に代わっ て宅地造成及び特定盛土等規制法第2
章から第4章ま で、 第7章及び第8章の規定に基づく事務（以下 この条におい
て 「 宅地造成等関係行政事務」という。 ）を処理する ことができる。 この場合に
おいては、 これらの規定中都道府県知事に関する規定は、 市町村長に関する規
定として当該市町村長に滴用があるものとする。

2 前項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長は、
審 査 基 準 あらかじめ、 これを処理する ことについて、 都道府県知事と協議しなければな

らない。
3 第1項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長

は、 その処理を関始する日 の30日 前ま でに、 国土交通省令で定めるところによ
り、 その旨を公示しなければならない。

4 第1項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、
宅地造成及び特定盛土等規制法第4条、 第8条、 第9条、 第13 条、 第15条第
1項、 第18 条第4項及び第1 9条第2項の規定の適用については、 これらの規
定に規定する都道府県とみなす。 この場合において、 同法第15条第1項中 「 宅
地造成等工事規制区域内において」とあるのは、 「宅地造成等工事規制区域にお
いて都市再生特別措置法（平成14年法律 第22号） 第 81 条第11 項に規定する
宅地被害防止事業として」とする。



【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

口設定 ■未設定
標 準 処 理期間

備 考

設 定 日 令和 7 年 3 月 31 日



《ID255695A申請 都市計画課 都市再生特別措置法第87条の2第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I令和 6年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称
土石の堆積に関する工事完了の確認（第 87条の2第1 項において市町村の長が処
理する こととされる宅地造成及び特定盛土等規制法第17条第 4項の適用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再生特別措置法第 87条の2第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
都市再生特別措置法第 87条の2

基 準 規 定 宅地造成及び特定盛土等規制法第13 条、 第17条
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第 42条

■設定 □未設定

第 87条の2 地方 自 治法第252条の1 9第1項に規定する指定都市及び同法第252
条の22第1項に規定する中核市以外の市町村が第 81 条第23 項（同条第24項
において準用する場合を含む。 ） の規定により同条第 11 項に規定する事項が記
載された立地適正化計画を公表したときは、 当該市町村の長は、 当該市町村の
区域内において、 都道府県知事に代わっ て宅地造成及び特定盛土等規制法第2
章から第4章ま で、 第7章及び第8章の規定に基づく事務（以下 この条におい
て 「 宅地造成等関係行政事務」という。 ）を処理する ことができる。 この場合に
おいては、 これらの規定中都道府県知事に関する規定は、 市町村長に関する規
定として当該市町村長に適用があるものとする。

2 前項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長は、
審 査 基 準 あらかじめ、 これを処理する ことについて、 都道府県知事と協議しなければな

らない。
3 第1項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長

は、 その処理を関始する日 の30日 前ま でに、 国土交通省令で定めると ころによ
り、 その旨を公示しなければならない。

4 第1項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、
宅地造成及び特定盛土等規制法第4条、 第8条、 第9条、 第13 条、 第15条第
1項、 第18 条第4項及び第1 9条第2項の規定の適用については、 これらの規
定に規定する都道府県とみなす。 この場合において、 同法第15条第1項中 「宅
地造成等工事規制区域内において」とあるのは、 「宅地造成等工事規制区域にお
いて都市再生特別措置法（平成14年法律 第22号） 第 81 条第11 項に規定する
宅地被害防止事業として」とする。



【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

口設定 ■未設定
標 準 処 理期間

備 考

設 定 日 令和 7 年 3 月 31 日



《ID255697A申請 都市計画課 都市再生特別措置法第87条の2第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I令和 6年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称
中 聞検査（第 87条の2第1 項において市町村の長が処理することとされる宅地造
成及び特定盛土等規制法第18 条第1 項の適用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再生特別措置法第 87条の2第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞
都市再生特別措置法第 87条の2
宅地造成及び特定盛土等規制法第13 条、 第18 条

基 準 規 定 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第 7条～第12条、第14条～第16 条、第18
条、 第1 9条、 第23 条、 第24条
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第 45条

■設定 □未設定
第 87条の2 地方 自 治法第252条の1 9第1項に規定する指定都市及び同法第252

条の22第1項に規定する中核市以外の市町村が第 81 条第23 項（同条第24項
において準用する場合を含む。 ） の規定により同条第 11 項に規定する事項が記
載された立地適正化計画を公表したときは、 当該市町村の長は、 当該市町村の
区域内において、 都道府県知事に代わっ て宅地造成及び特定盛土等規制法第2
章から第4章ま で、 第7章及び第8章の規定に基づく事務（以下この条におい
て 「 宅地造成等関係行政事務」という。 ）を処理することができる。 この場合に
おいては、 これらの規定中都道府県知事に関する規定は、 市町村長に関する規
定として当該市町村長に滴用があるものとする。

2 前項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長は、
審 査 基 準 あらかじめ、 これを処理することについて、 都道府県知事と協議しなければな

らない。
3 第1項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長

は、 その処理を関始する日 の30日 前ま でに、 国土交通省令で定めるところによ
り、 その旨を公示しなければならない。

4 第1項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、
宅地造成及び特定盛土等規制法第4条、 第8条、 第9条、 第13 条、 第15条第
1項、 第18 条第4項及び第1 9条第2項の規定の適用については、 これらの規
定に規定する都道府県とみなす。 この場合において、 同法第15条第1項中 「 宅
地造成等工事規制区域内において」とあるのは、 「宅地造成等工事規制区域にお
いて都市再生特別措置法（平成14年法律 第22号） 第 81 条第11 項に規定する
宅地被害防止事業として」とする。



【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

口設定 ■未設定
標 準 処 理期間

備 考

設 定 日 令和 7 年 3 月 31 日



《ID255730A申請 都市計画課 都市再生特別措置法第93条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3 年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称
開発行為の許可（第 93 条第1 項において市町村の長が処理することとされる都市
計両法第29条第1 項の適用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再生特別措置法第 93 条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 都市計画法第29条

■設定 □未設定

（市町村の長による開発許可関係事務の処理）
第 93 条 地方 自 治法第252条の1 9第1項に規定する指定都市及び同法第252条の

22 第1項に規定する中核市以外の市町村が居住調整地域に関する都市計画を定
めたときは、 当該市町村の長は、 当該市町村の区域内において、 都道府県知事に
代わっ て都市計画法第3章第1節の規定に基づく事務（以下 「 開発許可関係事務」
という。） を処理する ことができる。 この場合においては、 当該規定中都道府県
知事に関する規定は、市町村長に閲する規定として当該市町村長に適用があるも
のとする。

2 前項の規定により開発許可関係事務を処理しようとする市町村長は、あらかじ
め、 これを処理する ことについて、 都道府県知事と協議しなければならない。 こ
の場合において、 町村の長にあっ ては都道府県知事の同意を得なければならな
し ‘

審 査 基 準 3 第1項の規定により開発許可関係事務を処理しようとする市町村長は、その処
理を開始する日 の 30 日 前ま でに、 国土交通省令で定めるところにより、 その旨
を公示しなければならない。

4 第1項の規定によりその長が開発許可関係事務を処理する市町村は、都市計画
法第33 条第6項、 第34条第11 号及び第12号、 第34条の2、 第35条の2第4
項、 第 43 条第3項並 びに第 78 条第1項、 第3項、 第5項、 第6項及び第8項の
規定の適用については、 同法第 29条第1項に規定する指定都市等とみなす。 こ
の場合において、同法第 78 条第1項中 「置く」とあるのは、 「置くことができる」
とする。

【基準】
上記の条文による。



参 考 資 料

口設定 ■未設定

標 準 処 理 期 間

備 考

設 定 日 令和 4 年 3 月 3 1 日



《ID255735A申請 都市計画課 都市再生特別措置法第93条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和 3 年 4 月 1 日

く処分の概要＞

許認可等の名称
開発行為の変更許可（第 93 条第 1 項において市町村の長が処理するこ と と される
都市計画法第 35 条の 2 第 1 項の適用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再生特別措置法第 93 条第 1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 都市計画法第 35 条の 2 第 1 項

■設定 □未設定

（市町村の長による開発許可関係事務の処理）
第 93 条 地方 自 治法第 252 条の 19 第 1 項に規定する指定都市及び同法第 252 条の

22 第 1 項に規定する中核市以外の市町村が居住調整地域に関する都市計画を定
めた と きは、 当該市町村の長は、 当該市町村の区域内において、 都道府県知事に
代わっ て都市計画法第3 章第 1 節の規定に基づく事務（以下 「 開発許可関係事務」
と いう。） を処理する こ と ができる。 この場合においては、 当該規定中都道府県
知事に関する規定は、市町村長に閲する規定 と して当該市町村長に適用があるも
の と する。

2 前項の規定により開発許可関係事務を処理しよう と する市町村長は、あらかじ
め、 これを処理する こ と について、 都道府県知事 と 協議しなければならない。 こ
の場合において、 町村の長にあっ ては都道府県知事の同意を得なければならな
し ‘

審 査 基 準
3 第 1 項の規定により開発許可関係事務を処理しよう と する市町村長は、その処

理を開始する日 の 30 日 前ま でに、 国土交通省令で定める と ころにより、 その旨
を公示しなければならない。

4 第 1 項の規定によりその長が開発許可関係事務を処理する市町村は、都市計画
法第 33 条第 6 項、 第 34 条第 11 号及び第 12 号、 第 34 条の2、 第 35 条の2第 4

項、 第 43 条第3項並 びに第 78 条第 1 項、 第3項、 第 5 項、 第 6 項及び第 8 項の
規定の適用については、 同法第 29 条第 1 項に規定する指定都市等 と みなす。 こ
の場合において、同法第 78 条第 1 項中 「置く」と あるのは、 「置く こ と ができる」
と する。

【基準】
上記の条文による。



参 考 資 料

口設定 ■未設定

標 準 処 理 期 間

備 考

設 定 日 令和 4 年 3 月 3 1 日



《ID255740A申請 都市計画課 都市再生特別措置法第93条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和 3 年 4 月 1 日

く処分の概要＞

許認可等の名称
工事完了の検査（第 93 条第 1 項において市町村の長が処理することとされる都市
計両法第 36 条第 2 項の適用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再生特別措置法第 93 条第 1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 都市計画法第 36 条第 1 項•第 2 項

■設定 □未設定

（市町村の長による開発許可関係事務の処理）
第 93 条 地方 自 治法第 252 条の 19 第 1 項に規定する指定都市及び同法第 252 条の

22 第 1 項に規定する中核市以外の市町村が居住調整地域に関する都市計画を定
めたときは、 当該市町村の長は、 当該市町村の区域内において、 都道府県知事に
代わっ て都市計画法第3 章第 1 節の規定に基づく事務（以下 「 開発許可関係事務」
という。） を処理する ことができる。 この場合においては、 当該規定中都道府県
知事に関する規定は、市町村長に閲する規定として当該市町村長に適用があるも
のとする。

2 前項の規定により開発許可関係事務を処理しようとする市町村長は、あらかじ
め、 これを処理する ことについて、 都道府県知事と協議しなければならない。 こ
の場合において、 町村の長にあっ ては都道府県知事の同意を得なければならな
し ‘

審 査 基 準
3 第 1 項の規定により開発許可関係事務を処理しようとする市町村長は、その処

理を開始する日 の 30 日 前ま でに、 国土交通省令で定めるところにより、 その旨
を公示しなければならない。

4 第 1 項の規定によりその長が開発許可関係事務を処理する市町村は、都市計画
法第 33 条第 6 項、 第 34 条第 11 号及び第 12 号、 第 34 条の2、 第 35 条の2第 4

項、 第 43 条第3項並 びに第 78 条第 1 項、 第3項、 第5項、 第 6 項及び第 8 項の
規定の適用については、 同法第 29 条第 1 項に規定する指定都市等とみなす。 こ
の場合において、同法第 78 条第 1 項中 「置く」とあるのは、 「置くことができる」
とする。

【基準】
上記の条文による。



参 考 資 料

口設定 ■未設定

標 準 処 理 期 間

備 考

設 定 日 令和 4 年 3 月 3 1 日



《ID255745A申請 都市計画課 都市再生特別措置法第93条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和 3 年 4 月 1 日

く処分の概要＞

開発許可を受けた開発区域内の土地における公告前の建築物の建築等の特例承認
許認可等の名称 （第 93 条第 1 項において市町村の長が処理する こととされる都市計画法第 37 条た

だし書の適用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再生特別措置法第 93 条第 1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 都市計画法第 37 条

■設定 □未設定

（市町村の長による開発許可関係事務の処理）
第 93 条 地方 自 治法第 252 条の 19 第 1 項に規定する指定都市及び同法第 252 条の

22 第 1 項に規定する中核市以外の市町村が居住調整地域に関する都市計画を定
めたときは、 当該市町村の長は、 当該市町村の区域内において、 都道府県知事に
代わっ て都市計画法第3章第 1 節の規定に基づく事務（以下 「 開発許可関係事務」
という。） を処理する ことができる。 この場合においては、 当該規定中都道府県
知事に関する規定は、市町村長に閲する規定として当該市町村長に適用があるも
のとする。

2 前項の規定により開発許可関係事務を処理しようとする市町村長は、あらかじ
め、 これを処理する ことについて、 都道府県知事と協議しなければならない。 こ
の場合において、 町村の長にあっ ては都道府県知事の同意を得なければならな
し ‘

審 査 基 準 3 第 1 項の規定により開発許可関係事務を処理しようとする市町村長は、その処
理を開始する日 の 30 日 前ま でに、 国土交通省令で定めると ころにより、 その旨
を公示しなければならない。

4 第 1 項の規定によりその長が開発許可関係事務を処理する市町村は、都市計画
法第 33 条第 6 項、 第 34 条第 11 号及び第 12 号、 第 34 条の2、 第 35 条の2第 4

項、 第 43 条第3項並 びに第 78 条第 1 項、 第3項、 第5項、 第 6 項及び第 8 項の
規定の適用については、 同法第 29 条第 1 項に規定する指定都市等とみなす。 こ
の場合において、同法第 78 条第 1 項中 「置く」とあるのは、 「置く ことができる」
とする。

【基準】
上記の条文による。



参 考 資 料

口設定 ■未設定

標 準 処 理 期 間

備 考

設 定 日 令和 4 年 3 月 3 1 日



《ID255750A申請 都市計画課 都市再生特別措置法第93条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3 年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称
建築物の建蔽率等の指定の特例許可（第 93 条第1 項において市町村の長が処理す
る こととされる都市計画法第 41 条第2項ただし書の滴用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再生特別措置法第 93 条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 都市計画法第 41 条

■設定 □未設定

（市町村の長による開発許可関係事務の処理）
第 93 条 地方 自 治法第252条の1 9第1項に規定する指定都市及び同法第252条の

22 第1項に規定する中核市以外の市町村が居住調整地域に関する都市計画を定
めたときは、 当該市町村の長は、 当該市町村の区域内において、 都道府県知事に
代わっ て都市計画法第3章第1節の規定に基づく事務（以下 「 開発許可関係事務」
という。） を処理する ことができる。 この場合においては、 当該規定中都道府県
知事に関する規定は、市町村長に閲する規定として当該市町村長に適用があるも
のとする。

2 前項の規定により開発許可関係事務を処理しようとする市町村長は、あらかじ
め、 これを処理する ことについて、 都道府県知事と協議しなければならない。 こ
の場合において、 町村の長にあっ ては都道府県知事の同意を得なければならな
し ‘

審 査 基 準 3 第1項の規定により開発許可関係事務を処理しようとする市町村長は、その処
理を開始する日 の 30 日 前ま でに、 国土交通省令で定めると ころにより、 その旨
を公示しなければならない。

4 第1項の規定によりその長が開発許可関係事務を処理する市町村は、都市計画
法第33 条第6項、 第34条第11 号及び第12号、 第34条の2、 第35条の2第4
項、 第 43 条第3項並 びに第 78 条第1項、 第3項、 第5項、 第6項及び第8項の
規定の適用については、 同法第 29条第1項に規定する指定都市等とみなす。 こ
の場合において、同法第 78 条第1項中 「置く」とあるのは、 「置く ことができる」
とする。

【基準】
上記の条文による。



参 考 資 料

口設定 ■未設定

標 準 処 理 期 間

備 考

設 定 日 令和 4 年 3 月 3 1 日



《ID255755A申請 都市計画課 都市再生特別措置法第93条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3 年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称
開発許可を受けた土地における建築等の特例許可（第 93 条第1 項において市町村
の長が処理する こととされる都市計両法第 42条第1 項ただし書の適用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再生特別措置法第 93 条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 都市計画法第 42条

■設定 □未設定

（市町村の長による開発許可関係事務の処理）
第 93 条 地方 自 治法第252条の1 9第1項に規定する指定都市及び同法第252条の

22 第1項に規定する中核市以外の市町村が居住調整地域に関する都市計画を定
めたときは、 当該市町村の長は、 当該市町村の区域内において、 都道府県知事に
代わっ て都市計画法第3章第1節の規定に基づく事務（以下 「 開発許可関係事務」
という。） を処理する ことができる。 この場合においては、 当該規定中都道府県
知事に関する規定は、市町村長に閲する規定として当該市町村長に適用があるも
のとする。

2 前項の規定により開発許可関係事務を処理しようとする市町村長は、あらかじ
め、 これを処理する ことについて、 都道府県知事と協議しなければならない。 こ
の場合において、 町村の長にあっ ては都道府県知事の同意を得なければならな
し ‘

審 査 基 準 3 第1項の規定により開発許可関係事務を処理しようとする市町村長は、その処
理を開始する日 の 30 日 前ま でに、 国土交通省令で定めると ころにより、 その旨
を公示しなければならない。

4 第1項の規定によりその長が開発許可関係事務を処理する市町村は、都市計画
法第33 条第6項、 第34条第11 号及び第12号、 第34条の2、 第35条の2第4
項、 第 43 条第3項並 びに第 78 条第1項、 第3項、 第5項、 第6項及び第8項の
規定の適用については、 同法第 29条第1項に規定する指定都市等とみなす。 こ
の場合において、同法第 78 条第1項中 「置く」とあるのは、 「置く ことができる」
とする。

【基準】
上記の条文による。



参 考 資 料

口設定 ■未設定

標 準 処 理 期 間

備 考

設 定 日 令和 4 年 3 月 3 1 日



《ID255760A申請 都市計画課 都市再生特別措置法第93条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3 年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称
開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可（第 93 条第1 項において
市町村の長が処理する こととされる都市計画法第 43 条第1 項の適用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再生特別措置法第 93 条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 都市計画法第 43 条

■設定 □未設定

（市町村の長による開発許可関係事務の処理）
第 93 条 地方 自 治法第252条の1 9第1項に規定する指定都市及び同法第252条の

22 第1項に規定する中核市以外の市町村が居住調整地域に関する都市計画を定
めたときは、 当該市町村の長は、 当該市町村の区域内において、 都道府県知事に
代わっ て都市計画法第3章第1節の規定に基づく事務（以下 「 開発許可関係事務」
という。） を処理する ことができる。 この場合においては、 当該規定中都道府県
知事に関する規定は、市町村長に閲する規定として当該市町村長に適用があるも
のとする。

2 前項の規定により開発許可関係事務を処理しようとする市町村長は、あらかじ
め、 これを処理する ことについて、 都道府県知事と協議しなければならない。 こ
の場合において、 町村の長にあっ ては都道府県知事の同意を得なければならな
し ‘

審 査 基 準 3 第1項の規定により開発許可関係事務を処理しようとする市町村長は、その処
理を開始する日 の 30 日 前ま でに、 国土交通省令で定めると ころにより、 その旨
を公示しなければならない。

4 第1項の規定によりその長が開発許可関係事務を処理する市町村は、都市計画
法第33 条第6項、 第34条第11 号及び第12号、 第34条の2、 第35条の2第4
項、 第 43 条第3項並 びに第 78 条第1項、 第3項、 第5項、 第6項及び第8項の
規定の適用については、 同法第 29条第1項に規定する指定都市等とみなす。 こ
の場合において、同法第 78 条第1項中 「置く」とあるのは、 「置く ことができる」
とする。

【基準】
上記の条文による。



参 考 資 料

口設定 ■未設定

標 準 処 理 期 間

備 考

設 定 日 令和 4 年 3 月 3 1 日



《ID255765A申請 都市計画課 都市再生特別措置法第93条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和 3 年 4 月 1 日

く処分の概要＞

許認可等の名称
開発許可に基づく地位の承継の承認（第 93 条第 1 項において市町村の長が処理す
る こととされる都市計画法第 45 条の適用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再生特別措置法第 93 条第 1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 都市計画法第 45 条

■設定 □未設定

（市町村の長による開発許可関係事務の処理）
第 93 条 地方 自 治法第 252 条の 19 第 1 項に規定する指定都市及び同法第 252 条の

22 第 1 項に規定する中核市以外の市町村が居住調整地域に関する都市計画を定
めたときは、 当該市町村の長は、 当該市町村の区域内において、 都道府県知事に
代わっ て都市計画法第3章第 1 節の規定に基づく事務（以下 「 開発許可関係事務」
という。） を処理する ことができる。 この場合においては、 当該規定中都道府県
知事に関する規定は、市町村長に閲する規定として当該市町村長に適用があるも
のとする。

2 前項の規定により開発許可関係事務を処理しようとする市町村長は、あらかじ
め、 これを処理する ことについて、 都道府県知事と協議しなければならない。 こ
の場合において、 町村の長にあっ ては都道府県知事の同意を得なければならな
し ‘

審 査 基 準 3 第 1 項の規定により開発許可関係事務を処理しようとする市町村長は、その処
理を開始する日 の 30 日 前ま でに、 国土交通省令で定めると ころにより、 その旨
を公示しなければならない。

4 第 1 項の規定によりその長が開発許可関係事務を処理する市町村は、都市計画
法第 33 条第 6 項、 第 34 条第 11 号及び第 12 号、 第 34 条の2、 第 35 条の2第 4

項、 第 43 条第3項並 びに第 78 条第 1 項、 第3項、 第 5 項、 第 6 項及び第 8 項の
規定の適用については、 同法第 29 条第 1 項に規定する指定都市等とみなす。 こ
の場合において、同法第 78 条第 1 項中 「置く」とあるのは、 「置く ことができる」
とする。

【基準】
上記の条文による。



参 考 資 料

口設定 ■未設定

標 準 処 理 期 間

備 考

設 定 日 令和 4 年 3 月 3 1 日



《ID260310A申請 都市計画課 マ ン シ ョ ンの建替え等の円滑化に関する法律第168条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I令和4年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 敷地分割組合の設立の認可

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 マ ン シ ョ ンの建替え等の 円 滑化に関する法律 第168 条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 マ ン シ ョ ンの建替え等の 円 滑化に関する法律 第168 条、 第171 条

■設定 □未設定

（設立の認可）
第168 条 第115条の4第10 項の規定により敷地分割決議の内容により敷地分割

を行う旨の合意をしたものとみなされた者（特定団地建物所有者であっ てその
後に当該敷地分割決議の内容により当該敷地分割を行う旨の同意をしたものを
含む。 以下「敷地分割合意者」という。） は、 5人以上共同して、 定款及び事業
計画を定め、 国土交通省令で定めると こ ろにより、 都道府県知事等の認可を受
けて組合を設立する ことができる。

2 前項の規定による認可を申請しようとする敷地分割合意者は、 組合の設立に
審 査 基 準 ついて、 敷地分割合意者の4分の3以上の同意（同意した者の第115条の4第

2項の議決権の合計が敷地分割合意者の同項の議決権の合計の4分の3以上と
なる場合に限る。） を得なければならない。

3 前2項の場合において、 団地内建物の敷地に現に存する一の建物（専有部分
のある建物にあっ ては、 一の専有部分） が数人の共有に属するときは、 その数
人を一人の敷地分割合意者とみなす。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

口設定 ■未設定
標 準 処 理期間



備 考

設 定 日 令和 5 年 3 月 31 日



《1D260320A申請 都市計画課 マ ン シ ョ ンの建替え等の円滑化に関する法律第183条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I令和4年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 定款又は事業計画の変更の認可

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 マ ン シ ョ ンの建替え等の 円 滑化に関する法律 第183 条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 マ ン シ ョ ンの建替え等の 円 滑化に関する法律 第183 条

■設定 □未設定

（定款又は事業計画の変更）
第 183 条 組合は、 定款又は事業計画を変更しようとするときは、 国土交通省令

で定めるところにより、 都道府県知事等の認可を受けなければならない。
2 第 170 条の規定は事業計画の変更（国土交通省令で定める軽微な変更を除

く。 ）の認可の申請があっ た場合について、 第171 条及び第173 条の規定は前項
の規定による認可について、 それぞれ準用する。 この場合において、 同条第2
項中 「組合の成立又は定款若しくは事業計画」とあるのは 「定款又は事業計画
の変更」と、 「組合員その他の」とあるのは 「 その変更について第183 条第1項

審 査 基 準 の規定による認可があ っ た際に従前から組合員であっ た者以外の」と読み替え
るものとする。

3 組合は、 事業に要する経贄の分担に関し定款又は事業計両を変更しようとす
る場合において、 敷地分割事業の実施のための借入金があるときは、 その変更
についてその債権者の同意を得なければならない。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

口設定 ■未設定
標 準 処 理期間



備 考

設 定 日 令和 5 年 3 月 31 日



《1D260330A申請 都市計画課 マ ン シ ョ ンの建替え等の円滑化に関する法律第186条第4項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I令和4年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 敷地分割組合の解散の認可

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 マ ン シ ョ ンの建替え等の 円 滑化に関する法律 第18 6 条第 4項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 マ ン シ ョ ンの建替え等の 円 滑化に関する法律 第18 6 条

■設定 □未設定

（解散）
第18 6 条 組合は、 次に掲げる理由により解散する。

(1) 設立についての認可の取消し
(2) 総会の議決
(3) 事業の完了又はその完了の不能

2 前項第2号の議決は、 敷地権利変換期日 前に限り行う ことができるものとす
る。

3 組合は、 第1項第2号又は第3号に掲げる理由により解散しようとする場合
において、 借入金があるときは、 解散について債権者の同意を得なければなら
なV ヽ。

審 査 基 準
4 組合は、 第1項第2号又は第3号に掲げる理由により解散しようとするとき

は、 国土交通省令で定めると こ ろにより、 都道府県知事等の認可を受けなけれ
ばならない。

5 都道府県知事等は、 組合の設立についての認可を取り消したとき、 又は前項
の規定による認可をしたときは、 遅滞なく、 その旨を公告しなければならない。

6 組合は、 前項の公告があるま では、 解散をもっ て糾合員以外の第二者に対抗
する ことができない。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料



口設定 ■未設定

標 準 処 理 期 間

備 考

設 定 日 令和 5 年 3 月 3 1 日



《1D260340A申請 都市計画課 マ ン シ ョ ンの建替え等の円滑化に関する法律第187条 》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I令和4年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 決算報告の承認（第 42条準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 マ ン シ ョ ンの建替え等の 円 滑化に関する法律 第187条

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 マ ン シ ョ ンの建替え等の 円 滑化に関する法律 第 42条、 第187条

■設定 □未設定

（組合の解散及び清算についての規定の準用）
第187条 第 38 条の2から第 43 条ま での規定は、 糾合の解散及び清算について

準用する。

審 査 基 準

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

口設定 ■未設定
標 準 処 理期間

備 考

設 定 日 令和5年3 月31日



《1D260350A申請 都市計画課 マ ン シ ョ ンの建替え等の円滑化に関する法律第190条第1項》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I令和4年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 敷地権利変換計画の認可

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 マ ン シ ョ ンの建替え等の 円 滑化に関する法律 第1 90 条第1 項

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 マ ン シ ョ ンの建替え等の 円 滑化に関する法律 第1 90 条、 第1 91 条、 第1 96 条

■設定 □未設定

（敷地権利変換計画の決定及び認可）
第190 条 組合は、 第173 条第1項の公告後、 遅滞なく、 敷地権利変換計画を定

めなければならない。 この場合においては、 国土交通省令で定めるところによ
り、 都道府県知事等の認可を受けなければならない。

2 組合は、 前項後段の規定による認可を申請しようとするときは、 敷地権利変
換計画について、 あらかじめ、 総会の議決を経るとともに、 組合員以外に分割

審 査 基 準 実施敷地について所有権を有する者があるときは、 その者の同意を得なければ
ならない。 ただし、 その所有権をもっ て組合に対抗することができない者につ
いては、 この限りでない。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

口設定 ■未設定
標 準 処 理期間

備 考

設 定 日 令和5年3 月31日



《1D260360A申請 都市計画課 マ ン シ ョ ンの建替え等の円滑化に関する法律第197条 》

申請に対する処分／審査基準・標準処理期間 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I令和4年4月1日

く処分の概要＞

許認可等の名称 敷地権利変換計画の変更の認可

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 マ ン シ ョ ンの建替え等の 円 滑化に関する法律 第1 97条

＜審査基準／標準処理期間＞

基 準 規 定 マ ン シ ョ ンの建替え等の 円 滑化に関する法律 第1 90 条、 第1 96 条、 第1 97条

■設定 □未設定

（敷地権利変換計画の変更）
第197条 第190 条第1項後段及び第2項並 びに前条の規定は、 敷地権利変換計

画を変更する場合（国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。 ）につ
いて準用する。

審 査 基 準

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

口設定 ■未設定
標 準 処 理期間

備 考

設 定 日 令和5年3 月31日
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